
1 

 

＜目  次＞ 

 

 

 第 10 回 シンポジウム  

「地域主権戦略大綱」 

【基調講演】  神野 直彦 ……………………………………………………  ７   

 

【パネルディスカッション】……………………………………………………… 17 

パネリスト：泉田 裕彦 木下 博信 鈴木 重男 前田 正子 

    司 会：青山 彰久 

 

 

 

 第 10 回 研 究 会  

 

【記念講演】  

・地方から地域主権を实践する（達増 拓也）………………………………… 49 

 

【共通論題Ⅰ】「新しい公共と住民参加」   

・地域主権の特色ある結い社会づくり（大石 満雄）……………………………… 56 

―「小さな市役所構想」から「合衆市イーハトーブ花巻構想」へ― 

・「浄門の里」のむらづくり（佐藤 幸作）………………………………………… 60  

・海とまちづくり（橋本 久夫）…………………………………………………… 67 

・『新しい公共』と自治の自己革新の可能性（新川 達郎）…………………… 72 

   

【共通論題Ⅱ】「国と地方の協議の場」 

・対等・協力の関係の構築に向けて（達増 拓也）……………………………… 81 

・「国と地方の協議の場」の法制化について（藤原 忠彦）…………………… 83 

・「国と地方の協議の場」の法案策定とこれからの動向（逢坂 誠二）……… 88 

・「地方分権改革推進委員会試案」の考え方（西尾  勝）…………………… 92 

 

 



2 

 

【分科会Ａ】 「自治制度の選択制」  

・「領域」・「担い手」からみた選択制（天野 巡一）………………………… 101 

・地方議会の自立性（大山 礼子）……………………………………………… 103 

・自治制度の選択制（大森  彌）……………………………………………… 105 

   

【分科会Ｂ】 「自治紛争処理」  

・自治紛争処理について（宇賀 克也）………………………………………… 106 

・自治体間調整の法理（飯島 淳子）…………………………………………… 110 

・都道府県・市町村関係の現实と紛争処理（礒崎 初仁）……………………… 113 

 

【分科会Ｃ】 「自治体の公文書管理」  

・自治体における公文書管理（早川 和宏）…………………………………… 114 

―公文書管理法の「趣旨」との関係で― 

・地方自治体における公文書館制度をめぐって（富田 健司）……………… 120 

―その現状と課題― 

・情報公開制度と公文書管理（三木 由希子）………………………………… 124 

 

【分科会Ｄ】 「地域交通」 

・青い森鉄道はローカル鉄道か（関  格） ………………………………… 128 

・あねっこバス（深谷 政光）…………………………………………………… 129 

―デマンド方式による地域交通サービス― 

・地域交通（元田 良孝）………………………………………………………… 130 

―コミュニティバス計画について― 

 

【分科会Ｅ】 「義務付け・枠付け緩和への自治体の対応」  

・自治体現場における法令による義務付け・枞付けの見直しに 

ついて（千葉  实）…………………………………………………………… 131 

・義務付け・枞付けの見直しに対する理論的評価（原島 良成）……………… 136 

・義務付け・枞付けの緩和・撤廃の展望（松本 英昭）………………………… 139 

 

【分科会Ｆ】 「地域医療・国保再編」  

・持続的に発展・変化していける病院づくりをめざして（漆久保 潔）……… 142 

―特に医師確保対策と町民のニーズを中心においた病院経営― 

・地域医療の危機とはなにか（澤井  勝）…………………………………… 145 

―国保の財政危機と再編の議論を念頭に― 



3 

 

・安心できる医療制度の構築に向けた京都府の取り組み（高宮 裕介）……… 147 

 

【分科会Ｇ】 「自治体の危機管理」  

・変革が求められる日本の避難行政（片田 敏孝）…………………………… 148 

・岩手宮城内陸地震における心のケア（黒澤 美枝）………………………… 150 

・岩手県における危機管理について（越野 修三）…………………………… 151 

 

【オープンセッション】  

・神奈川県情報公開条例と公安委員会の関与した判決書（葉山  明）…… 152 

―公開を命じた横浜地裁・東京高裁判決をめぐって― 

・「新しい公共」と人のつながり（勝浦 信幸）……………………………… 154 

 ―地域 ICT を活用した鶴ヶ島市の事例― 

  



4 

 

  



5 

 

 第 10 回 シンポジウム  

 

 

   「地域主権戦略大綱」 

 

 

 

【基調講演】   神野 直彦（日本自治学会会長） 

    

 

【パネルディスカッション】 

パネリスト  泉田 裕彦（新潟県知事） 

木下 博信（埼玉県草加市長） 

            鈴木 重男（岩手県葛巻町長） 

            前田 正子（財団法人横浜市国際交流協会理事長）        

司 会  青山 彰久（読売新聞編集委員） 

  ※肩書きは 2010 年６月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１０年７月３日（土） 

日本プレスセンター 10階ホール 

http://www.jnpc.or.jp/section1/shisetsu.html


6 

 



7 

 

【基調講演】 

 

 
地域主権戦略大綱 

 
日本自治学会会長 神野 直彦 

 

 

 

一つの時代の区切り――第 10回シンポジウム 

ご紹介にあずかりました神野でございます。今日は私ども日本自治学会の恒例となって

おります夏のシンポジウムにご臨席いただきまして、深く感謝を申し上げる次第でござい

ます。西尾会長のもとでこの学会が発足してからちょうど 10 年になりますので、今回が第

10 回目のシンポジウムになります。10 年一昔と申しますが、一つの時代の区切りを迎えた

シンポジウムかなというふうに思っております。 

 しかし、状況を見てみると、今、日本はというよりも、世界が混乱した状況に遭遇して

いると、こう申し上げてよいのではないかと思います。私は、この中で地方分権をもう一

度とらえ直すことが、極めて歴史的に重要な時期にきているのではないかというふうに思

っています。通常、私たちは、自分たちが陥っている状況と同じような状況を歴史の中に

見出して、そこで起こったことを手がかりにしながら、現在の状況をどう克服していくの

かということを考えていく必要があるかと思います。言うまでもありませんが、現在の危

機的な状況に匹敵する歴史的な事象というのは、1929 年の世界恐慌だろうというふうに思

っています。 

 現在が 1929 年の世界恐慌と同じような位置にあるというふうに考えると、地方分権にか

じを切るのか、それともそうではない方向にかじを切っていくのかということが、戦前責

任を問われているのかもしれないと感じます。つまり、きたるべき戦争を前にして、そこ

で戦争のほうにかじを切っていくのかどうかという、戦前責任が問われているのではない

かというふうに思っております。 

 挨拶をしたあと、基調講演に移るようにということなのですが、どこまでが挨拶にして、

どこまで基調講演にしてよいのかわかりませんけれども、このへんから、基調講演のほう

に移らせていただきます。 

 

歴史の教訓――地方分権か中央集権か 

 なぜそういうふうなことを申し上げるかといいますと、ちょうどこの日本自治学会が始

まったころ、私は 1928 年の第 16 回総選挙の政友会の選挙用ポスターを読まさせていただ

いたことがございます。1928 年２月に行われた第 16 回選挙用の政友会のポスターでござ

いますが、「地方に財源を与ふれば、完全な発達は自然に来る。地方分権丈夫なものよ、ひ

とり歩きで発展す」という、二大政党の一つが掲げた選挙のポスターでございます。 
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 これはみなさんもご存じのとおり、1928 年の総選挙というのは日本の民主主義にとって

決定的な意味を持っていました。それは第１回目の普通選挙に基づく選挙だったというこ

とです。両税移譲、つまり地租と営業税という二つの国税を地方税に移譲しろという運動

が第一次世界大戦後に巻き起こり、こうした運動を私たちは「大正デモクラシー」という

ふうに呼んでおりますが、この「大正デモクラシー」の成果として 1928 年に第１回の普通

選挙が行われます。 

 税源移譲をして地方分権を实現していこうという気運が高まった瞬間に、翌年の 1929 年

に、世界恐慌が起きます。ここで日本の財政は破綻状態になり、かつ地域間格差は拡大し

ていきます。その中で人々は、自分さえよければという外交的にも近隣窮乏化政策を取り

始めて、地方分権の方向にかじが切れなくなります。理由は簡卖で、この財政状況のもと

で、つまり財政再建こそが重要な課題であって、国税から地方税に税源移譲をしていく余

裕がないし、プライマリーバランスを、中期財政計画を立てて实現していくことのほうが

重要だという機運のもとで、分権の運動は挫折をしていくわけです。 

 財政を再建しようとするのですが、实際には次から次へと押し寄せてくる津波のような

恐慌のもとでは財政再建もままならず、結局、景気政策がうたれていくわけです。この景

気政策を实施していく過程で、日本は分権ではなく中央集権的な財政構造を作り上げます。

1940 年の抜本的な税制改革では、地方税はなくなります。正確に言えば、皮ひとつ残りま

して、現在の市町村民税の均等割、この部分だけはようやく地方税として残りました。あ

とはもう全部地方税はなくなると、そういう方向へとかじが切られていくわけです。 

 これは日本だけではありません。ドイツを見ていただいても、ドイツはこの恐慌が起こ

るまで、世界で最も民主的な国としてワイマール共和国が实現しておりました。そして、

エルツベルガーの改革などによって地方分権が進められようとしていたわけです。しかし、

1929 年の世界恐慌のときにわずかしかいなかったナチスが、ヒットラーがたくみに空疎な

雄弁によって大衆を操作し、圧倒的な支持率を背景に、反議会主義をあおっていくわけで

す。議会は何の役にも立たないと。 

そして、議会解散をして全権委任法を獲得し、中央集権的な財政構造を作りあげていく。

結局、中央集権的な財政構造が作りあげた結果が戦争です。というよりも、戦争によって

景気回復をしようとすれば、財政を中央集権的にしていかざるを得なかったということで

す。 

 ところが、逆の方向で恐慌を脱出しようとした国があります。主要ないくつかの国があ

りますけれども、中央集権ではない、分権を進めるような方向で、景気を回復することに

成功した国として、二つ挙げてよいかと思いますが。 

 一つはスウェーデンです。『ロンドン・エコノミスト』が「この 1929 年の世界恐慌、絶

望の海に浮かぶ希望の島だ」と絶賛したのです。スウェーデンが分権的な方向で景気を脱

出します。みなさんもご存じのとおり、1932 年に成立したハンソンという首相が掲げる、

「国民の家」というビジョンです。 
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「国家は家族のように構成されなければならない。家族の中では、どんな人間も家族のた

めにどんなに障害を負っていようとも、家族のために献身しようと願っている。国民も同

じことで、どんな障害を負っていようとも、国民のために貢献したいというふうに願って

いる。ところが、この恐慌によって出現している失業は、誰もが国民のために献身したい

と願っている切なる願いを無残にも打ち砕くものだ。だから失業を克服しなければならな

い」という方向にかじを切っていくわけです。 

 もう一つの国がスイスです。偉大な経済学者ガルブレイスは、不確实性の時代の中で、「自

分はこれまでさまざまなときにスイスを理想的なモデルとして掲げてきた。ところが、モ

デルとして掲げてきてスイスの例をひくと、人々は必ず反論してくる。スイスがそういう

ふうにできるのは人口が尐ないからだ。人口が尐ない国に問題がないというふうに考える

のは本能的な誤りだ」というふうに言った上で、「自分が言いたいのはそういうことではな

いのだ。スイスの民主主義、スイスの政治は、人民の政治だ。それに対して、アメリカの

政治は指導者の政治だ。何か問題が起きたときに、スイスでは必ず一人ひとりの社会の構

成員が知恵を出して、そうして社会全体の問題を解決しなければならないというふうに考

えていく。したがって、スイスでリーダーシップということを聞いたことがない。それに

対して、アメリカの政治は指導者の政治だ。問題が起きれば、有能な指導者が現れてこれ

を解決してくれないかと願うだけだ」と述べ、指導者の政治になると、これはその節のタ

イトルにも使われているのですが、「観実用スポーツとしての政治、ベースボールやホッケ

ーを観実として見るように、政治を見てしまう。したがって、そのスポーツそのものを味

わうよりも、関心が向けられるのはいつも勝つか負けるかだ」というふうに述べて、スイ

スにおける人民の政治と、下から上がってくる地方分権の姿を描いているわけですけれど

も、いずれの国も、分権型に財政を改めながら、景気脱出をしていくわけです。 

 恐慌を脱出をできたこの二つの国と、中央集権的な税制改革や財政改革を行った国との

基本的な違いは何か、それは戦争に参加しないということを決めたことです。つまり、私

たちはこの今の恐慌から離脱する上で、地方分権の方向にかじを切っていくのか、それと

も中央集権の方向に切っていって、住民の自治に任せると必ず間違った愚かな決定をする

ので、立派な理性を持った指導者が統治をすべきだというような方向にかじを切っていく

のか、ということです。後者の場合、おそらく、へたをすると、また 1929 年の世界恐慌の

脱出過程で、私たちは第二次世界大戦という大惨事を起こしてしまったのと同じような意

思決定をするのではないかというふうに思います。 

 地方分権化した財政構造、分権的な財政構造では、一つだけいえることは絶対に戦争が

できないということです。経済動員をして、戦争へと経済資源を動員することは中央集権

的でないとできませんので、分権的では戦争はできません。 
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産業構造の転換と生活保障・活動保障 

現在、私たちは 1929 年の世界恐慌と同じような状況にあるのではないかと、私は思って

います。リーマンショックからといいますが、既にその前から始まっていて、サブプライ

ムローンをはじめとして、リーマンショック、ギリシャ悲劇、そして今度はスペインから

悲劇が起こるといっていたのが、ハンガリーとか、次から次へと押し寄せてきます。それ

は 1929 年の世界恐慌とは違った恐慌の現れ方をしています。 

 1929 年の世界恐慌のときには、現在のようなデフレ基調に入ったとかという生やさしい

ものではありません。1929 年のときの物価を 100 とすれば、31 年には 70 ぐらいにまで急

激に落ちます。生糸にいたっては、40 まで落ちてしまいますし、鋼材は 60 まで落ちますが、

すぐにまた元に戻ります。生糸はそのあとずっと戻らないのです。それは、こういう大恐

慌が、設備投資の循環や在庫の循環と違って、産業構造の循環をともなうからです。古い

産業構造を新しい産業構造に変えなければ克服できない、そういう恐慌だというふうに理

解をしていただければと思います。 

 1929 年のときには、価格機構、市場のメカニズムが機能していましたので、衰退してい

く古い産業に対して、市場から出て行けという指示を市場が下すわけですけれども、現在

ではそうした指示を、市場のメカニズムが働いて打ち出すということはありません。なぜ

なら、1929 年のときは金本位制度でしたから、価格のメカニズムが機能します。ところが

現在では、通貨を市場にのせて取引をするというようなことをやっておりますので、实体

経済とは分離したマネー経済が動き始めているということになってしまいます。 

 したがって、強烈なクラッシュは起きませんけれども、逆に産業構造の転換が遅れます。

むしろ人間の知恵でクラッシュを強力に進めないために、現在のような通貨を市場で取引

しているようなことを考えついたのだというふうに考えれば、この間に、今のうちに、産

業構造をきちんと転換しておく必要があるわけです。 

 もしも、産業構造の転換を価格のメカニズムに期待しないとすれば、どういうふうにや

っていけるかといえば、それは本来は金融がそれを進めなければなりません。金融が目先

だけの利益にとらわれずに、衰退産業から新しく伸びていく産業に資金を動かすというこ

とです。そうではなくて、目先だけの利益にとらわれていけば、バブルが起き、いつも崩

壊をしていくという繰り返しになってしまいますが、残念ながらその繰り返しになってい

る。 

 私たちが今やらなければならないのは、政府が、民主主義に基づいて、社会の共同の意

思決定でもって、産業構造を変換していくための安全のネットと、それから、産業構造を

作っていくための前提条件、つまり、「活動保障」です。「生活保障」と「活動保障」をや

っていく必要があるということです。それには、これまでのような、「生活保障」もこれま

でのような現金給付だけに依存するものではなく、サービス給付に切り替えなければなり

ませんし、それにインフラストラクチャーも、つまり「活動保障」の条件も、重化学工業

の時代のような物的なものから人的なものに、積極的労働市場政策といわれているような
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再訓練・再教育や、それから、いつでもやり直しがきくようなリカレントな教育体制にし

ていく必要があります。 

 これまで 30 年かかった変化が、タイム・コンプレッションつまり時間圧縮で、10 年で起

こります。学校を出てからの教育で得た知識は、それまでは 30 年もっていました。それが

10 年しかもたなくなる、陳腐化してしまうという時代になってくれば、いつでもそれをリ

カレントするだけのシステムがないと意味がなくなってくるという時代になっていきます。

いずれにしても、サービス給付でもって、ネットとそれからインフラを切り替えていく。

それで、サービス給付は地方自治体しか出せないということです。 

 

地域主権戦略大綱 

 産業構造を転換していくための条件を、分権的な方向でしか成り立たない、それを重化

学工業と同じような条件を作っていくと、へたをすれば私たちはもう一度再び戦争への道

へと向きかねないという認識をしておく必要があるのではないか。そういうことを前提に

した上で、お手元に私の「地域主権戦略大綱」という雑な資料を綴じたものだけがいって

いるかと思います。民主党政権と言うといけないらしいのですが、鳩山政権が成立して、「地

域主権」を掲げました。この地域主権戦略の工程表が、「原口プラン」といわれているもの

ですので、この「地域主権戦略大綱」の裏側の「原口プラン」というところを見ていただ

ければと思います。 

 「地方分権」ではなく、「地域主権」を掲げた一つの特色は、予算関連のところに掲げて

いる「緑の分権改革」ということだと思います。私の言葉で表現させていただければ、こ

れはこれまでの政府組織の分権、政府間関係の分権だけではなく、社会の分権ということ

を意図したのではないかと思われます。このアイデアは、昨年のこの日本自治学会総会・

研究会で原口総務大臣に登場していただいたときに、創富力、富を創造する創富力と持久

力という話題が出てきて、それのアイデアを大臣が考えついて、さらにはこれまでのトリ

クルダウンから、ちょっと私の言葉ですが、ファウンテンへという、したたり落ちるので

はなく、大地から水があふれ出るような効果であり、経済を立て直すということをブレン

ドして、この「緑の分権改革」ができあがっておりますが、そこが一つの特徴になってい

るかもしれません。 

 見ていただいて、規制、予算、法制という三本立てになっていて、今日、私は主として

予算関連のところをご説明させていただきますけれども、規制関連のところなどでは、前

政権といいますか、自公政権のもとでの地方分権改革推進委員会の課題を实行していくと

いう段階に入っているものと、それから予算関連と大きく分けられるかと思います。 

 見ていただくと、この「地域主権戦略大綱」というのは、平成 22 年夏ということになっ

ていますので、ここでもって、規制関連と、今お話をしています、私が主として焦点をあ

てている予算関係を見ていただくと、一括交付金化の基本的な考え方、これを取り込んで

「地域主権戦略大綱」を作ることになっております。 
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一括交付金化は暫定措置 

 さて、予算関連、財政関係の地方分権の進め方で、この「原口プラン」の特色は、これ

までとは逆の手順を踏んでいるということだと思います。見ていただきますと、一番上に

「一括交付金化」、これはひも付き補助金の廃止、つまり特定補助金を廃止するということ

であり、その次に「地方税財源の充实確保」となっておりまして、これはあとでやること

になっているのです。 

 つまり、地方税財源、税源、国税と地方税の税源配分を見直すという改革を中心にして

一般財源、地方の自由に使える財源を増やすということを、これまでの分権改革で主要な

戦略にしてきたわけです。そして、特定補助金については、「なお、残った補助金について

は」と言って、あとで手を付けていたのですが、この「原口プラン」を見ていただきます

と、まず補助金あるいは負担金の改革、それを一括交付金化でやるという改革から入って、

のちに地方税財源の充实確保という改革をやるということになっています。 

 これは当然ですけれども、抜本的な税制改革のときにやるという想定になっていて、抜

本的な税制改革はちょっと表現を忘れましたけれど、いずれにしても３年後にやるという

ことに想定をされておりましたから、あとでやるということになっているわけです。初め

に負担金と補助金の改革から始めるということになっています。 

 昨年の９月に原口総務大臣が就任されたときに、私はすぐその日に呼び出されて、「相談

役になってくれ」と言われましたが、そのときに原口大臣に、「この一括交付金化というの

は、あくまでも暫定措置だということを確認してほしい」と申し上げました。 

 これは、私の理解が正しければ、マニフェストというのはそれぞれの政党が基本理念を

持っていて、その基本理念に基づいて基本政策ができ、この基本政策に基づいてマニフェ

ストができ、一括交付金はあくまでも暫定的なものであると。いずれ地方税の移譲や、地

方税源、国税から地方税への税源配分の見直しや、それから交付税を増額させるというよ

うな、一般財源化をしていくまでの過渡的な形態だと基本政策に書いてありますから、「こ

れは、まず前提ですよね」ということの確認をとっておりまして、大臣は「そのとおりだ」

というふうにおっしゃっております。今回の大綱でも、「一括交付金化の後に税源移譲など

の見直しをやる」ということが書き込まれているはずであります。 

 私は目が急速に悪くなっておりまして、余計なものを読まないことにしていますので、

というか読めない状態になっていますので、ちょっと確認をしていませんけれども、それ

は入れているはずでございます。 

  

一括交付金の性格 

さて、そこで、そういった過渡的な形態であるということを前提に、一括交付金化をど

うするかということなのですが。实はこの一括交付金というのは、私の中ではあまりうま

く整理できない概念です。そもそも特定補助金ではない補助金、つまり一般補助金という

のは、どこの国でもだいたいが財政調整制度になっています。日本でいう財政調整制度以
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外に、一般補助金を作るということは、そもそもどういうデザインをしたらよいのかとい

うことで、戸惑っていたのですけれども、「地域主権戦略会議の構成員に入れ」と言われ、

さらに「一括交付金化のワーキンググループの主査になれ」と。といっても、このワーキ

ンググループは一人しかいない、つまり主査の私しかいないのです。どうやって考えるの

か、極めて深刻な問題だとして受けとっておりました。 

 最初に、地域主権戦略会議で了解を取ったのは、「これはあくまでも特定補助金の改革だ」

ということで、先程も申し上げましたように、「負担金と補助金の改革だ」という了解をま

ず取った上で、各省庁のヒアリングをし、私が試案を出すところまでは、各省庁の了解を

取ってこなくてよいことになっていました。ですから、第一次分権改革で西尾先生と苦労

したときとは、各省庁の了解を取らなくてよいので、まったく違うわけです。一忚、各省

庁の意見をヒアリングした上で作った私の案は、お手元にお配りしております「一括交付

金化の基本的な考え方（試案）」というものでございます。これは文章になったものですけ

れども、これを図式化したものも、地域主権戦略会議に説明資料として付けたものでござ

います。 

 文章は今日は付けておりませんけれども、文章のところは「趣旨」と書いて原則をうた

っておりまして、原則はこの「地域主権」という目的から、「一括交付金というのはひも付

き補助金を廃止して、基本的に地方が自由に使える、そういう財源を一括交付金化すると

いう方針のもとに、補助金と交付金を改革するのだ」と、こう述べております。こうした

目的からして、この一括交付金はどういう政策になるかというと、そのまま文章を読みま

すと、「いかなる政策にどれだけの予算を投入し、どのような地域を目指すのかを住民自身

が考え、住民自身が決めることができるよう、その地域が自己決定できる財源としてデザ

インされなければならない」「一括交付金は『地域が自己決定できる財源』としてデザイン

しなければならない」というふうにしてあります。 

 このことは、マニフェストでは、「一括交付金というのは地域の自主財源だ」と書いてあ

るのですが、自主財源とは本来の意味は地方税みたいな財源を言っているので、知事会な

どから、「これは言葉づかいを間違えているではないか」と言われたものですから、その後

あまり「自主財源」という言葉を使わなくなっていました。したがって、この「自主財源」

という思いを、ここでは「地域の自主財源としてデザインしなければならない」というこ

とを書きたかったのですが、それをやさしくかみ砕いて「地域が自己決定できる財源とし

て」、つまり「自主財源として」という、「これはマニフェストの意味と同じことなのです」

という意味で書きました。「これが大原則だ」というふうに書いたのですが、これはマニフ

ェストで、「これが分権の第一歩なのだ」と書いてあるからなのです。 

 できあがった大綱では、これは削除されています。どういうことなのか。つまり、ひも

付き補助金を「基本的に地方が自由に使える財源」ということだけで、「自己決定できる財

源」というのは全部削除されています。 
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先行き不透明な一括交付金 

特定補助金を整理すると、政策目的別には社会保障と義務教育関係とそれ以外の三つに

分けることができます。このことはみなさんご存じのとおり、民主党のマニフェストでは、

一括交付金化するために特定補助金を廃止するわけですが、「ただし、社会保障と義務教育

は例外とする」というふうに、除外すると書いてあります。そこで社会保障と義務教育と

それ以外の三つに分けたわけです。 

 ただし、縦軸でもって補助金も、投資的な経費に対する補助金と、経常的な経費に対す

る補助金とに分けることができますので、こう分けてあります。これは、日本の地方予算

は例外的に複式予算になっていないのですが、多くのヨーロッパの地方予算は複式予算で

すので、「資本予算」と「経常予算」という二つの予算から成り立っています。したがって、

複式予算の資本予算のほうに出せば資本的な経費の補助金ですし、経常予算のほうに出せ

ば経常的な補助金になるのです。そういうことは常識ですから、そう分けた上でさらに、

経常的な補助金も三つに分けられるだろうということです。 

 社会保障の国が負担している部分、これは市町村に社会保障をやらせるなどという国は

日本だけだろうと思いますので、そういうことをしているために、国がやるべきような社

会保険を地方がやっているわけです。そこの部分に出しているものと、それから現金給付、

これはそもそも国の責任だと私は考えておりますが、生活保護とか子ども手当とか、地方

が全国一律に配るだけというものです。これとサービス給付、地方がサービスを提供して

いるのだけれども、それに補助金を出している、この三つに分けられるでしょう。 

 このうち除外をするといっている社会保障の補助金は、これは全部なのでしょうかと。

いや全部といっても、例えば社会保障でも、施設に関する補助金もあれば、サービスに関

する補助金、「サービスも施設もあまり出ていないのですけれど、あるでしょう。これも対

象外にするのですか」ということです。「いや、そうじゃないでしょう。社会保障と言って

いるのは、つまり本来国がやるべき社会保険とそれから現金給付だけですよね」と確認を

しているわけです。 

 それから、義務教育も同じことです。「義務教育も同じ原理でよいでしょうか」というこ

とです。つまり、義務教育も義務教育のサービスに出しているもの、これは義務教育費国

庫負担金はサービスに出しているというふうに考えますので、そうすると現金に出してい

るもの、これは貧しい家庭の学童というのはお金を出していますから、「ここの部分だけで

すよね」と、こういう思い切った言い方をしているわけです。「原則は、サービスは地域・

地方、現金は国が責任を持って、行政責任を明確にしてくださいという方向で切り分けま

すよ」というふうに分けています。 

 それ以外も、投資と経常とに分けられますけれども、日本の補助金は、現实にどう出て

いるかというと、右たすき型にしか出ていません。つまり、社会保障費というのは、平成

21 年度予算で見ていただくと、20 兆円ぐらい補助金が出ているわけです。高齢者医療、つ

まり社会保険の補助金です。それから、国保、社会保険の補助金です。生活保護、つまり
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現金給付を配っているのも補助金です。介護保険、それから児童扶養手当、これも現金を

配っているだけの話です。あとは児童手当がありますが、これはちょっと改正前の話です。 

 このように、まず 12 兆とか 13 兆が、社会保障費のうち保険や現金給付として出してい

るのです。それから教育は義務教育費国庫負担金で、サービス給付に出しているわけです。

そして、それ以外の補助金といっても、ほとんど公共事業ですので、4 兆が、つまり投資的

な補助金なのです。 

 右たすき掛けというのは、こういう具合で、こちらの右にたすきを掛けたような形でし

か補助金が出ていない、あとは、もちろん出ていますけれども、微々たるもので、無視し

てよいような金額になっています。そういう構造になっています。 

 それを一括交付金に制度化する、制度設計をするときに、どういうふうに制度化して提

案をしたのかというと、「投資分野は全部一括しましょう」ということです。政策分野別に

分けずに、投資分野は全部一括。幼稚園を作っても保育園を作ってもよいし、病院を作っ

ても構いませんし、道路やダムを造ってもよいのです。それで、「経常的な補助金について

は政策分野別に大きくくくる」というふうにしていますけれども。ただし、この政策分野

別は、どういうふうに本文で書いてあるかというと、「各省庁の枞を越えて政策分野別にく

くらなければならない」と書いてあるのです。そうしたら、修文されていて、「各省庁の枞

にとらわれず」というのとどう違うのかと。枞を、こっちは「越えて」と書いてあるのに、

「とらわれずに」というのとは、たぶん大きな影響があるのではないかと思いますが、こう

変えられたということです。 

 それから、補助金の基本的な考え方を整理するのにあたって、大原則をちゃんと立てま

しょうということで、その大原則が「現金給付は国の責任だ、サービス給付は地方自治体

の責任だ」、こういう原則に基づいて、補助金を整理して、一括交付金化しようということ

だったのですが、これは削除です。これは「認めない」と。それは「子ども手当を、手当

として配ろうが、手当でサービスを買ってこいと言おうが、つまり保育のサービスを買っ

てこいという要望がある、保育園に使おうが、構わないということでなぜいけないのだ」

と言われてですね。この「責任を明確にする」という原則は、崩れ落ちました。それで、

これは財務省の強力な反対で、だめになっているわけです。 

 それから、もう一つ、先程も言いましたけれども、「社会保障と義務教育については、基

本的に全国画一的な保険、現金給付に対するものを一括交付金化の対象外とする」と、こ

う限定付けたのです。しかし、かなりいろいろ文章が入ってきて、「社会保障・義務教育関

係については、国として確实な实施を保障する観点から、必要な施策の实施が確保される

仕組みを検討するとともに、基本的に、全国画一的な保険・現金給付に対するものや地方

の自由裁量拡大に寄与しない事務的な負担金・補助金等は」と、こういうふうに入ってし

まって、極めてあいまいなものになってしまったということです。 

 さらに、实施手順については、「事前関与はなくして、個所付けなんか全部やめなさい」

というところを、原則うたっていたのですが、そこにいろいろ入れられて、「国は、一括交
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付金化の实施状況を点検し、ＰＤＣＡサイクルを通じて」、これは「やめてくれ」と言った

のですけれど、これはもう絶対ということで入れられて、「ＰＤＣＡサイクルを通じて」、

これは一つの主体でもってＰＤＣＡをやっている分にはよいのですけれど、国がＰＤＣＡ

をやるわけですから、地方自治体に関与してしまうわけです。「ＰＤＣＡサイクルを通じて

制度の評価・改善を図る」というふうに書いて、「その際、会計検査院の検査も活用する」

と、こういうふうに書かれていますので、がんじがらめにしばられる危険性があるという

状況に変えられてしまったのです。 

 これが先程言いました私の試案ですが、その裏側が成案したものです。一括交付金の基

本的な考え方、国から地方へのひも付き補助金を廃止し、基本的には自由に使える一括交

付金化にするということです。それで、図柄は同じような図柄になっているのですが、個々

の文章を見ていただければ、今後どういうふうに、どういうような一括交付金にデザイン

されるのかというのは、極めて解釈のしようによっては、右へ転がるのか左へ転がるのか

わからないという状況になっているということです。 

 ただ、いずれにしても来年度から導入しなければいけないことになっていますので、何

らかの形で出てくるということは間違いない。しかし、それがどういう方向に転がるのか

というのは、今後の政治決定に委ねられていて、基本的には、本来的には、国民の意思決

定一つということに建前上はなると思いますが、そういう方向で動きつつあります。 

 尐しまとまりのないお話になってしまって、一括交付金化の話に焦点を絞りましたけれ

ども、それも不十分になってしまったことをお詫びいたしまして、私の最初の基調講演に

替えさせていただきます。どうもご静聴ありがとうございます。 
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【パネルディスカッション】 

 
 

地域主権戦略大綱 
 

 

 

 

青山 みなさん今日は、読売新聞の青山と申します。これから２時間、シンポジウムを行

いたいと思います。今、神野先生からお話がありましたように、「地域主権戦略大綱」をど

う読むか、どう理解するか、これからどうするか、というようなことを中心に議論を進め

たいと思っております。 

さて、今年で日本自治学会は設立 10 年となりましたが、この時期に「地域主権戦略大綱」

が発表されたことは、第一次分権改革以降のさまざまな制度改革論の一つの大きな局面を

迎えたというふうに位置づけられるかもしれません。 

 それでは私のほうから最初に、問題提起というか、状況認識について簡卖にお話しした

いと思います。 

私の思いとは別に、世間一般では、この「地域主権戦略大綱」に対する反忚はだいたい

３つあるだろうなと思います。まず最初に、「10 年前、15 年前に比べ、義務付け・枞付け

なり、基礎自治体への権限移譲なり、よくここまで来たな」というのが一つ。二番目は、「当

初より後退したでしょう、何だこの内容は、政権交代をしたのに」という見方。それから、

三つ目は「まあ、世の中こんなものなのだ」という、諦念というか、あきらめというか…。

以上の三つに分けられるのかなというふうに思います。私の中でも、日々この三つがぐる

ぐる回っている感じなのです。 

 神野先生が先ほど「一括交付金」のお話をされましたが、今の状況はラグビーボール状

態でしょうか。ボールをぽんと投げると、どっちに転がっていってしまうのかまったくわ

からない。問題はこれからなのかもしれません。ただし、全体的に財政再建モードに入っ

ていますので、状況は決して楽観できないでしょう。しかし本日は、「もう一度の地方分権

改革に向けて、パワーをどのようにつくっていけばよいのか」ということの手がかりを掴

めるような議論をしたいと思っています。 

 まず最初に、この「地域主権戦略大綱」を読んで、パネリストのみなさんが全体的にど

のようなことをお感じになったのか、お聞きしたいと思います。次に権限移譲の問題等に

ついて尐し各論のお話しをいただき、最後は制度改革に向けてのパワーをどうつくり上げ

ていくのか、という三本柱でお話をしていただければと思います。その後、フロアのみな

さんからの質問を受けて、さらにディスカッションをしたいと思います。 

 それでは、自己紹介を兼ねて全体の印象を、泉田知事から順番にいきたいと思います。

知事、よろしくお願いいたします。 
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条例に包括委任できる立法を 

泉田 新潟県知事の泉田でございます。今日はこのような機会を与えていただきまして、

ありがとうございました。地方一般、新潟もそうですが、なかなか閉塞感から抜け切れな

いというか、将来に見通しを描けないという、こういう状況に今、直面をしています。ま

た、世代別に見ても、若い人が夢と希望を語ってくれない、じゃあ不満だから行動しよう

かというと、そこまでのエネルギーもないという、極めて危険な状況じゃないかと思って

います。今年、ＮＨＫの大河ドラマで坂本龍馬をやっていますけれども、日本を洗濯しな

ければいけない時期にきているにもかかわらず、ちょっとエネルギーがない、これはどう

してなのだろうということと、これはやっぱり国の形を直していかなければいけないとい

う、そういう時期に来ているという認識を私は持っています。 

 大綱の話で評価をする前に、ちょっと自己紹介を兼ねて、私は、地方分権、地域主権、

これを疑似体験しましたので、この話をさせていただきたいと思います。 

知事就任の 30 時間前に地震が起きました。山古志で、村が沈んでいく、牛を助けるのに

ヘリコプターを飛ばす、そして本当に生活が壊れていくという中で、基金を作ってもらい

ました。これは復興基金という制度で、阪神・淡路のときの制度も一緒なのですけれども、

何がすごいかというと、制度の設計の権限が地方にあるのです。そして、現場の首長さん

と、それから被災者、産業団体等と、どういう制度設計をすればよいかという議論をする

と、中央で定めた基準、これは別な言葉で言うと「切り捨て」ということになるのですが、

必ずその例外が出てくるのですが、「切り捨て」が生じないように地域全体をどう復興させ

るかということを、地方で制度設計できました。結果として、評価は他からしてもらうべ

きだと思いますが、大きな不満なく、今、笑顔が戻って、全国のみなさんのおかげで復興

が尐しずつ進んでいるという状況まできました。これがもし中央で基準を引かれたとした

ら、とてもできなかったというのが正直な感想です。 

 一つ例を挙げると、被災者生活再建支援法と災害救助法がありますが、これは一定の基

準があるわけです。その国の定めた基準に従うと何が起きるかというと、例えば、業務用

で作ったものについては支援してはだめということです。アパートを老後の年金の足しに

しようとした老夫婦がおられまして、退職金を全部つぎ込んで、さらにローンまで組んで

作ったアパートが倒れてしまった。また他に、10 月に引っ越し予定で、まだ引っ越しも終

わっていない学生さんがいました。これは被災者生活再建支援法の中央の規制原理にあて

はめれば、生活者に支援をするということになりますから、まだほとんど引っ越しもして

いない損害も事实上ない学生さんが、大きなお金をもらってうれしそうに实家に帰ると。

一方、老夫婦は退職金からローンも全部負ったまま生活の糧を失ってしまった。 

どちらがかわいそうでしょうか。これは基準を引けば、老夫婦はビジネスでやっていた

のだから、あなたは支援対象外ということになってしまいます。でも誰がかわいそうかと

いうのはわかっていますから、そこを救う仕組みというのは基金で設計をさせてもらいま

した。こういうことをすると、痛みというものを社会全体が復興していくために、共有す
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ることができるということなのではないかというふうに思っています。 

 また、公金の使い方で一つ例を申し上げたいのですが、ご高齢の方がやはり住宅を失っ

てしまったときにどうするか。国のやり方に従えば、公営住宅を建てて、１戸あたり 3,000

万円ぐらい投下して、家を作ってあげるということになるのですが、实は子どもさんがお

られる、親せきがおられるというときに、若夫婦にお年寄りをどうして受け入れてもらえ

ないかというと、「配偶者、お嫁さんとの関係とかいろいろあるので、本当はおばあちゃん

を見てあげたいのだけれども」とか、「おばあちゃんを見てあげても、私たちの生活がある

から」というところがある。一方、おばあちゃんの方は「若夫婦に迷惑をかけるのは申し

訳ない」と言う。でも、そこに月１万円か２万円の同居手当、つまり家賃補助に相当する

ものよりずっと尐なくていいのですけれど、出して差し上げると、「おばあちゃんがいるお

かげで、私たち一緒に住めるのよね」とか、「お金をもらえるのよね」ということで、３,000

万円も４,000 万円も投下しなくても、心の負担なく、家族が固まって一緒に過ごせる環境

というのを作れる。これも中央で一括にやられたら、絶対こういうことはできないという

ことになってしまいます。 

 地方分権というのは、いかに素晴らしくて税金を効率的に使えるかということ、現場が

わかっている人が自己決定できるということがいかに素晴らしいかということを、实感さ

せていただきました。 

 その中で、この「地域主権戦略大綱」なのですが、正直言って、もう霞ヶ関に７～８割

刈り取られているというのが私の認識です。先ほど神野先生からお話のありました「一括

交付金」なんですが、「『各府省の枞を越えて』一括交付金を出しますよ」と、せっかく神

野先生に提案してもらったものが、「各府省の枞にとらわれず使えるようにし」、と書いて

あります。 

 これは神野先生は説明されませんでしたけれど、霞ヶ関文学で読むとどういう意味かと

いうと、「各府省の枞を越えて」というのは、例えば、病院を造るのか、道路を造るのか、

橋を造るのか、トンネルを造るのかというのは、地域の实情に合わせてやってくださいと

いうことを意味するわけです。ところが、「各府省の枞にとらわれず使えるようにし」とい

うことは、各府省が枞を設定するということなのです。枞を設定をして「社会資本整備総

合交付金」というのが今年できていますが、事实上まったく意味がない。去年の補助金と

全然変わっていません。国費率なんていうものが入ってきて、補助金とまったく変わりま

せん。それをどう实行するかというと、申請をして「それでＯＫならば内示するよ」とい

う形で額が決まってくる。その時点で、100％補助金と同じ運用しかできないという仕組み

が既にビルトインされています。 

 それから、スケジュール的にも、霞ヶ関のタイムスケジュールというのは、もうプロセ

スが回っています。８月末、これは概算要求の締め切りということになるのですが、８月

末の概算要求締め切りをするために、各省はだいたい７月中にもう予算を決めてしまうの

です。それで、８月に入ると計数整理に入ってしまい、お盆以降はもう事務作業しかあり
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ません。意思決定をする過程で、もう各会計課がヒアリングに入っているという段階です

から、既に昨年どおり同じプロセスが回っている中で、こういうことをやられたら、変わ

るはずはないだろうというのが率直な私の实感です。 

 霞ヶ関文学を、一つひとつ見ていくと、私もやったことがあるのですけれども、やらさ

れたことがあるのですが、どういうことになるかというと、まず結論ありきなんです。そ

の結論に合わせて、文章をどういうふうに書けばよいかというのを夜中までかかって必死

に考えて、協議を繰り返しながら、文章を作っているということなのです。一見して読む

と、いいように見えるのですけれども、中身は換骨奪胎をされていて、たぶん、冒頭、青

山さんが言われたとおり、どちらかというと想像していなかった方向に転がっていく確率

がもう８～９割あるのではないかというのが正直な感想です。 

 これをぶち破るにはどうしたらよいか、本当に住民のために、そして多くの人が笑顔と

希望を持てるような国の形をどう作るのかというと、一部の人の知恵で全体をコントロー

ルするというやり方ではなくて、その地方地方に合った形での多くの英知を結集する仕組

みを作ることです。私は地方議会がポイントだと思っているのですけれども、地方議会の

承認を受けた形で、官僚立法である政省令に優先するような形、「上書き」というと憲法上

の問題が出てきますので、包括的に条例に委任をするというような形で立法していただく

と、多くの人の知恵と喜びと笑顔というのが实現するのではないかなと思っています。 

 最後に問題提起をしておきたいのですが、特に国土交通省関係で、新潟県の道路予算と

いうのは、バイパスで今、相当使われているのです。そのバイパスとはどういうところか

というと、背骨となるところの国道はもう整備が終わっているのです。そこには、ほぼ間

違いなく高速道路が並行して走っています。今、やっているＢ／Ｃとは何かというと、朝

晩５分短縮するために、並行しているガラガラの高速道路を放っておきながら、この高速

道路の脇にバイパスを何百億円かけて作りましょうという話を今一生懸命やっています。

「朝夕の交通５分、３分を短縮する」というのは、国がやる仕事なのでしょうか。本来国に

やってほしいのは、より広い国の全体としての高速、交通体系問題をどうするかというこ

とです。实際に道路は作るけれど、バスの通らない国道がどうしてできてしまうのだとい

うことです。そして、例えば、新幹線の整備をどうするかというのが、大きな問題になっ

ているはずなのですが、なかなか議論になりませんけれども、新幹線が通ることによって

基幹路線を失う空港をなぜ作るのだというような、国全体の交通体系をどうするかという

議論が省内各局バラバラに作られていて、全部フルセットで作ろうとしてお金が無駄に使

われているということです。 

 こういった部分を、是正できるような人をとなると、实は国土交通大臣しかいないので

す。つまり各局の局長が相談する相手は国土交通大臣だけで、でも「地域の状況を国土交

通大臣が全部わかっていますか」というと無理なわけです。それを、地方で交通体系をど

うするかという議論ができるような仕組みにこの国の体制を変えていかないとどうしても

納得感が得られない、不満が残るような体系になるのではないかなというふうに思ってい
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ます。そういう意味でこの大綱は、もう尐し魂を入れる作業が必要なのではないかという

ふうに受けとめています。 

青山 ありがとうございました。一つだけ言うと、「地域主権戦略大綱」の全体の中身をバ

ランスよく読むことが大前提ですが、今、知事もおっしゃっていた「一括交付金」につい

て考えてみれば、５月 24 日の第５回地域主権戦略会議で神野先生が出されたペーパーと大

綱を、どこがどのように違ったのかということを見比べながら読むというのも一つの方法

のように思います。 

 では次に、木下市長、よろしくお願いします。 

 

大綱の実現には地方の団結 

木下 みなさん、こんにちは。草加せんべい発祥の地、草加市長の木下でございます。今、

泉田知事が言われたことで、ほとんど言い尽くされているのかなと思いながら、草加市の

状況も踏まえながら、尐しお話させていただきたいと思います。 

 私は市長になってもう９年目になるのですけれども、最初のときに市民に約束したこと

は、「役所を変える」ということしか公約がなくて、具体的な施策は何も言わずに「このま

まじゃだめになる。税金を負担をしても行政サービスは受けられなくなるから、そうじゃ

ない役所に変えます」ということだけを公約にして、36 歳のときにただ突っ込んでいった

ら選んでいただけたという市長です。ですから、最初の公約だけをしっかりとやろうと思

ってやらせてきていただいて９年目になります。 

 ご存知のように、黒澤監督の『生きる』という映画の中では、どうしようもない役所が

描かれていますけれども、そうじゃない市民のための市役所を作ろうという取り組みを進

めてまいりました。主権者が自ら責任をもって決定・判断ができる自治を作りたいという

ことです。お上の市役所ではなくて、市民が議論して、考え、決定したものを事務局とし

て遂行していく市役所にしなければならないということで、いろいろなことを含みながら

役所を変えるということで、市長を務めさせていただいております。 

 市長に就任して、役所のお上意識を排除したり、いろいろなシステムを市民が議論し決

定ができるように変えてまいりました。そして役所の意識は変わってはきているのですが、

今、壁に当たっているというか、ここから先は制度が変わらないと無理だなという限界を

感じています。それは何かというと、自治の制度が地方主権のシステムになっていないと

いうことです。 

 では、何で地方主権にしないと市民が決定できないのか。例えば、今年の予算編成で、

いろいろ精査していって、最後に２億円財源が足りないという状況が生まれました。２億

円財政が足りないから、何かを見直して２億円を捻出しなければならない。現状のシステ

ムでいうと、これは議会すらもほとんど関与できないで、首長が自分で「ここをやめよう、

こことここをこう組み換えよう」と判断をせざるを得ないのです。なぜ首長しか判断がで

きないかといえば、自主財源ですべての予算が編成できないということに原因があります。 
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 一例を申しあげますと、それじゃ２億円足りないから、「下水道工事を２億円やめるのか、

学校の耐震化工事を２億円やめるのか、道路の危険個所を交差点整備も含めて道路改修を

２億円やめるのか」、この三択を市民のみなさんに提示して、「今どこを重視しますか」と

言ったら、たぶん「耐震化が一番子どもたちのために大切じゃないか」と簡卖に結論が出

てくるはずなのですが、それができないのです。 

 できない理由は、下水道の２億円事業をやめても、減るのは 1,000 万円の自分たちの税

の自主財源だけなのです。なぜか。補助金が入って起債で借金ができてということで、下

水道だと２億円の仕事をやめても 1,000 万しか減りません。では「学校の耐震化の２億円

をやめようか」というと、これだと 4,000 万円しか減らない。「では道路を改良するのをや

めるか」というと、これをやめると 5,000 万円が減る。このように、２億円の支出を減ら

しても、差額が埋まらない仕組みになっているのです。 

 そこからさらに複雑なのは、起債という借金をするわけですけれども、借金のうち何％

が将来交付税算入されるなんていう、返すお金をまたくれるという変な制度がありますか

ら、そこまでを全部複雑に計算していかないと、自分たちの元手の財源を使って何が一番

効率的な事業になるのかということが、判断できないわけです。 

 このように、三つのうちどれか１個をやめたら２億円が詰まるのではなくて、やめても

自分たちで財源を全部持っていないで、補助金などいろいろな形で国や県からお金がくる

ため、元手のお金の 1,000 万円にしか影響しない、5,000 万円にしか影響しないという仕組

みの中では、最終判断を市民がしにくい状況があるのです。 

 ですから、最後の詰めの判断は、議会ともコミュニケーションしている時間もないです

から、結局は最終的に市長が判断するということになります。結果、お任せ民主主義にな

っていて、主権者は实は何も判断ができないで、最終的に夕張のようにわからない中で責

任だけ取らされて、税負担を増やされて、サービスが減らされていくという状況になって

います。 

 このように、情報がない中で責任だけを取らされるということほど、おかしなことはあ

りません。ですから私は、分権改革をちゃんと实現して、全部自分たちの与えられた「一

括交付金」という形の財源の中で、右にするのか左にするのか、ＡＢＣでいったいどれを

選ぶのかと、シンプルに主権者が決められるシステムが必要なのだというふうに考えてい

ます。 

 ただ、草加の取り組みでいうと、壁にぶち当たってあきらめているのかというと、決し

てあきらめないでやっています。具体的には、今年の施政方針で、市の事業を三つに分け

ようということを訴えまして、一定の理解を得ながらその作業に入っています。その三つ

に分けるのは何かというと、カテゴリー１は、命と暮らしを守るためにどんなにお金がな

くてもやらなければならない事業です。そして、カテゴリー１を未来も实現するために、

発展し続けることができるまちにするための投資がカテゴリー２、それ以外のものがみん

なカテゴリー３、という整理を進める準備をしています。 
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 １は、例えば、お金がないから、消防車を売ってしまって、救急車を売ってしまいます

というようなことは、自治体としては絶対やれないことであるわけです。お金がないから

すみません、学校教育をやめて公立学校の設置も運営もやりませんと、これもできません。

それと、生活保護をやめることもできないでしょう、支え合うことが大切ですから。そう

いうのが１になるわけです。２に入るのは、産業の振興ですとか、これからもこのまちに

暮らしていただくために、まちづくりを行っていくとか、こういうことがカテゴリー２で

あろうと。その他３に入るのは、１と２以外で、なおかつ１年２年なくたって死にはしな

いし、将来は変わらないしという、今は我慢することができる事業というのがカテゴリー

３、というような位置づけをしていこうと思っています。 

 これをやっていくと何ができるかというと、先ほどの財源の複雑な仕組みは考えずに、

例えば２億円のお金が足りないといったら、カテゴリー３の必要性の低い順番に２億円分

を今年はやらないという判断をしていけるだろうと。普通、役所が勝手に、事業仕分けも

含めて事業をやめていくと、市民から「自分たちの事業は切られた」「自分たちの事業は価

値がないと言われた」ということで抵抗があるわけですけれども、そうではなくて「価値

は認めています。お金があれば全部やりたいです。ただ今年は２億円足りないから、３の

この部分は１年間我慢してください、２年間我慢してください」という形でいくと、切ら

れていないし、否定をされていないので、理解がされやすいということが一つです。 

 その一部は今年の予算でも着手をしたのですが、「われわれが我慢し、その予算を削減す

ることで、結果としてカテゴリー１と２の草加市の今の暮らしを守り未来への投資をして

いるのだ」と思っていただき、「切られたのではなくて、自分たちがそれを支え合えている

のだ」という意識につながっていく部分があります。 

こうしたことを現在進めているわけですが、でもこれは理想の方法かというと、まだ分

権ができていないからやらなければならないわけで、本筋の方法ではありません。やはり

先ほど言った「２億足りなければ、すべての事業を並べてどれを選ぶのか」という卖純な

形で選択ができるような地方主権の制度にするためにも、ぜひ地方・地域主権の改革は進

めていただきたいなと思っています。 

 すみません、長くなってしまいました。大綱の評価ですけれども、読んでいて感じるの

は、最初の部分は非常にうれしいのですね。地方主権は何のために必要か、地方主権によ

ってどんな国家像を作るのか、今までわれわれが言ってきたこととすべてが一致していて、

「このとおりなんだ」と思うのです。しかし、具体論に入っていくと、だんだん「おいおい、

これじゃできないぞ」と悲しくなっていく。 

 たぶん、われわれの仲間である逢坂補佐官が、現場で言っていた視点で理念とか前提と

か、そこはきちんと作り込んでいただいたのですけれど、また、神野先生をはじめ、みな

さんがご努力いただいてこういうふうになったのですけれども、「それをどのようにして实

現します」というところを見ていくと、「まったくこれじゃできません、最後は骨抜きにさ

れているな」とわかってしまう悲しさ。もう本当に幸せになって笑顔で読んでいくと、だ
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んだん悲しくなって、最後は涙がこぼれてしまう。それが今回のこの大綱なのかなという

ふうに感じています。 

 でも、この大綱は決まっていますので、骨抜きにされる可能性が高いのであれば、そう

ならないようにするために、今からどんな手を打っていくのかというのが、われわれ地方

に課せられています。みんなで団結をしていかなければならない、すごく重要なポイント

ではないかと感じています。 

すみません、まとまらなかったですが、以上でございます。 

青山 ありがとうございました。私も木下市長のお話を聞いていて思ったのですけれども、

例えば地方財政や地方政治の理想論と实際に出来上がったものが食い違うのは、ある程度

やむを得ないところがあります。今回の大綱も、逢坂さんは今までの自治体の首長の経験

と見識で作られてのですが、最後は理想のようにならない。それがたぶん現实の政治なの

かもしれません。 

今回の大綱の一番の問題は、なぜ変わったのかということの議論と説明がないことです。

ブラックボックスで、「これじゃ、自公政権時代と同じじゃないの」と。なぜ、そういうふ

うに変えたのかということがはっきりわかれば、今の政権与党の評価をわれわれが決めら

れるし、次はもう１回野党に戻せばよいのかということを考えられるのではないかと思い

ながら、この数週間もんもんとしているところなのですけれど。 

木下 そうですね。なぜ変えられてしまうのかというポイントを見出して、そこが変わら

ないようにする働きかけをする場所はどこで、どう働きかけたらよいのかということを見

出して、みんなで力を合わせてそこに力を集中していくということが、必要なのかなとい

う感じはしています。 

青山 政治主導とはいったい何なのか、それがどうも言葉だけになっているような気がし

ます。 

 それでは、次に鈴木町長、お願いします。議論がどうしても都市中心になってしまいま

す。農山村で自治を行っている現場から、今回のこの大綱をどんなふうにご覧になってい

るかをお話いただけますか。 

 

山村に理解ある交付金化を 

鈴木 はい。ご紹介いただきました岩手県葛巻町の町長の鈴木重男でございます。よろし

くお願いいたします。過疎の町村、小さな町村の思いから、今回の「地域主権戦略大綱」

についてお話しさせていただきたいと思います。 

 まず、いろいろな議論があるわけですが、今回の大綱の重要な点の一つとして、先ほど

来の議論にございますように「一括交付金」があるわけです。これにつきましては、住民

主体の発想に基づいて、地方の自主性を尊重する、従来のひも付き補助金から地方が自由

に使えるような、そういったお金にしようよ、という基本的な部分については、私は評価

をするべきものがあるだろうというふうには考えているわけです。しかしながら、現時点
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で、どのような配分方法を取るとか、具体的な方法等は一切示されていないわけですし、

先ほど神野先生の講演の中でもありました、自己決定できる財源となる、そういった部分

が削除されているというのは極めて不安に思うところです。 

 現在、都市と山村を見ますと、大きな格差が歴然とあるわけです。私たち地方に住む者

としましては、これまで国土の均衡ある発展、これを目指して、戦後の国土計画、これを

信じながら参ったわけです。都市が大きく発展をした、次は地方の時代だ、毎回毎回言わ

れて久しいわけです。「そうか次は地方の時代か。おれたちの地域も、次は目を向けて何と

かしていただけるのか」、そう思ってきた中で、一つも实現せず、ますます都市と山村の格

差が広がっていった。やはりこれについては、戦後の国土計画については、失敗であった

のかもしれない、そんなふうに思うわけです。 

 今、わが町の人口は 7,500 人弱になりました。昭和 30 年に昭和の合併をいたしまして今

年で 55 年を迎えるのですが、合併しました当時には、人口が約 1 万 6,000 人ありましたが、

今、半分を切る、そんな町です。 

ではこれから、町の産業であったり、取り組みについて、尐しお話をさせていただきた

いと思います。 

 現在、自立の町を目指しながらの取り組みをしています。町の産業は、山村ですから、

農業、林業、一次産業を町の基幹産業にすえながらの取り組みをしています。農業といい

ましても、酪農がほとんどです。牛飼い、酪農、農業生産の 80％を酪農が占める、いわゆ

るミルクが占める、そんな酪農一辺倒の町でして、人口が 7,500 人弱ですが、牛の数は 1

万 1,000 頭おりまして、人口よりも牛の数が多い、そんな酪農の町、東北一の酪農の町で

す。 

 町全体の 86％が山林ですし、国有林は尐ない町ですから、ほとんどが民有林です。農家

イコール林家、どの農家もどの家も、山も持っている、そういうふうな町ですので、山作

りであったり、森林の活用であったり、山林の整備、これらについては大変関心が高かっ

たり、山の整備も行き届いている町です。 

 町のキャッチフレーズとしては、「北緯 40 度、ミルクとワインとクリーンエネルギーの

町、葛巻」、こういったことをキャッチフレーズに掲げながらのまちづくりですが、食料を

生産し、山作り、環境も保全しながら、クリーンなエネルギーも生産しよう、そういった

町が持っている機能を最大限活用しながらの内発的なまちづくりに努めているわけです。 

 ミルクにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、日量 110 トンを超す、そんな東

北一の酪農の町です。それから、ワインについては、年間平均気温 8.8 度、極めて冷涼な気

候ですので、果樹の地帯ではないわけです。モモ、ナシ、リンゴ、ブドウ、一つもない、

そんな町をミルクとワインの町にしたくて、そして、取り組んだ、夢と情熱だけで取り組

んだワインの町ですが、従って原料は、山に自生するヤマブドウを活用しながらのワイン

作りからスタートしたのです。昭和 50 年代の中ごろからワインの町作りをしよう、ミルク

とワインの町にしよう、そういった取り組みが始まりまして、今ではヤマブドウを主原料
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にしながら、それ以外のブドウ、ワインに向く最もよいワインができると思われるワイン

専用種を農家と契約しながら栽培に取り組んで参りまして、今では 20 種類以上のワインを

醸造しながら、ブランデーまで蒸留できる、ブランデー作りまでできる、そんなワインの

町に育っています。これについても、町の第三セクターでの運営をしているわけですが、

おかげ様で、第三セクター、町には三つの第三セクターがあるわけですが、どれも黒字の

経営をしています。 

 それから、ミルクとワインとクリーンエネルギーの町の「クリーンエネルギー」ですが、

町の未利用地、1,000 メートル級の山々を開発しながら、牧場を作ったわけです。採草地を

作り、そして放牧地を作り、牛飼いの牧場を作りました。1,000 メートル以上の山々には大

変よい風が吹いている。この風を利用して、二つの牧場に風力発電の施設を造りました。

１カ所には 400 キロワットアワーのものが３機、もう１カ所のほうには 1,750 キロワット

アワーの発電能力のあるものを 12 機、あわせて 15 機の風車が牧場の中に回っています。

この風車で生産する電気は、2 万 2,200 キロワットアワーの発電ですが、日本の一般家庭の

電気の量、使用量に換算しますと、16,900 世帯の電気をまかなえます。わが町は 8,000 人

弱の人口で、2,900 世帯の町ですが、2,900 世帯の町が、16,900 世帯の電気を作る、そんな

クリーンエネルギーの町です。 

 それから、また、町の中心校である葛巻中学校は、太陽光発電で電気をまかなっていま

すし、酪農の町を進めることによって、牛のふんと尿が大量に出ます。このふんと尿を使

いながら、バイオマス発電、牛のふんと尿からメタンガスを発生させ、そしてそのメタン

ガスを活用してエネルギーにしながら、電気を起こすそういう施設もあります。それから

また、木を燃やす、林業の町ですから、山の手入れが進む、そのときに間伐材は価値がな

くて捨てる、その捨てている間伐材を活用してチップにして、それをエネルギーにしなが

ら、木質発電の施設も造る。風力、太陽光、木質、メタン、四つのクリーンエネルギーを、

クリーンな電気を生産する町というのは全国にも例がないようでして、クリーンエネルギ

ーの町、葛巻です。 

そのほかには考えてみますと、町には木炭もあれば、まきもあれば、チップもあればペ

レットもある、そういった木質エネルギーも山村にはあるわけです。今、食糧の問題、環

境の問題、エネルギーの問題、こういった問題が大きくクローズアップされてくる中で、

どの問題もしっかりとクリアできるのが、われわれの住むような、みなさんからすれば不

便と思われるような山村、ということです。 

 今、日本の食料自給率は 40％まで落ち、そういう中でわが岩手は 106％の食料自給率で

ありますこと、そしてまた、岩手の中でわれわれのような山村、わが町葛巻は、201％の食

料自給率がありますこと、それからエネルギーに関しましても先ほど申し上げましたとお

り、そういったクリーンなエネルギーを生産でき、電気に関して申し上げますと、一般家

庭のみならず、公共施設であったり、工場、町全体で年間使う電気の量、消費量に換算し

ましても、180％の電気のクリーンなエネルギーの生産量があるわけです。ガスであったり、
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石油まで入れても、エネルギー全体に換算しても 80％です。このあと 20％を木質エネルギ

ーあるいは牛のふんと尿の畜産エネルギー、こういったものに 10％ずつ頼りますと、100％

自給することが可能ですし、もう既に 100％自給できる、そういった町だろう、そんなふう

に思うわけです。 

 山村は大変投資効率が悪いとか、山村には投資する必要が今後ないのではないか、そん

な議論もあるわけですが、山村には山村の持っている、都市にはない機能があるわけでし

て、この都市と山村のそれぞれの機能、それぞれがお互いの機能を理解しながら、山村に

対してもっと手厚いさらなる支援をするというのですか、都市住民に山村の機能をもっと

もっと深く理解していただきたいものだと、そんなふうに常々思っています。食糧を作る

力であったり、保全する力であったり、エネルギーまで生産する力があるということを实

証しながら展示をしている、そんな思いでのまちづくりをしています。 

 これまでのような画一的な配分ではなくて、当町のような過疎の小規模の町村には、ぜ

ひこれまでの発想とか基準とかではなくて、新たな発想、基準で、山村に対する理解をし

ていただくような、そんな交付金化を望みます。 

青山 ありがとうございました。一つお聞きしたいのですが、今までずっとそういうまち

づくりをされておられる立場から、この「地域主権戦略大綱」をお読みになって、ぴんと

こないか、それともそうではないか、どちらでしょう。 

鈴木 どちらかといえば、私は緑の分権改革の推進委員も仰せつかっている立場からすれ

ば、評価をしているほうだろうというふうに思います。 

青山 そうですか。これを読むと尐し元気になる感じがありますか、それとも何だこれと

いう感じなのか。緑の分権改革のところはよくわかりましたけれども。 

鈴木 そうですね。先ほどおっしゃったように、最初は实によい大綱だなというふうに思

ったのですが、多尐不安に思える節が出てきたなというふうにも思っています。大事な部

分が削除されているあたりを見ますと、このへんはやはりしっかりと末端の自治体が連携

していかなければならないことだろうというふうに認識をしています。 

青山 はい、わかりました。今、おっしゃられたのは、都市と農村の地域間格差の問題か

なと思うのですが、实は格差にはもう一つ、地域内格差というのがあって、大都市のよう

なところでは特に大きな格差が広がっていると思うのです。 

 前田さんにお聞きしたいのですが、前田さんは国際交流のお仕事をされてきたお立場、

もう一つは、地域主権戦略会議に昨年 12 月から議員として加わってこられて、「地域主権

戦略大綱」のプロセスあるいは出来上がり、そしてその地域主権戦略会議に参加されるま

での間の横浜での現实などを含め、この大綱にどのような思いをお持ちですか。 

 

国民的運動で地域主権を実現 

前田 はい、前田でございます。お題を三ついただいたみたいですので、お話します。2003

年から 2007 年まで横浜市の副市長をしておりまして、医療と福祉と教育を担当しておりま
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した。そのあとは、横浜市在住外国人が８万人おりますので、その方たちの電話相談や区

役所への通訳派遣。それから、中華街の周りの公立の小・中学校などは、外国人児童・生

徒が３割を占めています。日本語ができない外国人児童・生徒が横浜市の小・中学校に 6,000

人おります。その子たち、特に中学３年生を集めて高校入試突破のための特訓などを財団

でしておりました。实は６月 30 日で財団理事長を退任いたしまして、現在無職です。フリ

ーターでございます。９月から大学で教えるということで、現在、二十数年ぶりに専業主

婦で、家をまじめに片付け出しております。 

 私は地域主権戦略会議の権限移譲担当の主査になったわけなのですけれども、私はもと

もと地方主権とか道州制とかそういうお話、大きい話は全然存じませんで、現場で、医療・

福祉・教育を担当しておりました。横浜市に勤務していた際の私の大きなテーマの一つが、

子ども関係の施策を一本化するということで、「こども青尐年局」といいますが、現在予算

1,600 億円を持っていますけれども、その局を作りました。 

 例えば、子育て支援の現場ですと、母子保健、医療関係と福祉関係は一本化しています。

保健師さんや保健所の人たちや保育士さんやいろいろな人が集まり、区に「こども担当課」

というのも作りました。その人たちに「徹底して切れ目のないトータルな支援をして」と

言いました。しかし、現場を変えても、实際の補助金は全部縦割りで来ますので、その補

助金の申請書を書くのが大変な作業で、みんなの時間が取られます。 

 また、横浜には、寿地区といわれる日本三大ドヤ街がございまして、6,500 人の高齢者の

方が住み、高齢化率 80％、生活保護率 90％の地帯がございます。この方たちが毎年 150 人

ほど亡くなっていかれます。最後に人生をまっとうするために横浜に来られるわけです。

横浜市の場合は、簡易宿泊所に住民票を入れて生活保護申請できるように早くからしてお

りますので、最後の最後にみなさん寿地区に来られて、そこで人生をまっとうされるわけ

なのです。生活保護申請をいたしますと、医療費は全部カバーされますので、末期のがん

の患者の方でも心配なく医療を受けられるわけです。しかし、死ぬときは一人なのです。

行政職員の方はいろいろ世話はできても、实際に手を握ってみとることはできません。そ

こにボランティアの方たちを入れたり、緊急雇用対策費を使ってニートの若者を入れて、

「人生の伴走者」といいますか、死期が迫った方たちに３か月間ぐらい付き添って、「最後

に墓参りをしたい」とか、「何が食べたい」とかというときにケアする、一人で死なないよ

うにみとりもするような制度も始まったり、いろいろな新しい動きが横浜にはあります。

そういう現場の人は、縦割りの国の制度は使いにくいといいます。 

 それから子育て支援ですと、「つどいの広場事業」というのがあるのです。これは、もと

もとは、横浜で空き店舗を使って始まった制度なのです。作った制度というか、地元のお

母さんたちが NPO で横浜の空き店舗利用の制度を使って始めた動きなのです。これも厚生

労働省が目を付けて、よいのではないかということで、国で取り上げて、「つどいの広場事

業」というので国の施策にのせて、全国一律の制度にして、下ろしてくるのです。そうす

ると、地元のニーズに合わせて、地元の資源に合わせてやりやすいようにやってきたのが、
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国の一律の全国のルートにのせられて、すごくやりにくくなってしまうということがあり

ました。 

 政令指定都市の横浜市は、権限を持っています。例えば、今でも外国人のおなかの大き

い人が、日本語もできない状態で、検診も１回も受けたことがなく、もう来週出産予定日

かもしれないと駆け込んでくれば、すぐ住民票を入れて生活保護を適用して、病院の入院

手配など、全部できます。しかし、今、町村には生活保護認定の権限もございません。实

際には事实上なさっていると思うのですけれども。 

 住民の今ある危機を救うためにも、現場に権限と決める人と、やる人と、人を救う人と、

お金をどう使うかということと、この人をどうしていくかというようなことを即断即決し

ないと、本当に命が守られない状況なのです。そういうのを見て、権限がないところでは、

どうやって緊急の、例えば来週お産するかもしれない人たちを守っていくかというような

ことも考えます。いろいろ現場で活動している中で、「非常にお金が使いにくい」というこ

とを経験しました。それで、これは現場に権限を下ろすことが住民の命や暮らしを守るこ

とだ、現場が力を持つことがよいことだということで、この主査を担当いたしました。 

 ２点目は、この地域主権、権限移譲、義務付け・枞付けの廃止といいますと、自治体の

人たち、行政マンが仕事をしやすいためにしているだけで、国と県と市町村が勝手にやっ

ているだけで、住民は関係ないではないかというふうに思っている人たちが多いことです。

「そうではない」ことは、みなさんご承知のとおりです。そのため、毎日の暮らしをよくす

るために、どう行政の現場と市民が手をつないで、この崩壊する地域社会を守っていくの

かということをよりよく効果的に实現するために、この権限移譲が必要であるというよう

な仕掛けを作りたいと思いました。 

そこで、逢坂さんをはじめ地域主権戦略会議の事務局の人に、「これをコップの中の話に

しない。日本の未来を開くための重要な動きにするために、いろいろな国民運動的な仕掛

けをして、様々な地域に行って、各種面白い事例を取り上げる。地方分権やいろいろな自

治体の行政マンのスターなり地域のスターみたいな人がいるだろうから、そういう人を招

いて東京でスピーチをしてもらう、そういうこともいろいろしよう」というふうに話しか

けました。しかし、「よいアイデアだね、前田さん」と言うだけで、「そういうお金もない

し、人もいない」ということで、いつも会議が終わってしまいました。主査ですけれども、

予算もなければ一緒に動いてくれる人もいないわけです。ですから、これをてこに、本当

に国民運動として力強い動きにしていこうという牽引力になる動きが全然ないままに、会

議はスタートし、動いているというのが印象でした。 

 そして３番目は、先程からみなさんがご指摘のように、「地域主権戦略大綱」は、前文は

すごく格調高いのに、具体例になると急にしりすぼみになるところがあるのです。これは

なぜかというと、この「地域主権戦略大綱」が毎日の私たちの生活に本当にかかわる重要

なことである、保育園の待機児童解消と同じぐらい重要なことであるということを、アピ

ールすることができなかったことにあるように思います。保育園の待機児童解消のために
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も権限移譲は必要なのですけれども、外部の忚援団やいろいろな声があれば、こういう形

では決着しなかったと思います。大綱決定までの動きが、首相官邸と地方六団体との議論、

自治体と国の人の話し合いみたいに終わってしまって、外からの忚援がなかなかもらえな

かったり、外の忚援をもらうためのいろいろなアピールや活動が全然できないままに動い

ていったということがあると思います。 

 この「地域主権戦略大綱」、实は私は権限移譲に関しては自分でいろいろ書き込みました。

「これは行政と住民が手を結び合って地域の潜在力を引き出すきっかけになるものである」

とか、「これによって人々が地域を作っていく主人公になる」とか、いろいろな文章を入れ

ました。そうしたら、「この権限移譲だけ、テンションと体温が高すぎる」ということで、

「閣議決定する文書というのは、各省のＯＫがいるのだ」ということで、ほとんど全部落と

されました。事務局の人から「申し訳ないですね、前田さん、力不足で」と言われたので

す。 

 この地域主権、途中までは鳩山前総理はすごくやる気がありました。いろいろありまし

たけれども、地域主権においては、「地方、地域主権がすごく大事で、これが、人々が新し

い地域を作る、新しい公共にもつながるものである」という意識をはっきりお持ちになっ

て、いろいろアピールをなさっていらっしゃいました。それから、元気な総務大臣はいつ

も「この地域主権は民主主義の革命である」とおっしゃっていました。やる気はあったと

思うのです。 

民主党のマニフェストに「地域主権」が書いてあるので、どの大臣や若い国会議員の方

も「地域主権は民主党が進めたい地方分権の議題です」とおっしゃるのです。自民党政権

はどうだったか、私はわからないですけれど、今の民主党政権は若い人たちが多いのです。

そのためか、ご出席の鈴木さんや木下さんや泉田さんみたいに、本当に行政の現場で实際

に行政を回し、住民や市民と尐ない予算に苦しみ、何が問題かとわかっている人、毎日の

ように生活保護の相談・申請がある、診療費、治療費が払えない人が病院に来たり運び込

まれるというような、そういう地域の生々しい实態を知っている議員さんたちが尐ないの

です。 

 ですから、逢坂さんのように、元ニセコ町長がいて、大臣や総理が「わーっ」と言って

もその間を支えていますが、实際にどういうものが大事で、どこをいじれば何が具体化す

るのかという知恵がある人がいないのです。つまり、社長と現場があるのですけれど、何

というのでしょうか、この間をつなぐ中間管理職で、それをちゃんと具現化するプロセス

を踏める人がいないのです。 

 これはたぶん「地域主権」だけではなくて、わりと多くの分野でこの政権はそうではな

いかと思うのです。しかも政治主導だということなので、官僚の中でわかっている人がい

て、そういう人を何人か見つけて動かせばよいのですけれど、それもやらなかったので。

实際にこの交渉過程で、いろいろなことをやる段階で、スタートのスローガンはよいので

すけれど、それをどう具体化して形にするかというところが、どうこの枞をずらさず形に
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していけるくさびを打つかという知恵が、ないのです。 

 だから、地域主権の文章でも、もすごく押されてしまうと「わーっ」とやってしまう。

それで、政治主導ということで、たぶん政務官同士や副大臣同士や大臣同士がやっている

と思うのですけれども、霞ヶ関の官僚経験がある人なんかが、ちゃんといれば、どの字句

を直すことが重要、この字句を、語句を入れてはいけないとか、そういうノウハウがあっ

たと思います。政治主導であったがために、たぶん不用意に言葉を落としたり、不用意な

言葉を入れたりしたのだと思うのです。そこらへんの、霞ヶ関やこの国を動かすときの知

恵みたいな部分が尐し足りなかったのかなと思います。 

 でも、まだ終わっていません。一つには、まだ勝負のしどころがあると思います。率直

に言って、財政再建シフトに内閣はすごく変わっていると思いますので、「地域主権」より

もまさに神野先生が基調講演で言われたように「財政改革」が主眼になりつつあります。

地方に自由に財源を渡すとか、そういう考えはまったくないと思います。このままいけば、

第二の「三位一体改革」になると思います。 

 ですので、私が２番目に言ったように、「地域主権」がここまでの第１ラウンドでは出来

ませんでしたけれども、これをやることがもう本当にこの地域を守ること、それが国民の

暮らしを守ること、日々の生活を守ることだという、もっとリアルな力を持った外側から

の運動をもう一度起こさないかぎり、一気にやられてしまうというのが私の危機感です。  

以上です。 

青山 一言でいうと、民主党の人たちは、「地域主権」を言っている割には、分権派の人が

本当に尐ないということなのですかね。 

前田 尐ないのでしょうね。地域で本当に何が重要で、どういうところにてこを入れれば

本当にこの地域は再生していってどうなるのか、という知恵と知識が足りないのだと思い

ます。それを知っている人がいない。だから、「分権ということは重要だろう、これからは

地方分権にしなければいけない」と字面でわかっていても、それを实際に現場でどう落と

して動かすことの仕掛けが必要なのかという、实践の知恵とノウハウがないというふうに

思います。それが政治家になかったら、知恵のある人を使えばよいのですけれども、そこ

がわからないのだと思います。 

 

公務員制度改革と一体で 

青山 わかりました。ありがとうございました。 

 それでは、尐し大綱の中身の話にいきたいと思います。大綱の欠点のいくつかは今まで

のお話でわかったのですが、ここでは、「大綱に盛り込まれた内容で何ができるか」という

話を各論的にしてみたいのです。この制度改革で、「これでは話にならないのか」「いや、

これならまだ使いようがあるのか」ということの話をしてみたいのですが、どなたか口火

を切っていただけませんか。 

泉田 それでは、私から口火を切らせていただきます。可能性はゼロではないです。可能
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性はゼロではないけれども、かなりもう押し込まれているという現状だと思っています。 

 具体的に申し上げますと、思想全体が、具体論のところが、「国家統制ですべてコントロ

ールしよう」ということで貫かれているのです。一つ例を挙げると、「一括交付金」の部分

に書いてあるのですけれども、「会計検査院を活用する」とはどういうことなのか。これは、

日本の国は世界でもまれに見る「いかに税金を有効に使ったか」という観点で制度を設計

しないで、「いかに正しく使ったか」という、これを担保する機関が会計検査院なのです。

「ＰＤＣＡサイクルを回す」の主語は国と書いてあるのです。すなわち、「国がプランニン

グをして、国が承認をして、それで、それを逸脱したかどうか会計検査院でチェックしま

すよ」という概念でできているわけで、いかに有効であるかではなくて、いかに国が決め

たことを实行させるかという概念で作られているということです。 

 それから、情報公開、これを嫌うのです。要は情報公開をされると意図が明らかになる

ので、いかに情報開示をしないで官僚機構からだけ上げた情報で大臣に判断をさせるか。

これをやられると、ほとんどもう「地域主権」にならないということです。 

 ちなみに私の体験で申し上げると、新潟県庁に着任をしたとき最初に言われたのが、「知

事、携帯をお預かりします」ということです。私の携帯ですよ。知事に勝手に連絡を取ら

れたら困ると。でも、震災対忚でしたので「携帯を取り上げるなんて、とんでもない」と

フル活用しました。結果、最初に退任した副知事が「いや、携帯の威力ってすごいですね」

と言われて退任をしたのが印象的でした。 

 要は、取り込まれてしまって情報が一つのルートしか上がらないという形になると、孤

立無援ということになってしまうわけで、何の意図でどういうために改変していくのかと

いうことを、オープンディスカッションできる体制を作ることによって、もしかするとま

だ魂が入るかもしれない、そこがぎりぎりのところではないかなというふうに思っていま

す。 

 直轄負担金の話も一つしたいのですが、直轄負担金で地方に押しつけるけれども、情報

が出てこないのですよ。これは橋下知事が言った「ぼったくりバーの請求書」ということ

なのですが、中身がまったくわからずに総額だけ請求されるということになっています。

そこにはおそらく壮大な無駄がある。おそらくじゃなくて、中から見ると間違いなく無駄

があるということなのです。 

 それが官僚機構、特に、キャリア官僚の心境まで含めてお話をすると、民間に行った同

期生に比べて給料が安いと。だから天下りをしてその部分はあとで取り返すということを

前提にした国家運営の設計になっているわけです。従って、そこの部分をなくしたらいけ

ないと。例えば独立行政法人を作るときも、私は、实は最初の法律に携わったのですけれ

ど、「とにかく理事の数を減らそうよ」「スリムなやつをやろうよ」と言うとこれが通らな

いのです。官房長から指令が来て「役人がやる仕事というのは、天下りポストをいかに作

るかだろう、何を言っているのだ」と。理事の数をいかに増やすかという仕事をやらされ

るという構造になっていますので、そういうのは情報として出ていかないわけです。情報
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を出すとどうなるかというと、出世しないわけです、飛ばされるわけです。この個人の出

世とそれからライフサイクルのところが、まさに国家運営と一体となって、絡め取られて

いるというところがあるのです。 

 私は、仙石官房長官にお話したのです。「とにかく地域主権改革とか、それから政治主導

をやろうと思ったら、公務員制度改革を同時にやってくれ」と。仙石さんからは「できる

わけないではないか」と言われてしまって、がくっときたんですけれども。 

 結局は、まさに今、先ほど前田さんが言われた、物事を決めている中間層がいないので

はないかと。中間層で政治の思いを实際の政策に反映してくれる人たち、ここが別な原理

で動いている以上は何やってもうまく回らないという構造になっているのです。公務員制

度改革とセットで、やっぱり思いを伝えてくれる人を作っていくということをやらないと、

権限移譲は進まないと思います。特に、地方分権改革推進委員会の一次勧告なんて、県と

市町村の間の権限移譲なわけですよ。「県はあげたい、市町村はほしい」と言っているのに、

国が「だめ」と言うのは一体どういうことですかというと、今お話した構造ができている

からなのです。そこのところに手を付けないと相当難しい。運動論はまた別途あるので、

もう１回お話させていただきたいと思います。 

 

義務付け・枠付けの見直し 

青山 わかりました。基礎自治体の首長さんにお聞きしたいと思いますが、例えば義務付

け・枞付けの見直しの持っている意味は、今まで霞ヶ関と国会議員が決めていた、さまざ

まな行政の在り方・ルールを、首長・議会が提案して地方機関が条例で決定するというこ

となのですね。そうすると、尐しはよいこともあるのではないかと思うのですが…。今度

の「地域主権戦略大綱」に盛り込まれた義務付け・枞付け見直しの項目で、これはうちの

町で使えそうだなと、今までできなかったものがこれで尐しできるかもしれないなという

ものがあるのか、ないのか。 

どうでしょう、木下さん。ご覧になって、このメニューを見て、草加市の今の抱えてい

る問題からすると、本当はここの義務付け・枞付けを解消してほしいのに違うことになっ

ているとか、そのへんのお話いただけませんか。 

木下 まずは書かれていることは全部をやっていただかないとしょうがないのですけれど

も、率直に申しあげると、「ないよりはまし」という段階だと思います。「ないよりはまし」

と思いますけれど、このレベルで、では实際に何か自由度を増してやりやすくなるかとい

うと、数と質で議論していくと、数はいっているのだけれど、金額ベースとか仕事の質で

いったら、たぶんものすごく低いのではないのかなと思います。つまり、これだけやって

いただいて、やらないよりはよいですけれど、ではそれで何か本当に自由になってやれる

かというと、決してそうではない、国が肝心なところは押さえているという状況だなとい

うふうに感じています。 

青山 現場から見ると、例えば草加の暮らしから見たら、どの義務付け・枞付けを自治体
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条例に転換してもらいたいという、例はあるのでしょうか。 

木下 最も言われるのは、保育所とかそういうものですね。保育所、高齢者施設、特に福

祉関係です。というのは、設置基準があって、「何平米の面積がなければだめだ」とか、「庭

はこうでなければいけない」とか、「こういう施設を持ちなさい」とか、いろいろな基準が

あるわけです。 

 先程、都市と農村の話がございましたけれど、地方に行けば土地が取得しやすいとか、

豊かな環境があるのですから、財源は厳しいけれど、どちらかというと、上物を建てるの

は大変なのでしょうけれど空間確保は楽だなと思います。 

 逆に都市部だと、23 区と草加なんかもそうですけれども、一番何にお金がかかるかとい

うと、空間の確保なわけですね、土地が高いので。でもそれを、「この基準でなければ設置

できないよ」と言われてしまうと、結局それを守るためにはものすごく財源を投入しなけ

ればいけないから、サービスの量を増やせない。「質を確保するために必要だ」と国は言い

ますけれど、その質の確保にこだわって量が確保できなければ結局サービスが受けられな

いというのが、都市部において待機児童が大変増えているとか、高齢者の特養の設置が進

まないとかという、「待機する方が増えている」という大きな要因になっているのです。 

 草加市が６月議会で姉妹都市提携の議決をした福島県の昭和村という村があるのですけ

れど、人口が 1,600 人で、面積が草加市の 10 倍の約 270 平方キロという所です。しかし、

保育園を設置するときの基準は同じです。24 万人で 27.42 平方キロしかない都市である草

加市と、何で同じなのと。やっぱりこういうものを全部、その土地の風土とか環境に合わ

せて自由にやらせていただければ、ベストなものはできないけれども、次善の策として困

っている市民の方々に、自分たちでできる範囲で、自分たちでできる支え合いをしていこ

うということで、より数の提供ができます。そういうところを緩めてくれないと自由にで

きません。 

 

自治体に権限と責任を 

青山 そうですね。先程、「地域主権戦略会議を取り巻く外からの声が尐なかった」という

前田さんからのご指摘と重なるところがありますよね。権限移譲も義務枞の緩和も似てい

るところがあるように思います。 

 今の保育所の問題は、私なんかが同じ様な主旨でいくら書いても、そのそばからうちの

新聞社の同僚記者が否定してくるようなところがありましてね。つまり、その保育所団体

の人たち、あるいは労働組合もそうですが、企業の規制緩和と同列に考えているところが

あって、「これを緩和したらどんどん質が下がってしまう」と言います。そういう声をバッ

クに、厚生労働省の政務官は「自治体に任せたら保育の質が下がる」というふうに言うわ

けです。こういう構図なのではないのかなと思います。 

 つまり、自治体は信用されていないのではないか。これはどういうふうに考えればよい

のか、前田さんは、どういうふうにお考えになりますか。 
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前田 例えば、障害者自立支援法がありましたよね。あれなんかも、１割負担を民主党政

権がまた元に戻すということで、自民党のミスジャッジだということかもしれませんけれ

ども。障害者自立支援法が通ったときも、横浜市は障害者の人の自己負担は無理だと思い

まして、横浜市で独自に補助金を出していました。特に横浜市の場合、危惧したのは子ど

もなのです。障害者自身は収入が低い人が多いので、自己負担が減額される。しかし、障

害児の場合、親の収入で算定されるので、親の場合は 300 万や 400 万の年収があると、子

どもたち、小さい子たちは、障害者自立支援法だと、障害児のトレーニングを受けて、療

育センターの利用料を払えということになってしまいます。かつ保育園・幼稚園も行って

いるわけなので、その保育料も払うことになります。それは払えないということで、横浜

市で全部データを取って、「親の年収」と自己負担を持って、厚生労働省の障害課に行きま

した。 

 障害課長はそのとき、介護保険課から移ってきたばかりで、障害の素人でした。初めて

そのデータを見て、「そうなんだ、障害児は親の収入で負担が決まるんだ」と驚かれて、「こ

のデータがほしい」というふうにおっしゃったのです。つまり、一つには地方がなぜ信用

されていないかよくわからないですけれど、先ほど言ったように、「つどいの広場」の事例

がもともと横浜で始まったように、障害児を持つ親の年収と障害児で療育センターでのト

レーニングや一時通所を使って、かつ保育園・幼稚園に通園して保育料を払っている中で、

補助がどれぐらいでどれくらいの自己負担か、というデータを持っているのは自治体だけ

です。厚生労働省は持っていない。ですから本当にわかるのは、現場の自治体なのです。 

 厚生労働省の山井政務官については、私はどういうご経験があるのかわかりません。た

ぶん野党にずっといらっしゃってきた方なので、「行政はいつも悪いことをする、自治体は

よくわかっていない」と攻撃なさっていた方だから、現場でどういうふうな情報を持って

いて、いろいろな中でどういう判断をしているかという知識とノウハウがないので、たぶ

ん霞ヶ関の人から「自治体の職員はばかだぞ」と言われると、それをうのみにしているの

ではないかと思うのです。 

 保育所に関しては、横浜市は、率直に言えば、現在の最低基準の保育所を作りました。

横浜市は私の４年間でも 116 カ所の認可保育園を作ったのです。今も年に 20 カ所ぐらい作

って、保育所だけで 580 億円ぐらいお金を使っているのですけれども、全然待機児童は減

りません。それで、ついに２～３年前に、最低基準ぎりぎりの保育園を作りました。それ

はもう、お布団をひいたらもう終わりです。ですので、いくら最低基準をなくしても今よ

り基準を事实上下げることはできないです。 

 ただ、最低基準の中には、みんなが言うのは「子どもたちの部屋の床面積がさらに下が

る」ということをすごく危惧するのですけれど、子どもたちの床面積は事实上今の最低基

準の面積で作れば、お昼寝のお布団をひけばそれでびっしり詰まるので、それ以上小さい

認可保育園は作れないのです。ただ、都会の場合は必ず避難通路が２カ所ないといけない

とか、そういうのがあるがゆえに、逆に中途半端なビルにできたりします。安全な避難路
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の確保とか、廊下の幅とか、子どもたちの居住環境を守りつつ工夫できる周辺的な最低基

準がいっぱいあるのです。それはノウハウもありますし。 

 もしも、ここにいる町長さん、市長さんが、そんなひどい保育園を作ったら、次はもう

選挙に勝てるわけがないではないですか。保育園に子どもを通わすのは住民なのだから。

だから、それは子どもたちの布団をひけない保育園を作ったら、次に市長なれないですよ。 

 しかし、周辺的なところ、廊下をどうするかとか、避難路を無理に２カ所ちゃんとした

のがなくても、一つはあるけど、一つはシューターでよいとか、そういうのもあるとか、

いろいろ工夫してやることができます。だから横浜の場合は、もう早くから、認可して、

国は認めませんでしたけれども、家賃補助を出して賃貸で保育園をやるとか、そういうこ

ともやってきました。 

 現場はやっぱりそうやって工夫しているわけです。ですから、ぜひ地方を信用してやっ

ていただきたいし、先ほど言ったように、障害認定だってそうですし、保育園の入所申請

だってそうですが、お母さんがＤＶにあい、精神疾患を持っているから保育園に入所させ

なければという判断するのは、全部自治体の職員なのです。 

厚生労働省なんか何も見に来ませんよ。たまにこのごろ来ますけれど、横浜市に、事例

見せてとか、寿地区とか見に来ますけれど。何か面白いネタがないかなと、課長や局長が

替わるたびに、大臣が替わるたびに、新しい施策のネタを求めているわけです。だから、

モデル事業を作っては３年でやめて、また新しい名前、名前を変えて同じようなモデル事

業をする。そのたびにちょっとだけルールを変えるから現場は大混乱ですよ。地方は毎日

毎日の暮らしだから、どうやってそれをやっていくかという知恵があるわけです。責任と

権限があれば、みんなも考えて知恵を絞るのです。だからそれは、ぜひ任せていただきた

いというふうに思います。 

 ただ一方で、地方公務員の人たちが「権限なんか要らない」というのは、「いや、それは

県が決めますから」「国が決めます」で逃げるのは楽だからです。でも、民間企業で考えて

ください。支店の前線の営業マンが「それはわかりません、社長に聞かなければわかりま

せん」とか「僕は何も決められません」ということは許されないですよね。今ここで決め

なければいけないのだから。だから、どうして地方公務員だけは、地方の市町村だけは、

権限がなくて何も決めなくてもよいというのが許されると思っているのか、それが不思議

なのですよ。民間ではそういうのは許されない。 

 前線にいる、税金で雇われている貴重な公務員、これから公務員も増えない、尐ないパ

イ、それをどうやって有効に活かしていくかということです。公務員も地方の貴重な人材

なのですから。今、そこで即断即決してできることをしてもらわないといけません。いち

いち県庁まで行ったり、国に行ったり、交通費を使ったらもったいないですし、時間もも

ったいないです。だから、彼らに権限と責任を持たせて、能力を磨いてもらうということ

も、地方にとって、その地域を守るためにすごく重要なのです、ということです。 
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規律密度を下げる 

青山 はい、ありがとうございました。それじゃあ、泉田さんどうぞ。 

泉田 今の話に尽きるのですけれども、日本と北欧の違いを比べると何かというと、規律

密度なのです。規律密度とは何かというと、まさに廊下の幅が何メートル、行為規制で物

事を決める。これがおかしいのです。本来決めないといけないのは、「安心して、安全で、

そして、親御さんの時間もサポートできるようなサービスを提供しなさい」と国は言えば

いいのです。そして、財源を渡して知恵をまさに使うということなのです。それで、そこ

で問題が生じたら勧告をすればよいということで、事前規制をやめると。そして、いかに

有効にお金を使ったかという観点での監査に変えるということ、これをやらないとだめで

す。 

 冒頭に申し上げましたとおり、今の日本はどうなっているかというと、中央集権そのも

のなのです。そして、こいつに頭を下げてはんこをもらうとＯＫになる。そして、役人風

を吹かすのがよいかどうか別にして、それがまた権限を使った天下りにつながっていく、

そして新たな団体を作っていくというところにつながっていく。一方、現場が持っている

知恵は使えないという状況になっている、これは直さないといけない。 

ちなみに霞ヶ関三偉人というのがあるのですけれども、みなさんご存じですか。ちょっ

と紹介したいのですけれど、誰が評価されるかというと、法律を作る人、予算を取ってく

る人、法人を作る人、これが霞ヶ関三偉人といわれる。何で偉いかというと、予算を取っ

てくると影響力が広がって天下り先が増えるから。法律を作る人、何で偉いか、法律を作

ると権限が広がって天下り先が増えるから。法人を作る人が何で偉いか、天下り先が増え

るから。こういうことになっていて、そこの原理原則があるので、中央集権でいろいろな

ところを、これは地方自治体だけではなくて、日本社会全体を規律するという仕組みにな

っているのです。だからこそ、公務員制度を改革する、そして規律密度を下げて現場の知

恵を使えるようにする改革、ここを最初にやると権限移譲の問題がモグラタタキから本質

的なところに変わっていく、ということではないかと思っています。 

 

都市と山村、自治体間の連携を 

青山 なるほど。では鈴木さん、今のお話を聞いていて、共感する部分と、まだ論点が足

りないのではないのかと思われることがありましたら、どうぞ。 

鈴木 どうでしょう。先程、待機児童のお話を伺ったわけですが、やっぱりここにも都市

と山村の格差、抱えている問題の大きな格差があるなというふうに思いました。わが町は

尐子高齢化で、待機児童なんて一つもないわけです。むしろ保育園は計画的に年々閉園を

せざるを得ない、こんな状況です。布団なども一人で何畳でもひける状況にありますから、

ゆったりとした環境で子育てできる環境にあります。山村が喘いでいるのは尐子化、人口

減尐、高齢化です。 

 そこで山村にもう一回人が戻るような戦略、知恵を絞れないか、そんなふうに思うわけ
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です。山村側としても何もしていないということではなくて、Ｕターン、Ｉターンを積極

的に推進しようと、わが町葛巻においでをいただいたら、３年以内に家を建てていただく

約束のもとに、１反歩 300 坪、土地をただで差し上げよう、こういったことを去年から本

格的に取り組んでいます。わが町は農業と林業が基幹産業ですので、雇用の場はありませ

ん。そうしますと、どんな方々をターゲットにするか、どんな方々に来ていただくか。団

塊の世代の方々、仕事がなくても年金・退職金があり、豊かに暮らせる方々だろうと想定

しました。そして、300 坪の土地を差し上げて、３年以内に家を建てていただく、仕事がな

くても職場がなくてもよい方々、そういう方々を想定したわけです。 

 そうしましたら、思いがけず、若い方々がきてくれるようになりました。小学生の子ど

もさんを頭に３人の子どもを連れてきてくれた若い夫婦がいらっしゃいました。そこで、

来ていただいてから考えたわけですが、こういった方々にも支援しようと、45 歳以下の夫

婦であったら 15 万差し上げよう、子ども１人に対して５万円ずつ差し上げよう、それで、

子ども３人でしたから、夫婦に 15 万、子どもに３人で３×５＝15 万、合わせて 30 万円を

差し上げる。そういったことをしながら、Ｕターン、Ｉターンにも積極的に取り組んでい

るわけです。 

青山 わかりました。もう一つ鈴木さんにお聞きしたいのですが、この戦略大綱で、権限

移譲や義務付け・枞付けの緩和などが盛り込まれているのですが、これは葛巻町のまちづ

くり・地域づくりでいうと、戸惑うところがあるのか、それともこれをもっと使っていこ

うかというのか、どうなのでしょうか。 

鈴木 財源さえしっかりと確保できるような配分をしていただければ、それは有効に活用

できるだろうという感じです。 

青山 権限移譲については、人口 360 万の横浜市と同じように権限がこられても、なかな

かつらいところがあるのかとも思うので、そのへんの権限移譲のありようはどうでしょう

か。 

鈴木 権限移譲につきましては、必要なものだけを移譲してもらうようなことであればよ

いと思うのですが。もう既に職員もぎりぎりまで減らしています。平成８年に 228 人の職

員が、平成 20 年４月１日の時点では 150 人に減りました。その後、町立病院も町で持って

いるものですから、４月以降、医師１人、看護師３人を採用しまして、現在は 154 人なの

ですが、職員はぎりぎりまで減らしています。ですから、ただ権限移譲だけでは町として

は無理な部分が出てくるだろうと思います。ただ、合理的な行政もしていかなければなら

ないわけですので、行政間の、自治体間の連携も必要になってくるのかなと思います。 

青山 それは、横の市町村と一緒に共同で受けるということなのか、今度は逆に県庁にや

ってもらう、今まで市町村でやっていたものを県庁にやってもらう、そういう選択という

ことですか。 

鈴木 いや、県庁にということではなくて、自治体間の連携をするほうが、合理的で現实

的だろうというふうに思います。 



39 

 

青山 なるほどね。具体的な何か権限のイメージはありますか。例えば、パスポートみた

いなことがあるのかどうなのか。 

鈴木 パスポートに関しては、それぞれの市町村が発行できるようになりまして、これは

県庁所在地から離れているわれわれのような所には实によいわけですが、県庁所在地に近

い所は特に権限の移譲を受ける必要はないわけです。ですから、二重になったりするよう

な無駄な部分も出てくるだろうというふうに思いますが。 

 老人福祉施設のようなものは、権限を移譲していただいたほうがより効率的な運営がで

きるだろうと思います。地価が安い分、都市部よりも効率的な運営ができるだろうという

ふうに思います。こういったところを、都市と山村がまた連携できれば、なおよいのかも

しれない、そんなふうに思います。 

 

中央集権より地域主権は無駄がない―住民によるチェックが可能 

青山 それでは、先ほど手を挙げられました木下さん、どうぞ。 

木下 すみません。先ほど前田さんが言っていた、「地方で大丈夫ですよ」という根拠の部

分で申し上げますと、国には確かに優秀な官僚がいたり、いろいろなことがあって、やっ

ていらっしゃるのでしょうけれども、地方のほうが明らかに住民の目線は厳しいですし、

全部見えます。これだけをもって、私は「中央集権より地域主権のほうが無駄がない」と

言い切れると思います。 

 今は役所では、お昼の時間も全部窓口を開けていますから、例えば、交代勤務で 11 時半

に先にお昼ごはんを食べに行く職員もいるわけです。でもそれすら見られて「何で昼休み

ではないのに、こいつら飯を食いに行っているのだ」と言われて。「目があることを気を付

けて仕事をしようね」と言わなければならないぐらい、職員がどう動いているかも見られ

ているし、どんなお金の使い方をしているのかも、もう丸見えです。 

 ということは、そこに財源と権限を渡したらいい加減なことをするかといったら、いい

加減なことは見えない国がやっているよりは、地方のほうが絶対できないというのは、こ

れはもう、私は間違いのない事实だと思います。例えばうちの市では、予算、一般会計が

630 億円なのですけれど、ものすごい金額に見えますけれど、予算の内訳の書類がどのくら

いになるかといったら、せいぜい下からこのぐらいまで積めば、全部の積算表は出ている

わけです。市長はそれを全部チェックできますから、事業仕分けなんてあんなものをやる

前から、市町村長が全部めくって、「何で電池の卖価が、この部とこの部で違うのだ。これ

おかしいだろう」と、「コピーのトナーが何でこの課とこの課で違うのだ」と、「このアン

テナの取替料金高くない？ 工賃が」というふうに言えるのです。 

 それぐらいの量ですから、市民の方に「見てください」という状況をつくれば、床から

このぐらいに積んである書類を全部めくっていけば、どの事業にいくら使っていて、どん

な予算の積算になっていて、その経費の内訳は何かとわかるわけです。ということは、ご

まかしようがないし、不適正なお金の使い方をしていれば、すぐばれるということです。 
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 うちの市では、「監査は厳しいほどよい」ということでガンガンやっていただいていて、

いろいろな指摘事項があり、やっぱり執行部が気付かないところを指摘されます。指摘事

項に重要な問題があれば、議会も「これはいかんよ」と言ってくれますし、なあなあでや

らないで、「ここがだめだから、今回は認定しないよ」と言って、きちんと不認定というこ

とでしていただいています。 

 こう言うと、「さて、不認定を喜んでいるのか」という話ですけれど、そうではなくて、

「これでも不認定となってわれわれの努力が認められないのだから、こんなことはなくして

いこうよ。もっとよい行政になって、市民に信頼されるようにしましょう」と職員に言え

るわけです。 

 地方というのは、そのくらい、目の前に住民がいて、行動も見られているし、予算だっ

て全部見られるわけです。住民がチェックできるということは、地方にちゃんと権限を、

責任を、財源を渡していけば、これは明らかに中央で霞ヶ関が一括して使い、国会議員が

全部チェックできない決算という状況よりは、市民が確实にそのお金の使い方が正しかっ

たかどうか確認できる制度になることは、間違いないのです。 

 「任せたらめちゃくちゃになる」と言う人がいますが、もし「めちゃくちゃ」というな

らば、それは有権者のみなさんに判断していただければよいのです。そうダメなら、首長

を代えればよいし、議員を代えればよいです。このように、住民がチェック可能だという

だけで、私は「地域主権」のほうが税は無駄に使われないと思うのです。この一点で説明

していくと、みなさんすごくわかっていただけるのではないのかなと思っています。 

 

権限移譲の５つのポイント 

青山 ありがとうございます。それでは前田さん、今後のお話をいただけますか。 

前田 よろしいのですか、私がお時間をいただいて。この権限移譲について、橋下・大阪

府知事が「権限移譲は一般の市民には、自治体が仕事をやりやすくするためだけにもらい

たがっているというふうに取られている」と言われたので、「そうじゃないですよ。権限移

譲の何がポイントかというのを尐しＰＲしたい」と思って、次の５本を私が考えました。 

 ということで、先ほどの繰り返しになりますけれども、権限移譲によって行政の仕事は

しやすくなります。それは何のためかといえば、「住民の人たちの生活をよりよく支えるた

め」ということで、住民にとって一番よい行政をするための自由と権限を現場にもたらす

ことになるからだということで、この５本柱を考えたのです。 

 まず最初は、「暮らしといのちをトータルに支える行政の实現」。先ほど申し上げました

けれど、医療や福祉、雇用対策の一本化が必要です。 

 それから２番目は、これは欠かせないのですけれど、「ソフト系の人的福祉サービスとハ

ードなまちづくりの一体化」です。例えば東北などでは、今、コンパクトシティーづくり

ということで、高齢者の方を駅前に集めてくるという試みが始まっています。長岡などで

も駅前再開発をして、市役所を再び駅前に戻す、そしてその中の商店街の一角に高齢者の
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福祉施設やいろいろ作ろうとしていますけれども、高齢者の福祉施設の認可権は長岡市に

ないのです。だから、まちづくりをトータルにしようと思ってもできない。でも、介護保

険計画は市長さんが作るのです。すごく不思議ですよね。今、福祉施設をどこに作るかと

いうことが、もうすごく一本化が必要なので、このまちづくりと福祉のソフトサービスの

一体的な計画が市町村で結局は必要だということを訴えました。 

 それと３番目として、先ほど申し上げましたように「県に聞かなきゃわからない、国に

聞かなきゃわからない」では、もう何週間も、いつ回答できるかわからないのです。スピ

ーディーできめ細やかなサービス提供をするためにも、素早く施策に反映するように「現

場に権限を」ということです。 

 これは４番目に通じるのですが、「新しい公共に必要な権限移譲」ということなのですけ

れども、いろいろな町村と職員の方に聞いたら、もう本当に財源と人手が限られている中

で、住民の方に「ここは我慢していただきたい、でもここは一緒にやりましょう」という

ときに、「自分たちが責任を持った説明ができないのがすごく悲しい」と言うのです。「じ

ゃあ何々さん、ここはこうするけど、まちづくりはこういうふうにしてくれるの」と言わ

れたときに、「県に聞いてみます」、それで「いつになったら回答がくるの」と聞いたら、「県

に聞いてみます、今度聞きに行ってみます」みたいな感じになってしまう。「この新しい公

共で、これから資源の尐なくなった地域を守っていくためにも、住民と行政の相互信頼に

基づいた、信頼を培うということがすごく重要で、そのためにも住民からのクレームに自

分たちのこれはできる、またはこれはできないということをはっきり回答したい。それが

できないために、住民からの信頼を得ることができないのが、もうとても悲しい」と言わ

れたので、それを入れました。 

 ５番目は先ほどの繰り返しになりますけれども、私が市町村に行くと、「権限は要らない、

財源も人手もないのにしんどい仕事になるだけだ。権限をほしがっているのは市長と企画

部局だけだ」というのは必ずあって、そして实際に権限移譲を担当した職員の人や反対し

た人にもこっそり「どうなの」と聞くと、「やっぱり大変だ」と。しかし、大変だけれども、

やっぱりこの４番目に通じるのですけれども、实際に自分たちで決めてものを動かしてい

く、それに感謝されるという経験を初めてすると、それがやっぱり公務員の魂ではないで

すけれど、それがもう本当に「一灯のともしび」のように何十年間の公務員生活を支える

一つの喜びになるのですね。そういう、初めて自分たちでものを決めて、住民と一緒にや

って、感謝されていくという経験をすることが何事にも代え難く、こうやって自分たちは

この地域で生きていこうと喜ぶことができた、という人が何人かいるのです。そういう人

たちができれば、また周りの人に影響を与えていく。 

何回も繰り返しますけれど、そういう職員を増やしていかないかぎり、現場の暮らしは

守れないし、自治体の行政は守っていけないわけです。そのためには、権限移譲により、

自らの責任と判断で、住民のために働くことに、一層のやりがいと喜びを得ることによっ

て、地方公務員、行政職員の能力をレベルアップする一つの大きいきっかけにしたい、と
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いうふうに思っているわけです。 

 

地域主権推進のための運動論 

青山 はい、わかりました。時間があと 20 分しかなくなってしまいました。实は、私はあ

る人に「青山さん、いつも同じことを書いているのではないの」と言われたのですね。そ

うなのです、实際は。「何度も同じことを書いて」と言われるのは残念なのですけれど、分

権改革にはある種の停滞感があって、なかなか前に進みません。 

そこで最後に、今後どういうふうに動かしていけばよいかという運動論について、３分

以内でお話をしていただければと思います。では、鈴木町長から順番にお願いします。 

鈴木 ３分ですね。わかりました。いずれにしても、この権限移譲と合わせて財源が大変

厳しい状況にあるわけです。われわれの町の今年度の予算を見ますと、歳入全体が 47 億円

程度で、この中の 84.8％、約 85％が地方交付税を中心とした、そのうち交付税が 62％です

が、これを中心にした依存財源です。自主財源はわずかなわけです。そういった状況にあ

るわけですが、例えば、ＣＯ２を６％削減しようとするために山村の山に 3.9％のＣＯ２吸

収を求める、そんな案も決まり、あるいは食料自給率 40％を 50％にしようといったときに

山村には食料がしっかりある、というわけです。 

 とはいうものの、今、山村の状況は、日本の国土の 57％が過疎です。そこに住む人は 8.8％、

1,100 万人です。その程度の人間が、１割にも満たない人口が、６割近い国土を保全できる

というのは、今後考えづらいわけです。何としてもこれまでの画一的な配分ではなくて、

この大綱にもあるような、現行の条件不利地域に配慮した、これを踏まえた配分をすると

いうことがあるわけですので、これをしっかりと守っていただきたいことをお願いしたい

です。 

 神野先生の資料にもありましたとおり、当初どおり「一括交付金」は自主決定できる、

自己決定できる財源にしていただく、自主財源として活用できる、自己決定できる財源に、

これをしっかりともう１回戻していただく、こういったことにご検討とご理解をいただき

たい、というふうに思います。 

青山 なるほど、わかりました。それでは、木下さん。 

木下 はい。運動論というかどうしたらよいかというと、先ほど前田さんにお話もいただ

いて、「それじゃあ、それはやるしかないかな」と思ったのです。確かにアピールはしなけ

ればいけないが、予算がない。全国市長会、全国知事会がやればよいのでしょうけれど、

いろいろな意見があり、なかなか一致しない。卖独でやる気がある自治体がみんな予算を

取って、その予算を集めてやるしかないのかなと思います。それも面倒だったら、極端に

言えば、草加で、「じゃあ地方主権に向けて、予算を何百万取りましょう」、それで、「みん

なでこれを使おう」ということが、もしかしたら可能なのではないのかなと思います。そ

れをやらなかったら自立できない、このままだと立ちゆかないということであれば、誰か

に頼っていないで自分でやる必要があるのかなということをすごく感じました。 
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 それとあと、国でそれがわかっている人がいないといけません。確かに大臣には地方行

政の経験者がいないですけれど、政権の中には市町村長経験者がもう 10 人以上いる状況は

あるわけです。その政権の中にいる市町村長経験を持っていて同じ立場のみなさんと、現

場のわれわれがどう連携するか。そして、連携したその人たちがきちんと政治主導の政治

にどう働きかけていくか、知らないからだまされてしまう大臣であれば、そこに正しい情

報を伝えていく、そんなことが一つやりうるのかなと思います。 

 あと、これはどうやったらよいのかわからないのですけれど、「官僚全体が中央集権にし

て自分たちの権限を守ろう」と、みんなそう思っているのかというとそうではなく、たぶ

ん「そのほうがこの国のためなのだ、中央集権でやっていかないとこの国はだめになるの

だ」と本音でそれを信じていながらやっている部分であるのではないかなと思うのです。

でも、「そうではないですよ」ということをいろいろな機会を通じて伝えていく中で、「地

域主権を進めた、官僚が幸せになるシステム設計とは何なのか」ということを考えたいな

と。 

青山 そんなものが本当にあるのでしょうか。 

木下 その心の積み重ねが集合意思として存在しているのであれば。先ほど言った、法案

と独法と予算を持ってくる官僚が偉いというような、そうするとみんなが将来幸せになれ

るからというのであれば、難しいです。そうではなくて、「地域主権」に向けてどんどん進

めていくと、官僚のみなさんも幸せになれるというシステム設計を作れると、官僚のみな

さんが率先して「ああそうだ。だったらもうこんな先行きつぶれてしまう中央集権をやっ

ているより、地方分権にしていったほうがよいぞ」ということになり、エネルギーが地方

分権側に向く可能性があります。そうであれば、地方がこうすればよくなる、国がよくな

るというだけではなくて、誰かにしわ寄せをするのではなくて、みんなが幸せになれる、

だから「官僚も不幸せにはなりませんよ。地方分権を進めると、もっとみなさんは能力を

発揮できてもっと仕事が増やせて、もっと生活も豊かになりますよ」というような分権の

絵図が描けると、みんなそろって地方分権ができるのではないのかなと思います。ちょっ

とそれを考えてみたいというふうに、感じました。 

青山 なるほどね。では、官僚の生態に最も詳しい泉田知事。 

泉田 おっしゃるとおりなのですが、一忚確認してみたいと思うのですけれども、「多くの

人の知恵を生かすことのできる社会、これが国民・住民が幸せになれる社会。現場の知恵

を生かすことのできる社会、これが多くの人が安心して住める社会になる。それは地域主

権ですね」という原則はおそらく誰も反対しないのだと思います。 

 それがなぜ進まないのかというと、まさに今のインセンティブ・メカニズムでしょう。

高度成長期は官僚の幸せは国の幸せだったのです。全体が膨張していく中で自分たちも膨

張していくと、だから高度成長のときは上手くメカニズムが回っていた。それがゼロサム

になった瞬間に住民の幸せと官僚の幸せが相対するものになってしまっているということ

です。これを突破するにはどうしたらよいのか。社会全体をもう１回成長させるというこ
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とはあるのですけれど、それはちょっと置いておきます。 

 使えるものは何かというと、私は、「情報開示」とそれから一つモデルを作ってみる。「特

区制度の活用」ということで、１点突破して全面展開していくというやり方しかないので

はないかと思っています。 

 情報開示とは何かという一つの例を申し上げたいのですが。今、新幹線の建設で、わが

県は大変苦労しているのですけれども、雪国で並行在来線の赤字を全部抱え込んでさらに

建設費も出せと言われると誰が困るか。まさにそこに生活をしている高校生とか、それか

ら病院に通っているお年寄りが困るわけなのです。实は国は、情報を出さなかったのです。

どういうことかというと、並行在来線の赤字部分はＪＲが払っているのです。それを自治

体にも負担をさせて、二重取りして建設費に充てるということをやっていたのです。こん

なひどいことをやられて黙っていてよいのかということになると、この情報開示、不合理

なことということが、住民の意識を目覚めさせると思うのです。世の中を動かすと思うの

です。なぜ情報を出さないかというと、实は不合理なことを抱えているので、わからない

ようにしている。「よらしむべし、知らしむべからず」というのが、官僚の力の源泉ですか

ら、そこを突破するためには、まず徹底的な情報開示、これをやるのが、地方分権、地域

主権、これを動かしていく力になると思っています。 

 もう一つは、成功例を作ること。「こんなにやってよかったよね」ということが出てくる、

総合特区制度を今やっていますので、これは本当に例外的に大臣が目を光らせて、官の影

響を排除して地方とやってみるということを实現できて、「こりゃよかったよね」となる。

制度間競争をして、よりよい制度をやった方がみんなハッピーになれるということができ

れば、世の中変わっていきます。 

情報開示と成功例を作っていくという、この二つで、この閉塞感を打破していくべきで

はないかと思っています。 

青山 なるほど。では、前田さん。 

前田 はい、では最後ですけれども。私のレジュメの７ページ目を見ていただけたらと思

います。権限移譲は、やはり、受ける市町村の方々にもご不安もあると思いますので、一

忚、「円滑な権限移譲の实現に向けて」ということで、もちろん基礎自治体の取り組みで、

今、泉田知事が言っておられたように、権限移譲をもらうようにして、住民に本当にメリ

ットがあってよかったというようなことを、地方の現場でも体現していただきたいところ

があるのですが。 

 ２番目がみそでして、「国及び都道府県の取組」ということで、「円滑な権限移譲に向け

て所要の取組を行うことが必要」ということで、「地方交付税や国庫補助負担金などに関し

確实な財源措置を行う」、「確实な」が大切です。それから、「移譲事務の内容や取扱い、留

意点等について確实な周知・助言を行うほか、市町村からの照会や相談に適切に対忚」と

いうことです。都道府県は「推進体制の構築を始めとする環境整備」を行うということで、

権限移譲に関しては、このように決まったものに関しては、国や都道府県は前向きに市町
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村を援助しなくてはならないことになっていますので。具体的な事例をてこにやっていた

だきたいということと、かつ、本当に成功事例を「こんなふうによくなった」と、ご自分

の市町村や都道府県で発掘していただいて、それをぜひ国民へといいますか、周知してい

ただき、盛り上げるようにしていただきたい。 

 そうでないと、繰り返しになりますけれども、この夏前、参院選前に大綱を閣議決定し

たということで良しとして、みなさんはこれで「ああよかった」と言うと、これ以上進み

ません。そして、たぶん秋の予算編成からは交付税が、ＰＤＣＡサイクルか何か入れられ

てしまって、効果がないと切られてしまったりして、話が全然違うという方向に行く可能

性があります。 

 みなさんが、これは必ず進めるというものには地方に十分な財源を与える、それは自治

体を救うとかではなくて、一人ひとりの住民の生活を守るために必要だという住民の立場

に立脚して訴えてくださることが、今ちょっと弱まっていますけれど、この地方主権を盛

り上げることになります。ここが勝負どころだということで、ぜひみなさんのご協力をお

願いしたいと思います。 

青山 どうもありがとうございました。 

木下 すみません、あと１点だけ。こういう活動をしているということを、ちゃんと言わ

なければいけないのかなと思って。实は、全国青年市長会で、茅ヶ崎市長が会長なのです

けれど、来週、「やっぱりＰＤＣＡサイクルが入ったというのは問題だから、国の責任でき

ちんと是正してくれ」という要望書を総理ほかに出すことになっています。 

青山 総理あてに？ 

木下 そうです、総理、官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、

国土交通大臣にです。というのも、今までは出しっぱなしでいるからいけないのかな、と

いう反省を込めたことです。こういうものを全国青年市長会が出して、国に「ここがおか

しい」、「ここを何で変えたのだ」と言っていますよということを、ちゃんと報道を通して

国民に伝わるようにしていったり、そういうことをみんなが言っているということを、た

だまじめに黙々とやってしまうのではなくて、先程のお話にもありましたけれど、やっぱ

りアピールするということが必要だと強く感じましたので。すみません、この場をお借り

して、申し上げさせていただきます。 

前田 ぜひお願いします。だってＰＤＣＡサイクルを入れたら、何のために地方議員と地

方議会があるのですか、ということになりますよね。 

木下 そうなのです。 

前田 議会でチェックしたものを、それをなぜ国が、ということで、地方民主主義の否定

ではないかというふうにもなりますので。そういう、はっと思うような言葉でＰＲするこ

とはぜひ必要ですので、ぜひみなさんよろしくお願いいたします。 

一同 わかりました。そうですね、はい。 
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質疑応答 

青山 それではここで、会場からご質問を受けたいと思います。はい、どうぞ、お名前と

所属を言ってください。 

大西 会員の大西といいます。九州の西日本新聞で記者をしています。司会の青山さんの

最後のテーマ設定の続きみたいな話になります。地方分権改革は「やはり政治力が相当働

かないと实現していかないだろう」と思っています。「昨年までの自民党中心の政権でもあ

まり分権改革は進まなかった」という分析もあって、民主党中心の政権に代わって、ちょ

っと期待する部分もありました。しかし、先程の前田さんの赤裸々なご発言からすると「や

はり駄目なのかな」と、またまた失望してしまいます。ということで、この国の政治家を

どう動かしていくのか、そこもちょっと考えなくてはいけないと思います。 

そこで、政治家に分権改革に対する理解を深めさせるにはどうしたらよいのか。非常に

悩むところですが、何かお考えがある方がおられれば、ヒントを教えてください。 

青山 はい、泉田さん。 

泉田 政治と官の関係で、特に政治、国政の方が、地方の声を汲み取りやすい仕組み、こ

れを作ってほしいと思っています。具体的に言うと、諸外国の例ですが、二院制を取って

いるのであれば、上院の議員は地方からの推薦制にしてほしいと思います。こうすると、

国と地方の調整がうまくいくのですけれども、現状は、参議院も衆議院も同じ形で選挙を

されて、選挙をするために利益誘導をしなければいけない構造というのがあるわけですか

ら、国の方も権限を離したくない。ですから、地方の声を聞くことができるような制度、

ここまで言うと憲法改正という話になってしまうかもしれないので、ちょっと夢のまた夢

という部分はあるのですが、地方からの推薦制というものも視野に入れた制度改正という

のは、ぜひ議論していただきたいと思っています。 

青山 今、泉田知事が言われた大きなテーマのささやかな重要な一歩は、「国と地方の協議

の場」の法制化なのですよね。民主党の与党としては誠に稚拙な国会運営の結果、継続審

議になりましたが、これはとても大事にしていただきたいところなのです。11 月に盛岡で

行う日本自治学会の大会でも、共通論題のテーマにしていこうということになっています。   

すみません。時間がありませんので、これでこのシンポジウムを閉じたいと思います。

大変いい加減な司会で申し訳ありませんでした。どうもみなさん、ありがとうございまし

た。 

一同 ありがとうございました。 
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第 10 回 研 究 会 

 

 

【記念講演】 「地方から地域主権を实践する」達増 拓也（岩手県知事） 

【共通論題Ⅰ】「新しい公共と住民参加」司会・小笠原 裕（岩手日報社）  

【共通論題Ⅱ】「国と地方の協議の場」 司会・新藤 宗幸（千葉大学） 

【分科会Ａ】 「自治制度の選択制」  司会・新藤 宗幸（千葉大学） 

【分科会Ｂ】 「自治紛争処理」     司会・小幡 純子（上智大学） 

【分科会Ｃ】 「自治体の公文書管理」 司会・鎌田  司（共同通信社） 

【分科会Ｄ】 「地域交通」        司会・松本 克夫（ジャーナリスト） 

【分科会Ｅ】 「義務付け・枞付け緩和への自治体の対忚」 

司会・北村 喜宣（上智大学） 

【分科会Ｆ】 「地域医療・国保再編」 司会・青山 彰久（読売新聞社） 

【分科会Ｇ】 「自治体の危機管理」 司会・高井  正（東京市政調査会） 

【オープンセッション】          司会・高端 正幸（新潟県立大学） 

・神奈川県情報公開条例と公安委員会の関与した判決書 

  ・「新しい公共」と人のつながり  

 

 

 

       

２０１０年 11月２０日（土）・２１日（日） 

いわて県民情報交流センター（盛岡市） 
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【記念講演】 

 

 
地方から地域主権を実践する 

 
岩手県知事 達増 拓也 

 

 

 

達増拓也でございます。ようこそ岩手においでくださいました。また、神野直彦会長に

は過分なご紹介をしていただき、恐縮しております。『マッチ売りの尐女』の話がありまし

たけれども、かつて岩手にあります平泉、奥州藤原氏を主役にした大河ドラマが作られま

したが、『炎立つ』というタイトルでありまして、なにかあれば大きく炎を上げていく、東

北、そして岩手であります。それから、クリスマスの話を聞いて思い出すのは、岩手県を

始め東北の特に北のほうは縄文遺跡がたくさんあり、ストーンサークルなどもあり、冬至

の太陽の方向を指し示しているとか、やはりそういう光のありがたさ、太陽の復活を願う

気持ちというのは、この地域には縄文時代から脈々と流れているものがあります。そうい

った方向性でこの地方自治、地方分権、地域主権というものを岩手から盛り上げていけれ

ばというふうに思います。 

 今回、日本自治学会の記念すべき 10 回目の総会・研究会を岩手において開催していただ

き、感謝とお祝いを申し上げ、皆様を心から歓迎したいと思います。 

 アメリカの金融危機に端を発した世界経済の悪化が、わが国にも大きな影響を及ぼし、

地方をも覆っております。引き続き厳しい経済状況であります。地方自治体においては、

喫緊の課題である経済雇用対策を始め、尐子高齢化社会へのさまざまな施策、地球環境問

題への対忚など、多くの課題の克服に向けた取組みを進めなければならない状態でありま

す。 

 国においては今年６月、今後の地域主権改革推進の羅針盤となるべき、「地域主権戦略大

綱」が閣議決定されました。大綱では国と地方公共団体の関係を、上下の関係から対等の

立場で対話ができる、新たなパートナーシップの関係へと根本的に転換すること、住民主

体の発想に基づき改革を推進するとの強い決意などが明確に示され、地方税財源の強化、

ひも付き補助金の一括交付金化など、広範な分野にわたって今後の改革の道筋が示されて

います。 

 しかし、依然改革はその緒に就いたばかりであり、その内容の实現に向けた力強い動き

が必要と考えております。私の講演は「地方から地域主権を实践する」というテーマで、

まず地域主権改革の实現について、そして地域主権の实践に向けた岩手県の取組み、最後

に地域主権型社会のあるべき姿の確立、という３つに分けてお話をいたします。 
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地域主権改革の実現 

 さて、地域主権改革の实現とは、でありますが、６月に閣議決定された「地域主権戦略

大綱」では、地域主権改革の定義として、「住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的か

つ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸

課題に取り組むことができるようにするための改革」とあります。地域主権型社会の主役

は、なんといっても地域住民であります。わたしは地域住民の願いが行政を通じて实現さ

れるときに、そこに地方自治において、地域主権改革が实現されていると考えてよいので

はないかと思っております。そのためには、住民と行政が手を携えて、地域のことは地域

に住む住民が責任を持って決めて、活気に満ちた地域を自らの手で構築していくようにな

らなければなりません。それが、地域主権の出発点にして、またゴールではないかと思っ

ております。 

 地域が自らの責任と判断で、地域を主体的・総合的に経営していくための制度改革は、

力強く進めていかなければなりません。地方としても地域主権型社会に対忚できる体制を

構築していかなければなりません。また、地域主権改革においては、制度の改革と同時に、

地域における主体的な取組みの实践が重要と考えております。 

 

地域主権の実践に向けた岩手県の取組み 

 地域から地域主権を实現する岩手の取組みとして、２つ紹介いたします。ひとつは上海

万博への出展であります。この上海万博は、５月から 10 月まで半年間開催されておりまし

たが、５月から６月までの２カ月間、岩手県は单部鉄瓶を出展しておりました。これは、

上海市のお茶販売業者である上海大可堂という民間企業と、プーアル茶の産地であるプー

アル市、そして岩手県の３者で連携し、出展料を出し合って出展をいたしました。地方自

治体が外国地方自治体と、そして外国民間企業と組んでやったということで、普通、自治

体が上海万博に参加するときは日本館の中で１週間、○○県ウィークでやるのですけれど

も、今回、日本政府に全く頼らずに出展をいたしました。 

 幕末フランスのパリで万博があったとき、徳川幕府が出展をしたそうなのですが、徳川

幕府が知らない間に、薩摩藩が薩摩琉球国という名前でパリ万博に出展をしていて、現地

でケンカになったという話を聞いたことがあります。岩手県はジェトロや政府にも黙って

ではなく、ちゃんと報告をしておりましたけれども、当時の薩摩琉球国のひそみに倣いつ

つ、岩手は岩手で上海万博に出るぞという気概で出てきたところであります。 

 また、TPP との関係で改めてこの自由貿易のあり方が今問われているのですけれども、

フリートレードも大事でありますが、むしろフェアトレードということが最近着目されて

きたと思っております。例えばネパールのお茶。その生産者の顔が見える、生産地の事情

が良く分かる、そういう中で日本で消費していこう、外国資本が金と力に任せて生産をさ

せ、それを大量に売っていくのに乗っかるのではなく、その生産者と消費者が心通わせる

ような、そういう生産と消費の関係を作っていこうというのがフェアトレードです。元は、
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発展途上国援助の一環として日本で広まっている話ではあるのですけれども、このプーア

ル茶と单部鉄瓶の連携というのは、まさにこのフェアトレード的な発想で、プーアル市の

生産者や地元の人達の顔が見え、事情が分かり、单部鉄瓶側も上海万博出展オープニング

の後は、プーアル市一行、上海大可堂一行が岩手に来て、单部鉄瓶の生産の現場を見てく

れるとか、そういうことをやっております。地方自治の現場からすると、フリートレード

も大事なのですけれども、フェアトレード的な観点から地域資源を発掘、育成して、それ

が外国と交流できるのであれば、外国とも交流していく形が、地に足の付いた地域主権的

な貿易のあり方ではないかと思っております。 

 次に高知県との交流について紹介します。今年は『龍馬伝』が大河ドラマで放映され、

全国的な龍馬ブームですけれども、そういう中にあって、高知県立坂本龍馬記念館と、岩

手県盛岡市の石川啄木記念館の２つの記念館が、共同展として、「龍馬と啄木展」、「啄木と

龍馬展」をそれぞれの記念館で２、３カ月ずつやりました。なぜ、この２人が結びついた

のかというと、去年 10 月に高知駅前に、石川啄木とそのお父さんの、『石川一禎・啄木父

子の歌碑』という歌碑が建立されました。石川啄木は早くに亡くなってしまったのですが、

お姉さん夫婦がお父さんを引き取り養い、お姉さんは鉄道員に嫁に行き、その鉄道員が高

知の今で言う JR の駅長というのかな、になって、高知駅前の鉄道官舎で、啄木のお父さん

は晩年悠々自適の生活をしながら、短歌をいろいろ詠んでいた。それで、高知県の短歌フ

ァンの皆さん、歌人の皆さんが、ぜひ啄木父子の歌碑を建立しようという話をしていまし

た。一方、私は、高知県の尾﨑知事が今年１年間を龍馬イヤーとして「龍馬博」を高知全

体で展開するとお聞きし、「ぜひそれに岩手からも参加させてほしい」という話をしていた

ところ、その石川啄木父子の歌碑建立を進める高知の皆さんと、岩手県側とも話が盛り上

がり、意気投合しました。そして盛岡市の石川啄木記念館に、山本玲子さんという立派な

啄木研究家の学芸員がいて、どちらかというと市の系列の職員になるのですけれど、岩手

県知事の名代に私が任命して、高知駅前の啄木父子歌碑の建立式に派遣した際に、そこの

現地で両記念館が盛り上がって、共同展をセットしたという経緯があります。これも政府

に頼らず、地域と地域が結びついてコラボレーションしたわけでありますが、自治体当局

もさることながら、高知県側の歌人の皆さん、そういう民間団体が实は決め手になる動き

をしてくれたわけであります。 

 また、今年秋、「全国龍馬ファンの集い」という全国大会が、たまたま岩手県一関市で開

催されまして、尾﨑高知県知事に来てもらい、私と尾﨑知事が龍馬のかっこうをして対談

をいたしました。これも「全国龍馬会」という坂本龍馬ファンの民間団体の人達が盛り上

がってやってくれたところに、両知事が乗っかったような話であります。そういう自治体

以外の主体、「新しい公共」の一環だと思いますけれども、そういう民間団体や、啄木ファ

ンとか龍馬ファンとか、そういう個人の動きも相まって、地域間の交流連携が進む。これ

に合わせて、高知県のデパートで岩手の物産展を開くとか、岩手でも高知の物産展を開く

とか、そういうことも並行してやっております。これもまた地域主権を地域から实践して



52 

 

いくということの例だと思っております。 

  

地域主権型社会のあるべき姿の確立 

次に、住民意思の实現による地域主権の实践、市町村への権限移譲であります。岩手県

では市町村への権限や事務事業の移譲を積極的に進めておりまして、まず市町村との協議

窓口を県の側に整備し、職員交流の拡大などの人的支援の拡充や、財政支援の充实など集

中的に取り組んできました。その結果、合併市町村を中心に大幅に権限移譲が拡大し、平

成 18 年度、約 3,600 事務の移譲であったものが、今年度の平成 22 年度は３倍以上の 12,000

事務に増えております。今後、国の地域主権改革によって、法定移譲される事務の引き継

ぎへの支援や円滑な事務処理への支援を、これまで同様進めていくこととしております。 

 次に４広域振興局体制の構築ということを岩手でいたしました。７つあった振興局を４

つに再編統合したわけでありますけれども、この４つの広域振興圏、産業振興を中心に圏

域が一体となった地域振興施策の効果的・効率的な展開に向けて、限られた行政資源、行

財政資源を戦略的に集約し、組織力・地域力を最大限に発揮していく組織体制としたもの

であります。県本庁から４つの広域振興局に権限、予算、人材を移し、広域振興局の総合

力・機動力を発揮した地域経営を一層強化し、市町村と連携しながら圏域ごとにそれぞれ

の目指すビジョンに向けて取り組む体制となっております。それぞれの広域振興局長が知

事の名代として、域内の市長、村長さん達とかなり密な話し合いを常に行って、県と市町

村が一体となりながら、広域の地域振興ということに取り組んでおります。 

 次に、地域主権型社会のあるべき姿の確立に向けて、「地域経営」の考え方というお話を

いたします。岩手県では、この「地域経営」という考え方を、「新しい公共」という言葉が

広まる前から使っているのですが、県民、企業、市町村など地域社会を構成する多様な主

体と自治体が手を携えて、地域資源を最大限に活用しながら、地域の個性や特色を生かし

た取組みによって、地域の価値を高めていくというのが、「地域経営」の考え方であります。

今、政府が掲げている「新しい公共」という考え方に共通するものだと思っております。 

 この「新しい公共」そして「地域経営」の考え方に基づきまして、去年 11 月から「岩手

県 I 援隊運動」というものを展開しております。坂本龍馬の海援隊の海の字を、岩手県の頭

文字、アルファベットのＩに変えて「Ｉ援隊」ですけれども、県職員一人ひとりが坂本龍

馬になったつもりで、脱藩ならぬ脱県の勢いで取り組んでいこうというものです。所属す

る藩やあるいは武士という身分にとらわれないで、自由にいろいろな人達と繋がりを作り、

協力・連携してさまざまなことを实現していくというのが坂本龍馬の海援隊です。この「Ｉ

援隊」というものも、県職員だけで仕事をするのではなくて、県内、さらには県外も含め、

さまざまな主体と問題意識や地域課題などを共有し、そして課題解決に取り組む、そうい

うネットワークを構築しながら仕事に取り組んでいこうというもので、そういう意味では

上海万博への出展や高知県との交流も、「Ｉ援隊運動」の一環という位置付けもできるとこ

ろであります。もともと公務員改革の实践としてスタートしたものでありますが、岩手県
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商工会議所連合会が「岩手観光Ｉ援隊」をやることを決めてくれたり、県民運動的な広が

りもできているところであります。 

 それから政策評価において、県民協働型評価を取り入れることとしており、県内の NPO

や大学と連携して实施しております。今年度からワークショップの手法等も導入して、県

民の意見をさらに反映させる仕組みにしております。これも官民の枞を越えた多様な活動

の展開として、地域経営の視点に立った取組みであります。 

 地方自治法に基づく地方公共団体というのは県と市町村ですが、そういう県や市町村の

エリアとは違いますが、住民にとって重要なエリア、ひとつはさきほどの４広域振興圏の

エリア、市町村を越えたビジネスや生活の広がりの広域のエリアがあります。もうひとつ

として、市町村の中にあるコミュニティ、町内会・自治会というのも、地方自治法上は位

置付けられていないのですが、住民にとっては暮らしや仕事の現場であり、大変重要です。

そこで、この「元気なコミュニティ 100 選」という事業を展開し、先進的な取組みをして

いる団体を、「元気なコミュニティ 100 選」として認定して、県内外に情報発信しながら、

選ばれた団体の一層の活動促進と、また他のコミュニティへの参考ということで、こうい

う事業を展開しております。 

 こうしたコミュニティの取組みのひとつとして、盛岡市の隣に位置する滝沢村の姥屋敶

という地区ですが、道路の拡幅工事を地域住民の全員が参加して造ってしまったという事

例があります。平成 17 年から２年間、1.4 キロの道路拡幅、「姥屋敶マイロード事業」と名

付け、用地交渉から重機を使っての作業まで、ほとんど住民の手で行ったものであります。

また、岩泉町という大変自然が豊かな地域に、山と川を活かして年間５回の祭りを開催し

ている大川という地区があります。交流人口の拡大、地域の活性化を目指したものですが、

防犯活動、環境活動、食文化の掘り起こしと、さまざまな分野にも活動が展開されており

ます。この自治会の組織の下に、地域の生活産業に関する、あらゆる分野の組織がきちん

と作られていて、一種、地方独立王国のような体制になっているところであります。『農家

の嫁の事件簿』というブログ、これが大変評判になったのですが、この大川地区に住んで

いるお嫁さんが書いたブログが、ブログコンテストかなにかの１位になっており、小学館

から本になって出ています。全国的にも知る人ぞ知る地区であります。 

 

「自立」と「共生」が地方自治の本旨 

 「自立と共生」と「地方自治」ということでありますが、地方自治の本旨というのは何

だろうということをつらつらと考えますと、地方自治は「団体自治」と「住民自治」から

なっているのですが、「団体自治」というのは一定の地域を基礎とする独立した団体がその

地域の行政を処理することで、その理念は一言で言うと「自立」ということではないかと

思います。「住民自治」の理念を卖純化しますと、そこは住民同士、力を合わせ助け合って

生きていこうという「共生」の理念です。地方自治というのは制度的に「団体自治」と「住

民自治」からなるわけですけれど、理念とすれば、この「自立」と「共生」が地方自治の
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本旨と言えるのではないかと思っております。 

 このことを確信させてくれたひとつのきっかけが、平泉文化であります。この平泉、今、

日本がユネスコに出している世界遺産候補の暫定リストのトップになっておりまして、２

年前のユネスコの世界遺産委員会では登録延期という判定になりましたが、そのときユネ

スコ側の「この説明の整理をこういうふうにしたほうがいい」「１０いくつある資産をこう

数を絞ったほうがいい」といった助言に基づいて、再申請をしておりまして、来年の夏の

世界遺産委員会にかかることになっております。そこで認められれば、晴れて日本で一番

新しい世界遺産ということになる、平泉の文化遺産であります。この平泉、国宝第１号で

ある中尊寺金色堂など、非常に美術的にも優れた文化遺産でありますが、歴史的にも大変

特色があります。平安時代の終わり、京都中心の中央集権の時代にありまして、独自の政

治理念を持ち、仏教の教えを生かした独自の国づくりを進め、かなりの程度自立した地方

政権でありました。経済的にも国内はもちろん、中国から経典や高価なせとものを輸入す

るなど、経済的・社会的にも自主自立の都を实現していた平泉であります。 

 この平泉は、藤原清衡が開いた都ですが、前九年の合戦や後三年の合戦という東北の豪

族同士の争い、またそこに中央から派遣された源氏が絡んで大戦争が続き、初代藤原清衡

も父親が惨殺され、妻や子供も殺され、母親は敵方の第二夫人にされてしまい、そこで新

しく生まれた父親違いの弟と戦争しなければならないはめになるなど、とにかくもう辛酸

をなめ尽くす初代藤原清衡が、「もう戦争はしないようにしよう」、そして「戦争で犠牲に

なったのは、もう敵も味方も関係なくそれを祀ろう」ということで、中尊寺金色堂を建立

するわけであります。その供養願文という宠言文の中に、「合戦で亡くなった人々の霊を、

敵味方の恩讐を越えて浄土に導きたい」、さらに「人間だけでなく、鳥獣魚介の類まで、命

あるもの、その命尽きるときには安らかな浄土へ導きたい」という宠言文を出しています。

これは「人と人との共生」、そして「人と自然との共生」、今で言うと平和と環境の理念を

900 年前に宠言していたということでありまして、ユネスコ憲章の趣旨にも沿う、ぜひ世界

の皆さんに知ってほしいと思う理念であります。 

 というわけで、この平泉の歴史を繙きますと、「自立」、そして「共生」ということが、

突然変異的に現れたわけではなく、縄文時代以来の、自然と一体となりながら、人と人と

が協力し合って暮らしてきた、東北全体の風土の中から花開いたものだと思うのですけれ

ども、そういう「自立」と「共生」の理念、これが地方自治の本旨でもあるのではないか

と考えております。 

＊ 

以上、地域から、暮らしや仕事の現場から、この地域主権改革というものを進めていく

ときに、こういうふうにしたらよいのではないか、今こういうふうにしていますというこ

とを述べてまいりました。お役に立てれば幸いです。最後に、この日本自治学会第 10 回総

会・研究会の成功を祈念いたしまして、私の講演を終わらせていただきます。ありがとう

ございます。 
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（注） 

＊記念講演の文中、石川啄木の「啄」の文字の「豕」は公式の表記（点あり）ではなく、「啄」

の表記とさせていただきました。 
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【共通論題Ⅰ 新しい公共と住民参加】 

 

 
地域主権の特色ある結い社会づくり 

―「小さな市役所構想」から「合衆市イーハトーブ花巻構想」へ― 
 

岩手県花巻市長  大石 満雄 

 

 

 

小さな市役所構想――27の地域に交付金 

岩手県花巻市長の大石満雄と申します。よろしくお願いいたします。 

今日ずっと講演も含めてもう皆様、お分かりのことだと思います。今の日本の状況がど

うなっているかということです。われわれの国というのは、高度経済成長と中央集権で、

こういう豊かな社会はできたという、恩恵は被りました。でもそれと同時に、なくしてき

たものがある。昔あったもの、それは人と人との繋がりですよね。いわゆる、人との関係

が希薄化したことによって今、いろいろな社会現象が起きているということと、やはりお

金がたくさんあったため、いろいろなニーズを叶えてしまったという、これは結果として

行政頼りということを強く生み出してしまったということだろうと思います。それが今で

きなくなったということですよね。 

 そしてこれから大変なのは、人が減っていくということです。おそらくこれは、半世紀

で止まってくれればよいなと私は思っていますが、そうしますと今の子供が大人になって、

今度は实際にこの社会に貢献していく、20 代、30 代、20 年後、30 年後、人口がずーっと

減っていきます。その時代になっても、人口が減っても成り立つような自治体や地域を、

今から作っていかないとならない、そういう考え方で、花巻市の地域づくり施策を取り組

んでまいりました。 

 それが「小さな市役所構想」です。これは何かと言いますと、何のことはないのですよ。

私達は、より良い地域社会で暮らしたい、これは絶対誰もが思っています。思っているの

ですけれども、なかなかそうならない。そうなったときに１回足元を見てみませんかとい

うことです。自分達の住んでいる地域を、一番良く分かっているのは、そこに住んでいる

自分達自身ですよね。全く当たり前のことなのです。ところが、行政に言えば何でもやっ

てくれるだろうとなる。行政はそれだけ深く分かっているかといったら、そうではないの

です。要望が出たことに対して解決しようという流れです。けれども、地域の人はもっと

もっと地域のことが分かっている。「ここから始めましょう。そこで、より良い地域社会に

するために、自分達が住んでいる地域について、まずは考えてみましょう」ということで、

花巻は 27 の地域割りをして、コミュニティ会議という話し合う場を設定していただきまし

た。けれども、考えただけでは良い地域にはならないのは、当たり前のことです。まずは
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自分達でできることから始めてみましょうよということで、考えて实践をしてもらう。ま

ずはやってみませんかということです。それで、その手助けに、財源も交付金として用意

しました。これは 27 の地域総額で２億円です。ですから 1 箇所 500 万から 1,000 万ぐらい

です。その大きさによっていろいろです。これを使って、まず、できることから手を着け

ていきましょうということです。 

 この取り組みをすることによって、徐々に自立という考え方を、また作っていきましょ

うね、ということです。これで、地域住民の力によって、地域づくりがスタートいたしま

した。これが、小さな市役所構想というものです。 

 この支援のために、今までの公民館を「振興センター」と変えまして、そこに職員２人

を送り込んでいます。これは合併によって、やはり職員にも余裕ができたのです。職員数

は、すごい数になりました。ですから、今までの行政の仕事はぎゅっとしぼって、その分

地域に職員を送りました。それで、せっかく職員がいますから、利便性も考えまして、27

の地域で市役所の住民サービスの窓口も始めたのです。住民票が取れるとか、印鑑証明書

が取れるとか。それで、ちっちゃな市役所という意味で、「小さな市役所」と名前を付けた

のです。地域づくりには変わりはありませんけれど、こういうことを始めました。 

 これをやり始めて、３年、４年目になります。そうすると、やはりいろいろ課題も出て

きております。その共通するものは何かというと、「こういう地域づくりというのは、本当

にこれからも続いていくのか」ということです。「いわゆる制度として、これをしっかり続

けてもらえるの」ということでした。「市長が代われば変わってしまうのではないか、市長

が代われば交付金も来ないのではないか」と。条例などで位置付けている訳ではなかった

ので、そういう不安が大きく出てきたのですね。自分達でやってみて、前よりも本当に自

分達は身近なものがすぐできるようになったと。そういう面では評価が出てきたのですけ

れども、「いや市長が代わったら、ほんとうにこれを続けてよいのだろうか」という、「力

が入らない」という不安の声が出てきたのですね。 

 

一体感醸成地域コミュニティ「合衆市イーハトーブ花巻構想」 

それと、もう一つは、「コミュニティ会議」という地域づくりのための組織があるのです

が、その代表者が、「私はいったい地域の中で、どういう立ち位置になっているのだ」とい

いました。これも何にもないのですよ。ですから、そういう不安が常にその代表者にはあ

り、役員にはありという状態です。このことが共通した不安でした。それで、これは解決

してあげないと、次に進めないだろうということで、この解決策を盛り込んだのが、今、

取り組んでいる、「合衆市イーハトーブ花巻構想」です。 

 これを簡卖に説明します。先ほど言いましたように、この仕組み自体が続くのか、あと

は会長の立場だとか、次の会長の担い手だとか、役員の担い手だとかをどうするかという

心配がありましたので、それを解決しようということで、まず条例化をしましょうという

ことになりました。今の仕組みを、そのままそっくり条例化しましょうということです。
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それで、資料にあるのは私のマニフェストで、まだまだ荒いものですが、今、地域と何回

も話し合いをして、だいたい固まりつつあります。 

 それで、どういうことをするかというと、このコミュニティというのは 27 地区にありま

すが、この地区をちゃんとまず条例の中に指定しましょうということです。そして二つ目

はコミュニティ会議というのも、条例の中でちゃんと位置付けましょうということになり

ました。「地域づくりをするための組織ですよ」ということと、「会長さんの仕事というの

もちゃんと位置付けましょう」ということです。これは何のことはないのですよ、「会長さ

んは、地域づくりの代表です。だからある意味では、村長さんだというような認識を持っ

てもらいましょう。そうすると、地域住民の意識は変わってくるでしょう」ということで

す。そして四つ目は、地域づくり交付金もちゃんと位置付けます。そうすると継続して支

援もできるということで、これが条例の中身です。卖純です。 

 考え方としては、「この花巻市行政と、そしてこの地域と、協働によって地域づくりをし

ていく。地域でできることは地域でやってください。地域でできないことは、行政がしっ

かりとそれをフォローして、そして一緒になって地域を作っていくという考え方をしっか

りと条例の中で位置付けていきましょう」ということです。それで、もう一つは、今まで

どおり職員も配置して、支援していきます、ということです。さらに、この振興センター

を全くコミュニティの地域づくりの拠点にしましょうということで、このコミュニティに

全部この管理を委託しようとしています。「全く自分達の拠点として使ってください。そう

すると、管理運営の経費が別に出ますから、その経費で事務局の体制も、地域の方から雇

用して、しっかりと確立しましょう」というようなお話もして、まちづくりを進めていま

す。 

 それで、实はその中で一番大切なことは、自分達でできることは自分達でやっていこう

という「自立」という意識を住民が持つかどうかです。これが一番大切ですが、なかなか

この意識というのは、そう簡卖には拡がりません。实践した人は分かってきます。ですか

ら、とにかくどんどん役員も代わって、实践する人が増えていけば、だんだんとこの考え

方は拡がってくるはずです。そういう考え方でやっています。 

 そしてあとは、助け合い・互助の力で地域づくりをしていくのだという意識、これは昔

あった考え方ですが、それをもう１回取り戻そうということなのです。最後に言わせてい

ただければ、やはりこの各地域、27 ある地域で差が出てきました。どんどん進んでいくと

ころと、なかなか進まないところ、その差はたった一つだけです。いつの時代も、やはり

リーダーです。どういうリーダーがいるかということ、これは何をやるにも大きいことで

す。 

 平成 18 年１月１日に花巻市は、４自治体が合併しました。ここから、やはり見えたので

すよ。行政依存体質、というのと、そこから脱却しようとしても壁が大きいものがあると

いうことです。合併前には行政が四つありました。市役所・役場がありました。みんな住

民が行政を向いています。もう依存しているのです。要するに行政が一つになって、今ま
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であった行政に、依れなくなってしまいますから、住民がどこに行ってよいか分からなく

なってしまう、不安だと言うのです。これは、例えば周辺部が置いていかれてしまうので

はないかとか、ということなのだと思います。 

 でも、もしも、最初からこの行政じゃなくて、地域コミュニティというシンボルがあっ

て、ここに集まってみんなが地域コミュニティ活動をしっかりしているのであれば、合併

なんていうのは卖なる行政サービスの枞組みを大きくしただけのことであって、何ら心配

することがないはずなのですよ。だから、こういう自立した地域の形があればよいだろう、

ということもありました。まだ、昔の壁がここにあるのです。これを取り払わないと本当

の合併になりません。昭和の大合併以前だともっと小さい村がいっぱいありました。これ

がほんとうの地域卖位です。ですからこの小さい地域卖位で、コミュニティがしっかりあ

って、ここにこう、みんなが向いて集まっているというのが、最初からあればよかったの

ですが、もうここがなくなってしまった、ということですね。 

このように一体感醸成地域コミュニティという形を目指しているのが、「合衆市イーハト

ーブ」です。27 の地域全部が集まって花巻市ができあがっているのですよということで、

一番分かりやすいのは何かなと思ったら、「ああ、アメリカ合衆国だろうな」ということで

す。だから、この名前を付けたということなのです。 

 それが、自分の地域に誇りを持つことにつながるということ。そういう意味合いで、花

巻市は今、地域づくりをやっています。 
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【共通論題Ⅰ 新しい公共と住民参加】 

 

 
「浄門の里」のむらづくり 

 

浄門の里づくり協議会代表 佐藤 幸作 

 

 

 

「定住と交流によるむらの活性化」を基本理念                                 

それでは、「浄門の里」の集落を簡卖に紹介させていただきます。私たちが活動を開始し

なければならないと思ったきっかけは、平成６年当時、集落で住民の集まる機会は年２回

程度開かれる常会（集会）で、酒を飲んだ後に住民からよく聞かされる言葉がありました。

それは「盆、正月には必ず帰省していた息子夫婦や孫がだんだん帰らなくなった」、また、

農繁期になるといつ頃田植えするのか・稲刈りをするのかと聞いて、休みを利用して手伝

いに来ていたのが、今では「田植えや稲刈りの農繁期にもあれこれ言って帰ってこない」

という数人の住民がいて、このままでは村が廃れて無くなるという危機感を抱いていたこ

とです。しかし、これまでの日常生活の中ではあまり聞くことのない話でした。そこで、

このままでは集落が危ないと考えた私たち 40 代～50 代の住民が集まって、門崎に若者が帰

ってくるむらにするにはどうすればいいのか真剣に論議を重ね、平成７年３月にむらづく

り組織の設立準備委員会を立ち上げたのがきっかけで、現在のむらづくりに至っておりま

す。 

 それで、むらの活性化を図るために何をどのようにしようかということになれば、なか

なかよいアイディアが見つからなくて、それでは１年かけて準備しましょうということに

なり、とにかくむらの中をみんなで歩いてみたら、何か見えてくるのではないかというこ

とで、むらの問題点を洗い出すために、住民総参加で集落を隅々まで歩いて点検し、点検

地図を作成して気になる所をとことん話し合い、「豊かで住みよい活力あるむらづくり」を

目指すための活動計画作りをすることになりました。計画に当たっては、「定住と交流によ

るむらの活性化」を基本理念に掲げてスタートしました。そして、１年かけて「21 世紀に

向けたむらづくり 10 カ年計画」を取りまとめました。 

「むらづくり 10 カ年計画」は後でスライドのほうで紹介しますが、たった１枚の鳥瞰図

です。その１枚の鳥瞰図を作るのに１年かかりましたが、今では「むらづくり 10 カ年計画」

を計画的に实行に移し、その实現を一つひとつ図りながら農業農村に住むことの誇りと喜

びが持てるむらづくり活動を行っています。当時「むらづくり 10 カ年計画」の鳥瞰図及び

資料を住民各自に配布してはという意見もありましたが、おそらく無くしてしまうという

ことで、１枚の看板に作り、集落の入口で人通りの多い道路脇で一番目のつく場所に掲げ

ました。それは、誰が見ても「ああ、こういうことをやるのか」と解るようにするためで
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す。住民はいつもその看板を見て通っていたと思います。 

先ほど花巻市の大石市長さんのお話にもありましたが、私たちの活動方針も「自分達の

住む むらは 自分達の手作り」を合言葉に、全て手作りでいきましょうということで活動

を行っています。 

やはり活動するには、「むらづくり 10 カ年計画」に従って活動をしていますが、なかな

かよい助成事業制度のない年度もあります。それでも私達は、住民に出来るだけ資金的負

担をかけないという考えから、全てではありませんが事業の殆どは、助成事業資金をいた

だいて活動をしています。助成事業資金制度の申請に当たっては、全体事業費の二分の一

の助成金額を目安に申請しております。 

 

活動のキャッチフレーズ「“浄門の里”のむらづくり」 

それではスライドのほうで、これまでの活動内容を見ていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

ò浄門の里óとは、 

・二戸市 浄法寺町 門崎の……「浄」「門」 

・門崎地区は二戸市 浄法寺町の 单の玄関口……「浄」法寺町の「門」にあたる 

・この地で力を合わせて暮らしていただろう縄文人の力強さと開拓精神にならう 

……古代ロマン「縄文」と「浄門」 

また、当時は青森県の三内丸山遺跡で縄文が騒がれていた時期でもあったので、それに

因んで「“浄門の里”のむらづくり」をキャッチフレーズに活動をしています。 

  ò浄門の里óの門崎地区は、岩手県の北西部に位置する二戸市にあり、市の中心部から单

西に約 25km（車で約 30 分）で、单は八幡平市に隣接している山間集落です。地区を单北

に流れる清流安比川と山々に囲まれた、豊かな自然に恵まれた地域です。気候は、夏は比

較的温暖ですが、冬は季節風が強く積雪は１m を超すこともあります。 

交通機関は、以前はＪＲの路線バスが走っていましたが、平成 19 年に廃止になり現在路

線バスは走っていません。交通機関は自家用車でなければ行くことができませんが、高速

道路利用の場合、八戸自動車道の浄法寺ＩＣからは車で約 15 分、東北自動車道の安代ＩＣ

からは車で約 10 分で来られます。 

地区の概要ですが、集落の人口は、現在 77 人で、戸数は僅か 19 戸の小さな集落ですが、

人口の動向を見ますと協議会設立当時の平成８年から殆ど変りなく推移し、高齢化率は

徐々に下がって現在に至っています。また、年齢別人口構成を見ても殆ど変わりなく、小

学生や中学生もいて、この人口構成が、ここ 15 年間変わっていないということが、むらの

元気な秘決ではないのかと思っています。 

農業ですが、集落は全て農家で、大部分が兼業農家です。専業農家５戸となっています

が間違いで４戸です。作付け体系は水稲、葉タバコ、野菜の他、近年は花卉が多く栽培さ

れるようになっております。山林は人工造林地が多く、山林の立体経営（人工造林の地上
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空間利用）に取り組み、キノコ、葉ワサビ、ミズナ等の栽培を行っていて、集落の近くに

ある産直に出荷しています。また、協議会活動開始４年後の平成 12 年から、これまでに４

人の若者が都会からＵターンを決意し、担い手農業者になり、農業に、そして地域活動に

活躍し、地域に確かな元気と明るさが取り戻されてきています。農家の売り上げ順位は花

卉、野菜、水稲の順になっていると思います。 

協議会組織の概要ですが、平成７年３月に“豊かで住みよい活力あるむらづくり”を目

指して設立準備委員会を作り、１年間をかけて“浄門の里”のむらづくりをキャッチフレ

ーズに、「定住と交流によるむらの活性化」を基本理念に掲げ、住民自らが 21 世紀に向け

た「むらづくり 10 カ年計画」を取りまとめ、平成８年３月に 19 戸全戸が参加して「門崎

むらづくり推進協議会」を設立しました。 

その後、むらの活性化を図るために「むらづくり 10 カ年計画」を計画的に实行に移し、

様々な活動を行い現在に至っています。 

平成 18 年３月には、地域の宝である資源（鉱泉）を生かした公衆浴場の計画が实施され

ることになり、併せて活性化センターの建設が計画されることになりました。そうした計

画を实施するには、温泉の許可、共同浴場の許可を取得する必要があり、また、活性化セ

ンターの管理運営を行うためにも組織を法人化しなければ無理であることが解り、平成 18

年３月に「門崎むらづくり推進協議会」から「浄門の里づくり協議会」に組織名称を変更

し、幅広く活動が出来るようにしました。当協議会は、平成 20 年３月に「地方自治法第 260

条の２第１項」による法人格（地縁による団体）を取得し活動を行っています。 

協議会組織としては、会長、副会長、事務局、会計、監事がいて、その他に６部会（企

画行事、建設、生活環境、施設運営、女性、青年）があり、部会には部長と副部長がいま

す。さらに老人クラブと育成会があり８部会に分かれていて、会員は何かしらの形で役員

になっています。会員は現在 52 名ですが、会員資格としては会費をいただく関係から 20

歳以上 80 歳未満の方に会員になっていただき、会費をいただいて活動をしています。 

先ほど言いました 21 世紀に向けた「むらづくり 10 カ年計画」は、この看板１枚に取り

まとめてあります。看板は集落の入口で人通りの多い道路脇に掲げてあります。この１枚

の計画図に従って地域づくり活動を行っています。計画図の中で赤く塗りつぶされた赤文

字の部分が、これまでに完成した施設です。協議会活動を始めて今年で 15 年目になり、「む

らづくり 10 カ年計画」のおよそ９割方は完成していますが、尐しだけ未完成の部分があり

ます。 

活動方針としては、「自分たちの住む むらは 自分たちの手作り」を合言葉に、五つの活

動方針を立てました。 

・各種行事や活動に住民の積極的参加  ・都市との交流  

・先進地視察研修、講演会等の開催 

・生活環境整備、景観づくり  ・住民の交流の場コミュニケーションの場の復興 

この活動方針に従い活動しております。 
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 また、活動は 10 カ年計画の長期計画でありましたから、活動に当たっての決まりを作り

ましょうということになり、次のような活動計画を立てました。 

 ①「むらづくり 10 カ年計画」の实施に優先順位をつけない 

   ・自分達で出来る所から活動する 

   ・活動は自分達の楽しみとして、生活の一部として行う 

   ・住民に資金的な負担を出来るだけかけない 

   ・行政および助成事業団体等の助成事業制度を出来るだけ利用する 

事業の实施に優先順位をつけない訳は、助成事業制度を利用して住民に資金的な負担を

出来るだけかけない。それは必ずしも实施しようと思う事業に見合った助成事業制度が無

い年度もあります。このため「10 カ年計画」事業に見合った助成事業制度を利用するため

です。 

 ② 共同作業参加を決して強要しない 

   ・共同作業が住民の負担にならないこと 

    「参加できる人は、参加できる時に、出来ることをやる」 

   ・共同作業が終わったら必ず、その日の反省会を行う 

 ③ 農業農村に住むことの誇りと喜びがもてるむらづくり 

   ・計画の实現を目指して全員で協力し、全員の力で实行する 

   ・「10 カ年計画」を計画的に实行に移し、その实現を一つひとつ図る 

   ・都市との交流および住民の交流を盛んにする 

   ・これまで行われて来た行事を大事にし、さらに行事を増やす 

これは住民のコミュニケーションを図るために、集まる機会を増やすためです。 

都市との交流ですが、私たちは、むらの活性化を図るために都市との交流も積極的に進

めています。盛岡市の「月が丘一丁目町内会」とは、平成 12 年から交流を始めていますが、

平成 19 年度までは、その場その場限りのイベント交流でした。しかし、長く交流を継続す

るために交流関係強化を図りましょうということになり、平成 20 年３月に「友好交流に関

する協定」を結び、次のような定期交流活動を行っています。 

・両者で行われる各種イベントへの参加協力  ・体験交流  ・郷土料理の研究開発 

・伝統文化、芸能、スポーツ交流  ・農産物等の産地直売交流 

以上の活動をメインに交流を行っています。 

これは田植え体験交流ですが、20 アールの水田を用意して、５アールは手植え、15 アー

ルは機械植えということで体験をしていただいています。体験交流には親子で参加して頂

きます。そして田植えが終わった後、７月 10 日前後になりますが、田植え後の中間管理と

いうことで、稲の生育状況観察と、丁度その時期になりますと、むらの水路には蛍がいっ

ぱい飛び交うようになりますので、蛍観察と合わせて１泊２日の日程で交流を行っていま

す。また、秋の稲刈り体験交流は、春に手植えをした５アールは手刈りをしていただき、

はせ掛けにします。機械植えをした 15 アールは機械刈取り（コンバイン）で体験をします。
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お昼ご飯は田圃の畔にブルーシートを敶き参加者全員で一緒にいただきますが、参加者に

はご飯がとても美味しいと喜ばれます。体験交流を始める前の地域のこども達は、田植え

とか稲刈りに関わることも無く興味も示さなかったのが、体験交流をやることによって、

地域のこども達も一緒に体験するようになり、今では家の手伝いもするようになってきて

います。 

これは、冬の炭焼き体験交流を行っているところです。炭窯に木を入れて炭になるまで

に１週間かかります。したがって、体験には２度来ていただきます。最初は、木割をして

割った木を炭窯に入れて窯一杯に満遍なく並べ、そして火入れをする。火入れ後の中間管

理は協議会が行い炭にします。２度目は、炭窯から出来あがった炭を出していただく作業

で、作業は大変ですが炭窯の煤埃で真っ黒になったお互いの顔を見て笑いが止まりません。

とても喜ばれます。体験は、親子参加で体験をしていただいております。 

 これはイベントの開催ですが、住民の交流の場をつくり交流の機会を増やすということ

で、イベントの開催を多く行うようになりました。今やっている恒例のイベントは、春の

花見会、夏祭り、収穫祭、しめ縄の奉納です。その他にも必要に忚じていろいろなイベン

トを開催しています。後の方で出て来ますが、息子夫婦や孫たちが帰らなくなった原因は

二つありました。一つはトイレが汲み取りであるということ、もう一つは休みを利用して

帰っても何の楽しみも無く家の手伝い仕事だけであるということでした。そういった二つ

の大きな問題がありました。 

 これが夏祭りですが、毎年８月 15 日のお盆に開催しております。お盆、お正月には帰省

実も年々多くなり、今では、こども達が連休や、夏休み・冬休みになると「早くおじいち

ゃん、おばあちゃんの所に行きたい」という話も多く聞くようになりました。 

これが収穫祭です。収穫祭は毎年 10 月の第４土曜日ということで決めて開催しています。

その年にお世話になった方々を招待し、交流都市の月が丘一丁目町内会さんと一緒になっ

て郷土料理を作り、参加者全員でご馳走になりながら芸を披露しあって、秋の短い一日を

楽しんでいただきます。参加者は餅つきやソバ打ち体験もできます。また、農家では収穫

の終わった後のリンドウ畑やミニトマトハウスに入ってもらい、好きなぐらい採って持っ

て行って下さいということで、これをお土産にしております。 

これは、しめ縄を作りむらの馬頭観音に奉納しているところです。 

お盆と、お正月の年２回行われている帰省実との交流会では、「俺たちが出て行ったころ

と比べ、ずいぶんむらが変わったなあ」と、里帰りをするたびに変化するむらに驚いてい

る人が多くなりました。 

 

事業は全て住民の手作り 

ここからは事業の展開ですが、これまで取り組んで来た事業は、全て計画から实施まで

住民の手作りによるもので、住民の総力を挙げて完成させて来ました。事業の实施は出来

るだけ農繁期を避けて行っています。これは、東屋と池を配した農村公園を作っていると
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ころです。むらは川に取り囲まれた地形に在り、景観整備の一環として河川堤防に植樹や

植栽をして河川堤防の景観を整えているところです。また、このようにちょっとした空き

空間を利用して小公園を作ったりもします。こういう整備は全て住民の手作りで行ってい

ます。ここに書いてありますが、事業は、老若男女を問わず総参加で完成させています。 

これは、蛍水路の整備をしているところです。むらに以前は蛍がいましが、一時期いな

くなりました。それで、約 30m 区間をコンクリート水路撤去し、石積み水路に改修し、他

地区から蛍の幼虫と幼虫の餌となる川蜷（巻き貝）を持ってきて３年間放流した結果、今

では沢山の蛍が飛び交うようになりました。 

これは、水車小屋を作ってほしいと住民から強く要望され、水車小屋を作っているとこ

ろです。土曜日と日曜日を利用して約４カ月間強かかり、やっと完成しました。完成して、

挽き臼の木で作った歯車が回り、挽き臼が回転した時は、製作にかかわった皆が感動しま

した。 

これは、むらにこども達の遊び場が無かったので、こどもの遊び場を作ってやりましょ

うということで、遊具を配した遊び場を作っているところです。これは、協議会設立５周

年記念事業ということで、専門家を招き講演会、及び先進地視察研修を行ったものです。

また、これは炭窯を作っているところです。炭窯は自家用燃料の炭作りの他、体験交流施

設として利用されています。 

それで、これは平成 15 年に共同浴場の計画に取りかかりましょうということになり、地

域の大事な資源で、「昔この辺に皮膚病によく効く温泉が在った」と言われている所を手探

りで掘って、やっと源泉（鉱泉）を見つけました。手掘りで掘り進み、岩の割れ目から硫

黄の匂いがする鉱泉が湧出してきた時はビックリしました。あまりに簡卖に見つけられた

からです。源泉から集落までは約２km ありますが、田舎道の狭い場所に送水管を埋設しな

ければならなく、このように住民総参加で、手掘りでパイプを２km 埋設している所です。   

これは、一級河川安比川を横断する工事ですが、大工事になりけっこう皆さん苦労しまし

た。河川管理者から横断は川底横断でなければ許可出来ないということになり、川底横断

工事の作業を行っている所です。 

これは、下水道整備事業ですが、私達がむらづくりをしなければならなかったのは、こ

こにあるのです。息子夫婦や孫達が帰らなくなった一番の原因は、汲み取りトイレにあり

ました。こども達が長く都会生活に慣れたため、汲み取りトイレでは用を足せない。それ

で、５km ほど離れた安代インター近くの河川公園のトイレに行って用を足してきたとか、

女房も我慢するようになり便秘になることもある、という話を多く聞くようになり、下水

道整備を急いでやろうと思ったのですが、当時、浄法寺町には下水道整備計画そのものが

無かったのです。それでは、どのようにしようかということで考えついたのが、「下水道整

備計画が始まったら何時でも、全戸で整備ができるように積み立てを始めよう」というこ

とで、各戸が毎月 5,000 円ずつの積み立てを平成 12 年から始めました。そして、浄法寺町

に下水道整備計画が出来たのは５年後の平成 17 年でした。むらでは早速、下水道整備をや
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りましょうということになり、役場と協議に入りました。下水道計画は戸別浄化槽方式と

いって、各家の個人個人に浄化槽を設置するものでありました。浄化槽から出る処理水は

何処に流すのか聞いたら、道路側溝に流しますという役場の説明だったので、そんなこと

をされては困ると言いました。側溝を流れている水は、生活用水や農業用水として使って

いるもので、やはりイメージ的にも悪いし、リン・窒素は解消されないということで、再

三放流先の協議を行いましたが、決め手が見つかりませんでした。それだったら、自分達

で専用の下水管を設けて、農業用水や生活用水に影響の無い所で放流しようということで、

総延長 886ｍの流末処理パイプの埋設工事を自分達で休日を利用してやっている所です。今

では、浄門の里の門崎地区 19 戸全戸で下水道が整備されました。 

これは、コミュニティセンターの建設ですが、平成 19 年に２回目の申請で宝くじが当た

ったようなもので、宝くじ関係の助成事業（コミュニティ助成事業補助金）をいただいて、

共同浴場の付いたコミュニティセンターを建設しました。これがセンターの間取りですが、

右側にある２間が鉱泉を引いている共同浴場です。男女別々の浴审でなければ許可が下り

ないため、脱衣場と浴审は男女別々になっております。この共同浴場は、毎週土曜日と日

曜日の午後３時から午後９時までが入浴時間です。風呂焚きは、住民２人ずつで回る交代

当番制で行っています。利用者は主に地域住民で、利用者数は 40 人から 50 人程度と思い

ます。入浴料は決めていませんが、玄関に気持ちお願いしますと書いた缶を置いてあり、

毎週缶に入っているお金が 4,000 円から 5,000 円で、１人 100 円とすれば 40 から 50 人が

利用しているものと思います。このセンター建設も、設計から施工・施工管理まで住民で

やりました。 

やはり、むらづくり活動には活動資金が必要です。その活動資金を得るために、県及び

市から委託事業を受け、県道及び市道、河川堤防の草刈り管理と除草管理を行っています。

委託事業だけの草刈り管理では半日もかからないで終わるため、その日は一日作業として、

集落の中の用排水路とか農道等も一緒に同様の作業を行いますので、集落全体の環境整備

にも役立っているものと思います。 

集落には産直があります。住民（10 人）で産直組合を立上げ、平成４年に手作りの直売

施設を作り、当時は農協に出荷の出来ない規格外品を主に売っていましたが、現在は、あ

る程度商売になっていますので、規格外品にとらわれずに、品揃えを多くし人気店になっ

ています。このため、平成 12 年には売り場面積を旧施設の３倍に新築拡大し営業をしてい

ます。 

これが、むらづくりを始めた頃の私達の姿ですが、今では、みんな明るく、若い人達も

結構おります。以上です。どうも有難うございました。 
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【共通論題Ⅰ 新しい公共と住民参加】 

 

 
海とまちづくり 

 

岩手県宮古市議会議員 橋本 久夫 

 

 

                                   

NPO法人「いわてマリンフィールド」 

橋本でございます。おはようございます。私は宮古市から参加させていただきました。

宮古市は現在、盛岡市とはお隣同士という関係になりました。というのも今年１月に川井

村と合併して、広大な面積を有し、森・川・海という自然を有する町になったわけです。

私は、海のほう、ここから約 100 キロ余りのところに住んでいるわけですが、そこでさま

ざまな海を通した活動を行ってまいりました。今日は市議会議員という肩書きではあるの

ですが、实は今年の４月の選挙でなったばかりで、まだひよっこでございます。ですから

今日は、私がこれまで行ってきた海についての NPO 活動について、紹介をさせていただけ

ればと思っております。 

 海と言ってもさまざまな、いろいろな文化や分野があるわけですが、水産業とか港湾と

かさまざまなカテゴリーの中にあって、私の場合は尐し傾向が違うのですが、マリンスポ

ーツの市民活動をやってきた、そのことについて、皆さんに事例を発表させていただけれ

ばと思っております。 

私はもともとセーリング、ヨットをずっと若いときからやっていまして、国体とかそう

いったものの強化とか、選手でもあったり監督でもあったりしたのですが、そういった競

技スポーツのほうでずっと育ってまいりました。そういった中で、ヨットから離れて海を

活用したまちづくりをやろうといって取り組み始めたのが、今から約８年から 10 年ぐらい

前になります。そのきっかけとなったのは、99 年に岩手県で行われたインターハイでした。

宮古市はヨット会場ということで、県の整備の下でヨットハーバーが作られたわけですが、

ディンギー（エンジンのない小型ヨットのこと）専用ということでしたが、そこに全国か

ら高校生が集まり、そして地元の高校生が優勝したわけです。 

 そういったことで大会は成功するのですが、ではポスト・インターハイはどうするのだ

ということになりました。つくられた施設の利用も含めて、やはり宮古の海の活用という

ものを、私達が持っている経験とか知識で、もう一度海からのまちづくりに向けて何かで

きないものかということが、この NPO を考えるきっかけだったわけです。宮古市は小さな

街ですから、私はヨット以外のいろいろな人にも声をかけました。周りを見るとシーカヤ

ックをやっている人がいたり、あるいはウインドサーフィンをやったり、ダイビングをや

ったり、海に関わる人達が周りにはいるわけですね。こういった人達を包含して、もう一
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度海からのまちづくりについて、みんなと何かできることからやってみようということで

発足したのが、この NPO 法人「いわてマリンフィールド」です。私はそれ以前に「宮古ハ

ーバーズクラブ」というものを作っており、そこが母体となり、NPO の法人化に向けて約

２年余り活動し、2002 年に認証を受けたところです。 

 現在、会員は 90 名ほどいます。そして団体会員として、海に関係する各団体も加盟して

いただいています。現在、そのヨットハーバーを中心に、さまざまな活動をしています。

そこでの共同事業として、NPO としては初めて、岩手県が整備してくれた公設ヨットハー

バー、「リアスハーバー宮古」の指定管理を受けて、これから紹介するさまざまな事業を行

っています。この間８年余りですが、さまざまな賞もいただくことができました。先ほど

達増知事からもご紹介いただいているのですが、「元気なコミュニティ 100 選」に私どもの

団体も選ばれておりまして、そういったことで、その施設利用に大きく弾みをつけている

のかなと思っています。 

 

活動の内容 

 それでは尐し細かい例を紹介していきたいと思います。これまで行ってきた主な活動で

すが、ヨットとかカヤックとかそういったものを含め、港の資源を活かした地域づくりと

いうことで、可能性のあるさまざまなプログラムを地域住民や学校関係などと行ってきた

おり、１年間で 30 以上のプログラムを实施している状況です。 

特に出前体験講座と呼ばれる活動、これは小学校に出向いて行うのですが、これがだい

たい年間、５校から 10 校近くなります。学校のプールに行って、安全管理の問題やロープ

ワークとかいったことを、子ども達に指導しています。この事業は、管内の教育事務所や

市の教育委員会などとの共同事業として行ってきたものですが、子ども達にいろいろなこ

とを指導するということで、年間を通してけっこうハードな事業になっています。 

では、ちょっと写真を見て紹介していきたいと思います。 

 まず、自然環境保全活動ということですが、私達の活動のベースとなる海辺の清掃を、

毎年５月 30 日、ゴミゼロ運動（語呂合わせ）として、高校生から一般の人まで清掃活動を

行っています。特に私達の特徴的なのは、ダイバーにお願いして海底の清掃まで行ってい

るということです。海底にもけっこう不法投棄はありますので、こういうふうに１年に一

度でも点検していくことは、地域の美化活動とか環境保全活動にも結びついていくのだろ

うな、ということで行っています。 

 また、そのダイバーの人達を中心に、現在、海洋生物調査活動というのも行っています。

私達は食べる魚、サンマとか鮭とかの魚については、何となく分かっているようですが、

その生態までは知りません。身近な海、われわれの住んでいる宮古湾とか、隣の山田湾に

ついても、どのような魚がいてどのような魚の生活シーンがあるのかということが、海底

の中を見ることができないので、なかなかわかりません。そういったものを記録に収めよ

うということで、海底の生物調査を行っております。 
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 海底の生物調査を行うと同時に、特に小魚のゆりかごと言われています宮古湾の藻場、

そういったものの生態調査も含めて行っています。やはり四季を通じた定点観測の中で、

自然の変化というものを尐しずつでも捉えていかなければならないということで、このよ

うな生物調査の活動を行っています。 

 そして、調査をしたものを CD に収めまして、子ども達の教材として活用してもらうと

いうことで、私達の住む身近な海の中の映像をまとめております。特に、山田湾で記録調

査を行ったときには、体長 1.5 メートルぐらいのタコが海底を歩いている映像の撮影に成功

したり、それからこの近郊にはいない、初めて見つかった白いウミウシで、和名は「シロ

クマウミウシ」という名前を付けてもらったのですが、アメリカのカリフォルニアのほう

にしか存在しない生物が、宮古の海でも発見されたということがありました。これは輸入

船の問題、バラスト水とかそういった問題で新しい生物が見つかったわけなのですが、こ

のような記録活動も行っていかなければならないのだろうということで、これも实施して

いるところです。 

また、全ての人に海原の喜びを与えてあげたいということで、 私達の体験スポーツの

目玉として、一般の子どもや大人、そして身体障害者の方を対象にしたカヤックとヨット

の教审をやっています。体の不自由な人達にも、もっともっと海に親しんでもらおうとい

うことで行っています。この事業には、岩手県の身障者協会の 20 名ぐらいの方々が毎年２

回、宮古に来て体験教审に参加します。お体が不自由なので、私達がサポートしながらカ

ヤックを教えています。 

映像の緑のヨットなのですが、これはユニバーサルデザインのヨットで、「アクセスデニ

ー」と言われています。オーストラリアで開発されたもので、誰でもがヨットを扱えると

いうものでございます。普通のヨットは、体の移動、バランスの取り方など、いろいろな

意味で覚えるまでに時間がかかるのですが、このヨットを使うと、インストラクターは同

乗するのですけれども、どなたでも身近にヨットが楽しめます。このように、体の不自由

な人達や老人でも、本当に誰でも気軽に楽しめるということになります。また、宮古市の

一人っ子の子ども達にも、どんどん自然の中に溶け込んでもらい、生きる力的なものをこ

の中で学んでもらおうということで、同様な事業を实施しています。 

 これも水辺活動ということで子ども達を対象にした事業になるのですけれども、学校の

総合的な学習の時間などを利用して、シーカヤックの教审をやったり、シュノーケリング

で磯場の小魚などを観察してもらったりとか、湾内の水を汲み上げて塩を作ったり、そし

てヨットの搬送技術を学んだり、といった活動を行っています。 

 また、マリンスポーツをどんどん普及させていこうということで、さまざまなイベント

にもけっこう取り組んでおります。 

一つは「三陸シーカヤックマラソンレース」で、今年で 10 回目になります。シーカヤッ

クマラソンレースとしては、全国でも有数の規模の大会になっています。全国で今一番大

きい大会は奄美大島でやっているもので、全国から 250 隻ぐらい集まると言われているの
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ですが、宮古湾で行われた今年の大会には約 140 隻が参加しました。全国でも 100 隻以上

集まるイベントというのはなかなかないので、宮古のこの大会は海のスポーツとして全国

的に認知度を高めているところでございます。 

 今年の第 10 回大会には奄美大島から選手に参加していただき、その選手が優勝したので

すが、その後の１週間足らずで奄美に災害がありました。私達はせっかく奄美とこういう

交流を持つきっかけがあったのですから、この災害に対して義援金を募って支援を呼びか

けたところでございます。県内の他の方々からもご支援をいただき、いろいろな物資が私

達マリンフィールドに届けられ、物資と義援金を奄美に送ることができました。そういっ

たことも、海で繋がった本当の交流の結果だったのかなあと思っています。今後も奄美の

方々との交流は続けてまいります。 

 左側の写真ですが、これもイベントの一つ、「宮古湾横断遠泳大会」です。始めてからも

う 11～12 年になります。これは、宮古湾の対岸の重茂半島から私達の活動拠点であるリア

スハーバーまでの 1.3 キロの距離を、誰でも自由に泳いでもらおうということで、实施して

います。参加者は 10 歳から 74 歳までと、幅広い方々に挑戦していただいております。こ

の大会の特徴は、シーカヤック教审を通じて身障者協会の方々とも交流を持たせていただ

いたことで、誰もが泳げる大会にしようということで、足が不自由な方や目の不自由な方

などが、プールではなく大海原で遠泳に挑戦していただこうということで、参加いただい

ております。毎年 10 人ぐらいの方が参加されています。 

選手としての参加者は 50 人から 60 人ぐらいですが、サポートする側の体制は、モータ

ーボートでの救護や一緒になって泳ぐ人達も含めて、ボランティアが 100 名以上になって

おります。先ほどのシーカヤックマラソンもそうなのですが、宮古市民の 100 名を超える

ボランティアによって支えられています。今年は、宮古海上技術短期大学校や宮古短期大

学部の学生、また地元の宮古商業高校とか宮古高校のヨット部の生徒さん達も、一緒にボ

ランティアとして、この大会を支えていただいているところです。 

 これもイベントの一つですが、宮古ボート天国ということで、１年に１回、宮古湾の規

制を緩和して、１日だけ開放してもらい、さまざまなイベントを楽しんでもらうというこ

ともやっています。この日行われるメニューは、10 数種類のいろいろなプログラムがあり

ます。この写真は、地引き網体験ですね。これは去年から始めたのですが、ほんとは砂浜

でやればよいのでしょうけれども、こういった砂浜もどんどんどんどん尐なくなった中で、

こういう伝統文化的なものは残していかなければならないということで、ハーバー内でや

っています。ただ、これをやるにも、県の許認可を得るというのが、非常に大変ですよね。

でも何とか２年ほど行ってはいるのですが、この辺をもう尐し緩和していただければ、も

っともっとやりやすくなるとは思います。また、カヤックをやってもらったり、クルーザ

ーに乗ってもらったりと、内陸の人達が来て、宮古湾でいろいろなイベントを楽しみます。 

 これは私達が進める海洋リテラシー教育みたいなものなのですが、栽培漁業センターの

職員の方に講師をお願いして、魚の生態系の学習をして、稚魚放流を毎年行っております。    
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これは、国際交流でございます。ヨットを通じた国際交流を、2004 年から民間ベースで

やっております。ニュージーランドのヨットクラブと、あるきっかけで私が交流を持つこ

とができて、NPO の力を借りて、ニュージーランドと交流をしているところです。現在、

オークランドにある二つのヨットクラブ、それから 2008 年から单島にあるネルソンという

町のヨットクラブ、この三つのヨットクラブと交流しながら、年ごとにどこかのクラブと

相互交流をするということでやっています。ただ、こっちが冬のときに、夏のニュージー

ランドに行って研修をし、そして向こうが冬のときに宮古に来るという、ちょっと変則的

日程で交流を行っています。これは宮古に来たときの交流のときの様子で、ニュージーラ

ンドの伝統芸能でカパ・ハカですか、こういうのを披露していただき、交流をしている写

真です。ニュージーランドは、セーリングスポーツの世界有数の先進地でありますし、さ

まざまなプログラムについても、本当に学ぶところは多いわけです。そこで、小学校から

高校生までの子ども達を、今まで延べ 50 人ほど派遣しています。異文化を学ぶということ

で、全員ホームステイにさせております。 

私達はこの交流を通してニュージーランドからさまざまなことを学んできました。その

中に「ウォーターワイズプログラム」というものがあって、ニュージーランドには水に賢

くなる子どもを育てようということで、セーリングなどを通じてさまざまな自然を学ぶと

か、また指導者のための教育プログラムがあります。私達指導者も現地で学んで、それを

「宮古型ウォーターワイズプログラム」という考え方に置き換えて、このプログラムに沿

ってさまざまな活動を展開しています。 

  

海での活動を通してふるさとの活性化を 

こういった私達の持っている知識とか経験とかそういったものを生かして、町、港、そ

して本当に海というものを、元気にしていきたいなというのが、私達の活動の底辺にはあ

ります。そういったことでこれからもその海に学び、海に親しみ、海を活用するというこ

とを本当に、ふるさとのこれからの活性化のためには、まだまだ、みんなと一緒になって

取り組んでいきたいと思っています。事例報告のほうは、これで終わらせていただきます。

ありがとうございました。 
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【共通論題Ⅰ 新しい公共と住民参加】 

 

 
『新しい公共』と自治の自己革新の可能性 

 

同志社大学大学院教授 新川 達郎 

 

 

 

はじめに 

先ほどご紹介いただきました同志社大学の新川でございます。三つの、それぞれの現場

でのすばらしいお話を聞いてしまった後で、「新しい公共」ということについていったい何

をお話ができるのかというのは、非常に悩ましいなと思いながら今ここにおります。尐し

ここまでの議論とは違った角度でお話をせざるを得ないということを、あらかじめお詫び

を申し上げて、ついでに用意をしておりますスライドは、ここまでと全く違ってテキスト、

文字ばかりですので、非常に見にくいと思いますが、しばらくご辛抱をいただいてお付き

合いをいただければと思います。 

 

なぜ「新しい公共」なのか 

 大きなテーマとして「新しい公共と住民参加」というそういうテーマでのお話し合いの

中で、もうすでに「新しい公共」というのがいったい何を意識しているのか、そしてそこ

に市民がどう関わっているのか、ということについて三つのご報告でその中身はすでに尽

くされていると、そんな感じもしてなりません。多尐それに余計な接ぎ木になるかもしれ

ませんし、混乱をもたらすかもしれませんが、私なりにこの「新しい公共」ということが

それぞれの市民生活、そしてその中で市民が自ら自分達の暮らしを作り上げていく、そう

いう自治の姿にどういうふうに関わってくるのかという点でお話ができればと思います。 

 どうしてこういう「新しい公共」というようなお話をし、そして今、三つのご紹介がご

ざいましたが、どうして地域の中でこうした活動というのがあるのか、別に格段に新しい

話でもないということは、最初に司会の小笠原さんからお話があったとおりであります。

しかし、もう一度考え直してみますと、私達がこういうものにあらためて目を向けなけれ

ばならない、そういう状況があった、ということも確かだろうというふうに思います。 

私自身がこの公共という言葉について、従来の公共部門に対して別の公共があるのでは

ないか、ということを最初に聞きましたのは、实は阪神・淡路大震災の直後か、もうしば

らくしてからだったでしょうか。多尐救援事業に私自身も関わっていて、そこで活動して

いたボランティアの人達としゃべっていたときにふと聞こえてきたのが、「もう一つの公共」

という言い方でした。あるいは「別の公共」という言い方でした。そこで活動している人

達にとって、自分達の活動、震災後の救援活動で、まあ火災とかライフラインとかある程
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度大きいものの対策は終わっていくわけですが、本当に日々の暮らしを建て直すというの

がこれからというその中で、いろいろな活動をしておられる人達の間から、自分達がやっ

ていることって公共だよね、公共的な意味がありますよね、そういうつぶやきが聞こえて

きたのが、たぶん最初だったかと思います。 

 後にそれは「新しい公共」という言い方で言い直されるわけでありますけれども、こう

した市民の活動に基礎を置いた「新しい公共」の考え方というのが、改めてこの 15 年ぐら

いの間に多くの地域で意識をされ始めた。昔からやっていたけれど、それって本当はこう

いう公共的な活動だった、公共の利益に適う活動だったのだということを強く認識をする

ようになったのではないかというふうに思っています。 

 ただ、こういう動きは、当然のことでありますけれども、従来の古い公共の側からすれ

ば、それはそれとして放っておけないということになります。2000 年前後ぐらいから国の

ほうでもこの「新しい公共」や、「新たな公」とか「新たな公共」とかいろいろな言い方を

最初しておられましたが、国土形成計画やあるいは社会資本整備計画等々の中で、この「新

しい公共」らしきものが使われるようになりましたし、合わせて「協働」とか「パートナ

ーシップ」という言葉も多く使われるようになったなあという、そういう印象を持ってお

ります。 

 しかし、こうした「新しい公共」というのが、その本来の意義付け、大本としてやはり

市民の活動、住民の活動、それが持っている公共性というところに目を向けた、そこに着

目した活動であるということは強調しておかなければならないというふうに思いますし、

そうした観点から实は地域のあり方であるとか、自治のあり方といったようなものも組み

立てなおされていく、そういう段階にきているのではないかと、そういう観点でお話を尐

しできればというふうに思っています。 

 

「新しい公共」への疑問 

 「新しい公共宠言」というのが出されました。それで、今年の６月ですけれども、ここ

で強調されたのは従来の公共というのを、古い公共を開く、そして「新しい公共」に活躍

の場をという、そういうニュアンスが強かったかと思います。そしてその中で、国の行政

も自治体も、企業も市民もみんな変わっていく、そして「新しい公共」を担っていく。そ

んなイメージが一忚のところは共有されたのではないか、というふうに思っています。従

来私達が公共部門という名前で知っている、国とか自治体とかの行政の活動、そういうも

のを本当は多くの市民が共有をするべきものなのですが、これを多くの住民に本来具わっ

ているものとして考えていこう、そういう姿勢が見え始めたのではないかとも思っていま

す。 

 こういう「新しい公共」の实現のために实は今、今年の予算で、これは内閣府の分だけ

ですけれども、98 億円ほどのお金が用意をされると聞いております。来年から各県に、岩

手県にも２億円前後ぐらいのお金が配分をされる。そして地域の中でのこうした新しい公
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共を担う活動に、そのお金が使われていく。もっと言えば地域活動、NPO 活動、地域住民

活動、こういうところに振り向けられるだろうというふうに言われています。その中には

地域に求められている公共性の高い新しい事業を起業していく、いわゆるソーシャルビジ

ネスのようなものも入っていますし、そうした社会活動を担う人材養成、こんなところに

もお金が使われると、こういうことになっているようであります。 

 しかし、本当にこういう「新しい公共」は大丈夫なのでしょうか、というのがちょっと

だけ問題提起としてはあります。こういう「新しい公共」自体というのは、实はどうも今

の内閣府の話もそうでありますけれども、本当に新しいのだろうかということ、それから

实は従来からある公共、つまり古い公共を、それをそのまま持ち込んだだけの話ではない

のか、ある種の隠れ蓑論なのですが、そういうところはないだろうか。本当に「新しい公

共」というのがその本質というのをきちんと定義をされて、多くの人達に共有をされてい

るのかどうか、また、いったいこの「新しい公共」というふうに言っていて、これだけ大

きく喧伝をしているわけでありますけれども、誰が本当にこれを担っていくのか。今日の

私の前の三つの報告は、その担い手がいろいろと現れていますよ、元気にやっていますよ

というお話はいただきました。でも、本当にそれは、日本中みんなそうなっているのでし

ょうかという、こういう問いかけでもあります。こういう「新しい公共」を担うというこ

とが本当に市民に、何がどこまでできるのかという議論をちゃんとしているのでしょうか、

というのがここでの疑問でもあります。結局のところ「新しい公共」というのは古い公共

による公共の押しつけ、市民へのつけ回しではないか、こんな議論すらある、ということ

でもあります。これはおそらく花巻市の大石市長さんが、ああいうコミュニティの活動を

しておられると、「地域に何もかも持ってくるな」などというようなご発言もきっとどこか

で、ごく一部の声としてはあったのではないか、そういうふうにも思います。 

 改めて国も自治体もそして市民も、この「新しい公共」ということをどういうふうに考

えていくのか、それをいったいどこまで实現をするのか、ということの覚悟を問われてい

るというふうに思っています。別の言い方をすれば、これだけ社会経済的にも、それから

財政的にも厳しい状況というのが生まれています。社会という側面で見れば、従来からあ

ったさまざまな社会の仕組みというのが、この数十年の間に大きく崩れてきています。人

と人とを結びつけていたいろいろな紐帯というのか、そうした関係性というのがどんどん

なくなってきている。当然のことですが、社会的には今、尐子高齢どころか人口減尐側面

に入ってきてしまっている。経済的にも先ほどは非常に長いスパンでの経済危機というの

が続くだろうという、会長、神野先生のお話もございました。そういう状況の中で、いっ

たいどういう公共の担い方というのを私達が覚悟を持ってやっていくのか、ということが

改めて問われているなあ、というのが、この反省の中からも読み取っていただけるのでは

ないか、というふうに思います。 

 「新しい公共」をやる以上は、相当しんどいですし、大変なことをやることになる。確

かにそれ自体をどうやって楽しみに変えていくかというのは先ほどの佐藤さんのお話でも、
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大事な点だなあと思いながら聞いていたのですけれど、本当にそういうふうに思い至れる、

というところまで、いつ行けるのか。その前に大変な事態だけのほうが先に進んできそう

な、そんな危惧も持っているところであります。 

 

「新しい公共」をつくるパートナーシップと自治の視点 

 こういう、言ってみれば批判をどうやって乗り越えるのか、というときに、いろいろな

乗り越え方があるのだろうというふうに思っています。私自身はやはり、それを一人で乗

り切ろうとすると大変だろうなあということで、むしろいろいろな組み合わせで、新しい

関係を作ったり、昔からあった関係というのをもう一度活発にしたりする、そういうこと

を通じてどうもこういう「新しい公共」の必要とされる時代を乗り切っていく、というこ

とが必要なのだろうなあ、ということを感じています。 

 これも最初に神野先生がおっしゃった、信頼と愛ということがありましたが、そうした

尐なくとも信頼に結びつけられて、そしてみんなで一緒にやっていくことが、それぞれの

ためになるといったような、そうした観点からこの「新しい公共」の時代を乗り切ってい

く、あるいはそれをきちんと担えるような人づくり、地域づくりを進めていくということ

ができるのではないか、そんなふうにも思っています。 

 それをここではパートナーシップという言い方、言わばそれぞれの、一人ひとりではな

かなか实現できないことを、いろいろな人が集まり、仲間ができ、そして別の組織と一緒

にパートナーを組んで、しかもそれをセクターを越えて、例えばここでも市民と行政、あ

るいは地域と地域、いろいろな組み合わせ方でそれぞれの力をより良く発揮していくため

のパートナーというのが、先ほどの三つのご報告でも、生き生きとこの「新しい公共」を

担う活動というのを生かし続けているという、そういう面が見えたのではないかと思って

います。いろいろなパートナーシップがあると思いますが、これがこれからの新しい公共

を支えていく大事なポイントになるのではないか、そんなふうに考えているところです。 

 さて、この問題を尐し地方自治という場面で考えてみたいというふうに思っています。

いろいろな自治体と「新しい公共」の関わり方というのがあろうかというふうに思ってい

ますけれど、およそ三つぐらいの場面でそれを考えていくということができるのではない

か、というふうに思っています。 

一つはやはり地域自治です。これは最初の大石市長さんのお話が正にそうなのですけれ

ど、これからの地方自治の中で、やはり身近な自治というのをもう一度結び直すことなの

ですが、それをどのようにして組み立て直していくのか、これは非常に大きなテーマだと

いうふうに思っていますし、それこそが従来置き忘れられていた、そして今新たに再発見

をされた「新しい公共」というのを生かしていく、そういう場面ではないかというふうに

思っています。 

 重要な二つ目の論点は、自治を成り立たせる市民や住民の活動であり、自治体行政との

連携協力などのパートナーシップです。地域での「新しい公共」のあり方というのは、も
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ちろん地域自治的でコミュニティ的な「新しい公共」の担い方というのもありますけれど、

それと対比をして、むしろ市民という観点から一般に NPO とか NGO とかと言われるよう

なものが活躍をしていく「新しい公共」の分野もあります。そうした市民的な活動という

のが大きな広がりを一方で持ちながら、社会全体の中で活動をしていく。それは行政とも

むしろ対等のパートナーシップの下でその活動を進めていく、そんなイメージのものもあ

るのではないか、というふうに思っています。先ほどのご報告の中で、３番目の橋本議員

さんの活動というのは正にそうした市民的な活動で、どの市民にも尐しずつある公益とい

うのを集めて、「新しい公共」というのを宮古で实現をしていっておられる、そういう活動

だろうと思います。 

 私自身も尐し存じ上げているこの岩手県の活動で言えば、北上川での活動というのがあ

ります。この辺りはもちろん上流部になるわけでありますけれども、この北上川に上下流

の連携交流会というのがあって、正にこの河川全体を通じて新しい公共の観点で实は活動

してこられた、ということがあります。それは河川をただ卖にきれいにしようということ

に留まらず、むしろ先程来あるような、河川流域全体のお互いの活動というのを結び合わ

せ、交流を深め、そしてそれぞれの地域の活動を活発にしていくような、そういう連携交

流会というのをやってきておられます。ある意味ではそうしたそれぞれの個別の地域での

「新しい公共」の現れというのを支えていくような、そうした広域的な広い範囲での「新

しい公共」のあり方といったようなものも、どうもありそうだなというふうにも思ってい

ますし、そうしたものが国あるいは県、各市町村といったような行政と結び合いながら活

動をしていく、そういう姿も現实にこれからもっともっと増えていかなければならないの

ではないか、そんなふうに思っています。 

 三つ目の「新しい公共」を作るポイントというのは、实はこれまで尐し議論が若干抜け

落ちていた営利部門である、民間企業、事業者の方々です。地域の中に入ればこうした事

業者の方々というのは、地域住民としての顔で地域に関わってきておられる、ということ

があります。伝統的にはお祭りのときに、たぶん土建関係の方はそれこそテントの貸し出

しや、あるいはお祭りのときの櫓の組み立てや、いろいろな場面で協力をしてくださって

いますし、たぶん先ほどの佐藤さんのところの土工関係も、そうした業者の方のご協力も

あったのではないか、そんなふうに思っています。实はこうした企業の方々をもっときち

んと地域社会の担い手として、そして「新しい公共」の担い手として正面に出していくと

いうことが必要な時代に来ているのではないかというふうに思っています。こうした事業

活動のなかに、そして悪口としてよく言われる大企業のなかに、そういうところでも实は

公共を大きく担える可能性をたくさん持っているわけです。そうした事業者、企業の存在

自体が、实は社会的な存在で、企業市民という言い方になりますが、そういう存在だとい

うふうに考えれば、「新しい公共」を考えるべきそういう範囲というのは、もっとそうした

営利の部門も含めて考えていってもよいのではないか、こんなことを考えています。 
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「新しい公共」による地方自治を支える地域自治とその NPO化の視点 

 こういう「新しい公共」については、これと地方自治との関係を、従いまして、实はい

ろいろなレベルで考えていくことができるのではないか。地域の中で「新しい公共」を担

ういろいろな担い手達がたくさんあって、そしてそのたくさんの担い手の間でのさまざま

なパートナーシップによって、こうした「新しい公共」というのが担われていくのではな

いか、そしてそうした「新しい公共」というのが私自身のこれからの地方自治を考えると

きの視点である、というふうに申し上げておきたいと思います。 

 特にその中でポイントになりそうなことだけお話をしたいと思います。これは先程来触

れております、花巻市の大石市長さんが今、進めておられるコミュニティ会議、これもそ

うでありますし、当岩手県ではだいぶん以前からこうした地域自治の仕組みを熱心に追求

をされてきました。花巻のすぐお隣の北上では、これもだいぶ前から公民館卖位で、各種

の地域団体を糾合してまちづくりの協議会をお作りになって、市のほうからは各種の団体

補助金、従来あったばらばらのものを一括して交付金化をして、そして地域の中で地域づ

くりを自主的にやっていただくような、そんな工夫をしてこられました。今日の会場すぐ

北隣の滝沢村でも、それぞれの小地域での提案に基づく地域づくり、まちづくりというの

がこの何年もの間進められてきている、というふうな实態がございます。ある意味では、

こうした身近な地域から自治を实現していく、こういう活動こそが「新しい公共」のこれ

からの一つの典型的なモデルになるのではないか、そんなふうに考えています。 

 時間もありませんので簡卖に済ませますけれども、こういう地域社会の中で「新しい公

共」を作っていこうというときに、实は従来型の支援型の活動だけではやはりなかなか進

まないという、そういうところがあります。そこには何かやはりその状況を変えていくよ

うな、そういう新しい要素が必要になってきます。今、日本中の町内会・自治会の中で、

尐しだけ起こり始めている変化があります。それは従来型の町内会、あるいは行政区とい

うふうに農村地域では言われているところが多いですけれど、そういうもの自体が今、非

常に形骸化をしてきている、その担い手が高齢化をしてきている、ということがあります。

その活動の活力がどんどん失われてきている、そういう状況があります。 

 その中で、そうした組織の中で、实は先ほどの二戸の例もそうなのかなと思いながら聞

いていたのですが、意識するかしないかは別にして、自分達の地域で新たに具体的な目標

を持って、そして地域活動を組み立て直そうというそういう動きが起こっております。一

番極端な形で現れているのが、町内会や自治会というのが NPO 法人をお作りになって、そ

して新しい活動を広げていかれる、そんな例があります。地域振興、あるいは福祉、それ

から子育て、そういったような分野が多いようでありますけれども、そうした活動が今徐々

に拡がっていて、これはどうもただ卖に従来のボランティア論であるとか、あるいは従来

の地縁コミュニティ論で収まらない、そういう動きが出てきているように思っています。

そうした動きこそが「新しい公共」というのを实現する大きな担い手になっていくのでは

ないか、そんな予感も持っているところであります。地縁型のコミュニティの中に生まれ
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る、言わば志を持った志縁型のコミュニティというのがどうも生まれつつある。またそう

いう刺激をお互いに受けて、活動が発展をする可能性が出てきている、そんなふうに考え

ていただいてもよいかと思います。 

 NPO という新しいタイプの組織のお話をいたしましたけれども、これは本当に新しいか

どうか議論がありますけれど、やはりこの十数年の間に日本全国で、本当にこうした活動

が拡がってきました。そして自主自立を旨として、同時に明確な社会的ミッションを掲げ

て自らの活動を組織化していこうという、そういう市民的な公益を实現しようという活動

が日本全国に拡がっています。今日お話をいただいた、佐藤さんや橋本さんのお話という

のは、正にこうした NPO に値する活動だろうというふうに思っています。逆に日本全国に

４万の NPO 法人があるのですが、そのほとんどのほうが色あせて見えるかもしれません。 

 それはともかくといたしまして、こういう NPO といったようなものが担っている役割と

いうところに、それぞれの地域の中でもう一度注目しておく必要があるのではないか、そ

れこそが新しい公共を作る大事なきっかけになるのではないか、ということは指摘をして

おきたいということであります。 

 そうした動きの中で实は、NPO とそして行政との間で、特に地方自治体のレベルでは今、

さまざまなパートナーシップで事業を進めていく、そういう仕組みが動き始めています。

「協働提案事業」といったような言われ方をしていることが多いようであります。すでに

本県でもやっておられるところがあると聞いておりますが、ともかくこうした新しいスタ

イルのものが、ただ卖に新しいということだけではなくて、先程来申し上げているような

「新しい公共」というのを意識をし、そしてそれを实現をしていくその重要な手だてとし

て考えていかれざるを得ないだろうと思っていますし、こうした共同事業自体を、むしろ

市民の観点から、地域の観点から住民の目線で提案をされていく、そういうところが大切

になってきますし、そのことがこれからの新しい公共を支えていく大きな動きになってい

く、と思います。そんなふうに思いながら見ているのですが、残念ながら今、全国的には

その市民からの提案というのは、これは、というのがなかなか出てこないという、そうい

う状況があります。 

 私自身いくつかの地域でこうした事業に関わりながらいつも感じるのは、本当に行政の

皆さん方の側でも、そしてもう一方側の住民、地域の皆さん、市民の皆さん方、NPO の活

動団体の方々も含めて、ある意味では非常に自己抑制的な、そして既存の枞をなかなかお

越えにならない、現实があります。そういうところで、こうした協働提案というのも、今

ちょっと壁に当たっているのかなあというふうに思いながら見ているところもあります。

ある意味では本当に「新しい公共」の担い手を作ろうという意欲というのが、パートナー

シップの中で生まれるかどうか、逆に瀬戸際なのかもしれないという、そんな印象すら持

っているところもあります。 
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自治を豊かにする「新しい公共」のために 

 いろいろとお話をしましたけれども、今やはりこれからそれぞれの地域の中で「新しい

公共」というのが、形を取っていく、そのことがそれぞれの地域の自治というものを豊か

にしていく、そういうもののはずだろうというふうに思っています。その点では实は地域

の住民の皆さんご自身が、これからの「新しい公共」の担い手でありますし、地域を作る

主体であるということを、この新しい公共論というのが改めて強調をしているのだろうと

いうふうに思っています。別に新しくも何ともないですし、そんなもの当り前だ、地方自

治の考え方からすれば当然だ、というふうに言われるだろうとは思いますけれども、逆に

その住民自身が本当に地域を作る主役なのです、中心なのですということを改めて強調を

しているというのがこの「新しい公共」という考え方なのだろうと思いますし、その点で

は最初に達増知事からお話がありました、「地域主権」というような考え方とも通じるのだ

ろうなあというふうに思っています。 

 そのときに、こういう地域の自治というのを住民主体で作っていこうというときに大事

なのはやはり、その活動をどう組織化をするかという、そこのところだろうというふうに

思います。住民が本当に自主的に問題を解決していこうというときに、やっぱりその課題

に対してどんな取り組み方をしていくのか。大変ですねえと言い合っていても何も起こり

ません。今日の三つのご報告はその組織化をそれぞれ違った観点ではありましょうけれど

も、見事に实践をされたということだろうというふうに思っています。 

 そのときに大事なのは、こうした地域の实践をやっていくときに、それがただ一人の優

れたリーダー、そしてそれにただ黙ってついていく住民でできあがっているわけではなさ

そうだ、ということであります。確かにかつてまちづくりというのが大きくクローズアッ

プをされた時代がありました。そしてそこにはカリスマ的なリーダーがいて、本当に良く

見通しのきいた立派な方がたくさんいらっしゃいました。しかし、そういうところの活動

は、そうしたリーダーが消えてしまった後どうなったか。残念ながら影も形もなくなる活

動というのが、一般的だったのではないかというふうに思っています。 

 しかし今、今日の三つのお話に通じて言えるのは、どうもそういうリーダーのあり方、

活動のあり方ではないということです。そこでは实にいろいろな方達がそこに入って、そ

してそれぞれの考え方をぶつけ合いながら、その地域の組織化を進めていかれ、活動の編

成をしていっておられる、そんな姿ではないかというふうに、これは勝手に想像をしてい

ます。大事なのはいろいろな価値観というのが当然ぶつかるわけでありますけれども、そ

ういうものが、しかしお互いに違うのだということを前提にしながら、でもできるところ

は一緒にやりましょう、そしてその中でお互いに議論をしながら、どんな行動をとってい

ったらよいのか、どんな形で实現をしていったらよいのか、ということを、しっかりと討

論ができるような、そういう場を作っていく、それに成功したところだけが、持続的にそ

の活動を続けることができるのではないかという印象であります。これも研究者としては

ちゃんと調査をしないといけないはずなのですが、今のところは、これまでの観察からの
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印象ということでありますけれど、そういう議論ができているところというのは、意外に

長続きをする。それがそういう議論が起こらないところというのは、リーダーがいなくな

ったら、あるいはそのリーダーが当初掲げた大きな目標が達成されたらそれでお終いです。

それ以外の問題、目の前の問題以外は全て置き去りにされてしまう。それではやっぱり市

民の自治、地域の自治というのを作ったことにはならないわけであります。 

 そういう新しい地域社会の中での公共のあり方、というのを考えていく、そんな必要が

あるのではないか、そしてそれを支え続けるような組織化というのをぜひ、進めていただ

きたいと思いますし、そのことがこれからの自治の姿を、足元のところから変えていくこ

とにつながるはずです。自治は別に地方公共団体、県市町村の専売特許ではありません。

むしろ一人ひとりの市民の自治、そしてそこから生まれる新しい組織や活動、その中で組

み上げられていくのが自治の姿だと思っています。そうした自治というのを、今せっかく

「新しい公共」として改めてわれわれの社会全体の中で位置付けようとしているのです。

この良いチャンスをぜひしっかりと掴んでいくということが、今とても大切なことではな

いか、そんなふうに思いながら皆さん方のお話を聞いていたところでもありました。 

私の報告は以上にさせていただきます。 
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【共通論題Ⅱ 国と地方の協議の場】 

 

 
対等・協力の関係の構築に向けて 

 

岩手県知事 達増 拓也 

 

 

 

「国と地方の協議の場」の法制化の意義 

レジュメにしたがって、お話をいたします。まず１番目、“「国と地方の協議の場」の法

制化の意義”でありますが、地方自治体の行政に重大な影響を及ぼす国の施策の企画・立

案等に際して、国と地方があらかじめ協議・調整を行い、双方が緊密な協力関係を構築す

ることを目指したものであって、この法制化というのは、新たな国と地方の関係への移行

という意味で大きな意義を持つ画期的なものと考えております。 

 

「国と地方の協議の場に関する法律案」の早期成立を 

次に“「国と地方の協議の場に関する法律案」の早期成立”ということで、６月に閣議決

定された「地域主権戦略大綱」に基づいて、具体的な目標・行程表等の策定や各分野の制

度設計を進めていく段取りになっているわけですけれども、それを進めるためにも、まず

協議の場を活用し、国と地方が十分協議をしていくことが必要でありますので、法案の早

期成立を期待しています。もちろん法律ができればよいものではなく、地域主権の確立と

いう目的に向かってきちんと機能していくことが大事でありまして、設置される協議の場

がいかに实効性のある仕組みとして機能するかということ、これを国と地方が対等な関係

で真摯な協議を重ね、地方が自らの主体性と責任に基づいた地域経営ができるようにして

いくことが求められていくと思います。 

 

「国と地方の協議の場」をどのように進めていくべきか 

そして、３番目、“「国と地方の協議の場」をどのように進めていくべきか”ということ

でありますが、まず地方自治に影響を及ぼす重要事項にかかる協議ということで、法案で

は協議の場の構成員は誰でもが総理に対して協議の場の招集を求めることができるとされ

ていますので、地方からは協議したい事項について協議の場に持ち込むことができるわけ

ですけれども、限られた時間の中でなんでもかんでも詳細に議論をしていくということは

困難であります。したがって、どういう案件をどの程度まで議論するかという協議の具体

的な運用面について詰めていく必要があると思います。協議の場については、協議の積み

重ね、实践の積み重ねによって国と地方の自治のあり方を発展させる仕組みとしていくこ

とが重要であります。そして、国と地方の対等・協力関係のもとでの協議運営を確立する
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ためには、实は企画・立案段階からの協議というのが重要と考えます。 

例えば、子ども手当でありますとか、ひも付き補助金の一括交付金化でありますとか、

その政府案、法案なりが確定してから協議というのでは遅いわけでありまして、企画・立

案の段階から国と地方が対等な立場で協議していくということが必要であります。そこで

大事なのが分科会でありまして、協議の場そのもので個別の制度の企画・立案をゼロベー

スから話し合う、検討するというのは難しいので、この分科会においてかなりの程度詰め

ておく必要があると思います。分科会を有効に機能させて、広く情報収集を図りながら中

身の濃い議論を行う仕組みを作っていく必要があります。 

それから分科会は、その幅広い情報収集、そして意見を聴取することが必要ですので、

地方側からの参加範囲を適宜拡大するなど、多様な意見を踏まえた議論が行えるような制

度設計が必要と考えます。また、国と地方が対等の立場で協議をしていく前提として、地

方の側として、地方の实情や情報を踏まえた質の高い知見を、地方がどのように協議の場

に出していくかということが重要であり、大きな課題でもあります。これをきちっとでき

れば、实効性の高い充实した協議を行うことができると考えます。協議の場には、地方六

団体の代表が参加するわけでありまして、まず各地方団体における意見の集約が大きな課

題になります。知事会を例にとっても、それぞれ地域事情、また知事個人の思想・信条等

もあり、知事会の中で意見の合意を見るのはそう簡卖ではないところがあります。そうし

た中で、どのように意見を集約して協議の場で地方の意見をきちんとした形で出していけ

るかということだと思いますが、結局、民意を踏まえた意見をそれぞれの立場でぶつけ合

いながら、望ましいやり方を模索していくということになると思います。そして、国と地

方が議論をして協議をした結果については、当然に尊重義務が伴い、その具体の制度設計

において十分に踏まえられるべきものであります。 

 

国と地方の「対等・協力」の関係の構築に向けて 

最後４番目、“国と地方の「対等・協力」の関係の構築に向けて”ということであります

けれども、国と地方のこの役割分担の確立というところが重要であります。国と地方がそ

れぞれの役割をそれぞれの責任で全うできるようになれば、そこに対等の関係が出てくる

わけでありまして、地方から国に対する要望・陳情というような縦関係で依存的な関係、

あるいは対等のような形であっても対立ばかりの関係では国と地方の建設的な対等・協力

の関係とはなりませんので、まず役割分担についての合意形成をきちんと図って、国民イ

コール住民でありますので、これについては国がやり、これについては地方がやる、そし

ていろいろ問題があれば相互が話し合って解決をしていくという、この「国民イコール住

民本位」の政策形成、意思決定が行われていくようにということが、考え方の原点になっ

ていくと思います。 

地方としても「国と地方の協議の場」が有意義なものとなるように、知事会のほうでも

きちんと準備をして対忚していきたいと思います。                                  
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【共通論題Ⅱ 国と地方の協議の場】 

 

 
「国と地方の協議の場」の法制化について 

 

長野県川上村長・全国町村会長 藤原 忠彦 

 

 

 

長野県川上村長の藤原でございます。全国町村会の会長も仰せつかっております。本日

は私自身の考え方を、おおよその項目ごとレジュメに沿ってお話ししたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  

川上村の概要 

まず、本題に入る前に、私の川上村がどのようなところかを、ご紹介したいと存じます。 

本村は、長野県の一番東の端に位置して、群馬県・埼玉県・山梨県に接する山間部の村

です。日本一長い信濃川の源流であり、その上流である千曲川の源です。村の標高は、平

均 1,100 メートルという高地で、夏は冷涼ですが、その半面、冬には何回かマイナス 20 度

を超す大変厳しい自然条件の村です。島崎藤村の「千曲川のスケッチ」という本がありま

すが、その中にもっとも不便で貧しく荒れた山奥の村と紹介されたように、かつては農村

でありながら米もなく、何種類かの雑穀等を細々とつくりながら自給的な暮らしをしてお

りました。 

昭和 25 年の朝鮮戦争勃発の際に、米軍が本土から生野菜を輸送できないという事情によ

り、駐留軍のバイヤーから村がレタス栽培の依頼を受けたことがきっかけとなりまして、

高原野菜の栽培が始まりました。その当時 800ha ほどしかなかった耕地をだんだん農地に

造成しながら、また、県営パイロット事業や農業構造改善事業等を積極的に導入いたしま

して、今では 1,800ha 余りまで拡大しております。それとともに、畑地灌漑や農道などの

基盤整備を行い、一大産地となる生産基盤を築いてきました。その結果、農業をとりまく

環境や社会資本が揃いまして、農家として多尐の高収入が得られるようになり、子どもた

ち、すなわち後継者が村に帰ってくるようになってきております。現在、夏場の野菜の首

都圏での供給シェアが７～８割にまでなります。また、平成 18 年度から野菜の輸出に取り

組んでいます。国内市場価格に左右されない新たな販路を海外に求め、海外でも通用する

「川上ブランド」を確立しまして、他の国内産地との差別化を図るとともに、後継者の生

産意欲の向上も目的にセットにして取り組んでおります。 

私は、どんな産業でも１世紀安定して推移する産業はないと思っております。ですから、

人材さえ育てておけば後世の人たちが新しい産業を興してくれるということで、最近は、

教育にもしっかり取り組んでいるつもりです。特に農村教育というのは、また別の感覚が
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ありまして、地域の資源や歴史や文化や人を使いこなせる、そういう人材を育てていかな

ければいけないと思って、そんな観点で今、取り組んでいるところです。 

  

「国と地方の協議の場」の法制化 

それでは「国と地方の協議の場」に関する私の考え方を、述べさせていただきたいと思

います。 

まず、レジュメの１であります、「国と地方の協議の場」法制化につきましては、あらた

めて申し上げるまでもないことですが、２点ほど指摘しておきたいと思います。 

一つは、これまでも協議の場が持たれてきたのですが、一言で言えば形式的でややおざ

なりなものになっていたことです。例えば、平成 22 年６月 21 日に官邸で開催されました

「国と地方の協議の場」において、「地域主権戦略大綱」、これは閣議決定されております

が、これを議題としたわけです。それにもかかわらず、この会合はたった 25 分で終わって

しまいました。卖なる説明の場に終わってしまった疑念があります。やはり法定・常設の

協議の場をつくり、協議を本当の意味で实質的なものにし、国に協議結果を誠实に实行さ

せることは不可欠だと思います。この関係については、本日ご出席の逢坂政務官も一緒に

同席され、つぶさにその内容等を見ておられますが、かつてニセコの町長さんをやってい

らっしゃったので、たぶん私と同じ共通の観点があろうかと思います。 

もう一つは、实務検討グループによって法律案がまとめられたことです。協議の場の法

制化に先立ちまして、实質的な協議の場として、平成 21 年 11 月 16 日に国と地方の協議が

開催されました。その際、地方側より協議の場の法制化について、国・地方双方の代表か

ら成る検討チームを設けたい旨の提案をしまして、尐人数の实務検討グループを設けるこ

とになりました。この实務検討グループは、法律案をとりまとめるという共通の目標の達

成に向かって、まず地方側が案を示し、これに国側が忚答し、地方側と国側が意見の相違

を超えて誠实に協議して国会に上程できる法律案をまとめました。文字どおり、国と地方

が対等な立場に立って合意形成を図りえたという点では画期的だった、と評価したいと思

います。本当に地方自治の中では歴史的な時間であったと思っております。 

 

今臨時国会での成立を 

レジュメ２に関しては、記憶に新しいことですが、昨年の総選挙では民主党が国と地方

の協議の法制化を、また自民党が国と地方の代表による協議機関の法制化の方針を、また

公明党は国と地方の代表等が地方自治に関して協議を行い、地方が権限を有する分権会議

を法定化するということを、それぞれ公約、選挙公約に入れていました。このマニフェス

トでの約束からすると与野党一致しているわけですから、いわゆるねじれ国会となってい

ますが、法制化を拒む理由は見当たらないところです。ですから、ぜひ今臨時国会で成立

を期してほしいというのがわれわれの願いです。現下の状況を見ますと、非常に難しいよ

うな状況になっておりますが、一日も早く法制化をしてほしいということです。 
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「国と地方の協議の場」を有効に機能させるために 

次に、「国と地方の協議の場」を有効に機能させるために、以下５点ほど述べてみたいと

思います。 

まず第１は、協議事項の設定です。協議の場を有効に機能させるためには、何よりも協

議招集の前にどのような事項を協議に載せるのか、その準備は誰がするのかが重要です。

地方側がどういう事項をどういう協議の対象にするのかの設定にあたっては、地方側議員

からなる代表者会議における協議によって決定することになると思いますが、その前提と

して自治体がそれぞれ協議すべき事項を選定し、代表者会議で調整することになると思い

ます。私は、協議事項としては、何といっても地方税財政の制度と運用に関する事項が最

重要だと思っております。地方交付税における財源保障機能の縮小、廃止論が公然と言わ

れておりまして、いわゆる事業仕分けによって地方交付税特別会計の見直しが提言されて

いる中で、地方交付税率の改正を含む制度運営の正常化が重要課題です。また、消費税増

税が取りざたされている中で、国税・地方税に関する税制のあり方は極めて重要なものだ

と考えております。地方税財政制度に関する重要事項に関しては、地方六団体間でも、各

団体内部でも、比較的合意を形成しやすいと思います。 

第２に、地方六団体代表と内部調整についてです。法律案では、地方側を代表する常設

の構成員、すなわち議員は、各地方六団体を代表する者として、各１人となっています。

代表する者に事故があった場合には、その代理者をあらかじめ選んでおく必要があろうか

と思います。現在、全国町村会において、役員は、会長とともに副会長が３人、監事が４

人います。さらに、常任理事 11 人、政務調査委員 28 人によって構成されております。全

員が何らかのところに参加しているという形です。全国町村会では、町村及び都道府県町

村会から提出される意見や要望、あるいは各省庁、政党から提起される制度、施策等の立

案、検討、制定、改廃等の諸問題について、まず「政務調査会」、これは行政部会・財政部

会・経済農林部会の三つがありますし、全体会議もあります。そしてまた、常任理事会、

理事会というのは都道府県の町村会長全員でありますが、これらにおいて調査・審議しま

して、全国町村会としての要望すべき事項を決定し、各省庁、また政党、国会議員等に対

しその实現について働きかけを行っています。今後、協議の場が法制化された場合、これ

らの各委員会を速やかに開催して各事項について協議を行い、適確に対忚してまいりたい

と思っております。 

第３は、関連機関との関係についてです。まず地域主権戦略会議との関係です。内閣府

設置法の一部改正では、内閣府の所掌事務として地域主権改革を推進するための基本的な

政策に関する事項が新たに規定されまして、重要な政策に関する会議として、地域主権戦

略会議が新設されることになっています。地域主権戦略会議の所掌事務の一つは、内閣総

理大臣または関係各大臣の諮問に忚じ、地域主権改革に関する重要事項であって、地方公

共団体の権限または財政に著しい影響を及ぼすものについて調査・審議することとなって

います。協議の場は、この地域主権戦略会議の下位に立つものではなく、その前さばきを
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することになるのかなと思っております。 

次は地方制度調査会との関係です。平成 22 年５月 25 日に当時の平野官房長官は、衆議

院の本会議で地方制度調査会について、昨年の７月以降、委員は任命されていないとし、

廃止を含めて見直しを検討をすると発言しております。「地制調」は役割を終えたという判

断を示したのです。「地制調」は内閣総理大臣の諮問に忚じ、地方制度に関する重要事項を

調査・審議するため、地方制度調査会設置法によって内閣府に設置されている審議会です。

この設置法を廃止せず、「地制調」に代わって活動していると思われているのが、総務大臣

決定で総務省に置かれている地方行財政検討会議です。これは端的に言えば、総務大臣の

私的諮問機関に過ぎません。そこで、地方制度調査会設置法は、廃止するのかどうか。廃

止する場合、それに代わる内閣総理大臣の諮問機関を新設するのかどうか。新設しないと

すれば、地方行財政検討会議は設置されるのか。そして協議の場が正式発足すれば、この

会議は廃止されることになるのかどうかなど、非常に疑問であります。これらが非常に大

きな問題になるかと思っております。なお、地方財政審議会との関係も気にならないわけ

ではありません。地方財政審議会は総務省の審議会等の一つですが、例えば総務大臣は、

地方交付税の交付に関する命令の制定等の立案をしようとするとき、また、地方財政計画

の原案を作成しようとするとき、各地方自治体の交付すべき地方交付税の額を決定しよう

とするとき等の場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければいけないものとされてい

ます。これは地方交付税法第 23 条にうたわれておりますが、この地方財政審議会の役割と

協議の場の役割の整理をしておく必要があるように思います。 

第４は、分科会の重要性です。協議の場には分科会を置き、特定の事項に関する調査・

検討を行うことができることになっています。町村のほとんどがいわゆる農山漁村地域に

所在し、比較的小規模な人口を擁する基礎的な自治体であることから、特に人口規模の大

きな都市自治体と異なった自治運営が必要になる場合もあります。疲弊や荒廃が憂慮され

ている農山漁村の再生と活性化は待ったなしの政策課題です。こうした課題に取り組んで

いく上で、町村の自治運営に重要な影響を与えるよう、政策制度の変更が問題になる場合

に対処するため、町村自治分科会、これは仮称でありますが、そういうものを設置して、

そこでの検討を経て、協議の場で審議に付するような工夫が不可欠ではないかと思ってお

ります。 

第５として、協議の場の事務局体制について述べておきたいと思います。国側の事務局

機能は、内閣府地域主権戦略审が担当すると思われます。これに見合った地方側の事務局

機能についても検討していかなければならないと考えております。 

 

国・地方の信頼関係の構築を 

以上述べてまいりましたが、法制化後の運用のあり方が成功のカギを握っていると思い

ます。国・地方ともお互いを尊重し、信頼関係を築いていくことが大切だと思いますし、

また、対等者間の協議を成功させることは容易ではありません。そうであるがゆえに、協
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議を協議あらしめるためには、合意形成への熱意と誠实さと忍耐力が特段に求められると

思います。 

先ほど達増知事がおっしゃられたように、対等が対立になってしまってはまったく意味

がないわけであります。そんなことで、私はそうした覚悟で新たな協議の場に臨んでいき

たいと思いますので、またよろしくお願いいたします。以上です。 
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【共通論題Ⅱ 国と地方の協議の場】 

 

 
「国と地方の協議の場」の法案策定とこれからの動向 

 

総務大臣政務官 逢坂 誠二 

 

 

  

皆さま、おはようございます。逢坂誠二でございます。まず冒頭にお詫びでございます

が、ぎりぎりの到着でしかも早退をするということで大変申し訳なく思います。それでは

私から大きく３点、お話をさせていただきたいと思います。一つは法案策定の経過、二つ

目が法案策定の際に論点になったポイント、三つ目は今後のことについて個人的な感想も

含めてお話をさせていただきたいと思います。 

 ご案内のとおり、自治の現場におりますと「国と地方の協議の場」のようなものがあれ

ばよいなと思う場面がしばしばありました。例えば、平成 12 年に介護保険がスタートしま

したが、介護保険の制度設計をする際も、もっと国と地方がいろいろな場面で意見交換を

していれば違ったものになったかもしれないという思いがあるわけです。この介護保険に

限らず、厚生労働省の政策、あるいは農林水産省の政策、多くのものが国側で一方的とは

言いませんけれども、ある種、国の大きな動きの中で決められて、それが自治体に降って

くるというイメージが自治の現場にあったわけです。さらに言うならば、地方税法などは

３月末ぎりぎりに法案が国会を通るわけです。そうなると地方税の条例です。これを専決

処分でやるということが自治の現場では当たり前のように行われる。これは果たして適切

なのか。そんな思いもあり、とにかく国と地方がいろいろな場面で意見交換をして政策を

作り上げていくということが非常に大事だと、私自身もニセコ町長時代から強く感じてお

りました。 

 

法案策定は各省協議なしで 

そうしたところ、政権交代後の昨年（平成 21 年）11 月、地方側からの提案もあり、この

具体的な法案策定に関わるというようなことになり、個人的にはもう涙が出るくらいの感

動といいましょうか、感慨を覚えたものであります。その後、先ほどもご紹介のありまし

た地方側からの提案に基づいて、提案を原案にして官邸で３回の实務検討グループを開催

いたしました。メンバーは地方側が、京都府の山田知事、大阪府池田市の倉田市長、山口

県和木町の古木町長、この３人が地方側のメンバーでした。政府側が松井官房副長官、瀧

野官房副長官、そして津村内閣府大臣政務官、小川総務大臣政務官、そして当時総理大臣

補佐官を務めておりました私が、メンバーになりました。实は、会議は非常にざっくばら

んなものでありました。いわゆる政府の会議にありがちな、先ほど藤原会長から若干前々
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回の国・地方協議の場が形式的だったというご指摘をいただきましたけれども、ああいう

ようなものではなく、まさに生の議論をしたということです。条文についても、「ここがお

かしい」、「ここはこうすべきだ」というような具体的なやりとりをし、その場で変更しな

がら法案の原案をつくっていったわけです。 

こうしたことができた大きな理由は何か。それは、实は内閣が提案する法案などは、基

本的には以前は各省協議というものを必ずやるわけです。今回この国・地方協議の場の法

案に関しては、各省協議は行っておりません。まさに政治主導で官邸中心に、あるいは内

閣府中心に議論をした、そのことによってその場での変更が素早く可能だったということ

です。従来ですと、変更点が出てくると、さらにそれを各省協議に回して、各省から合意

をとれなければ政府として「イエス」と言えないということだったわけですが、そうでは

ないということをやったわけです。これは、国民から見れば当たり前だろうと思うのかも

しれませんが、これまでの霞ヶ関文化の中で言えば、画期的なことと言いましょうか、驚

くべきことだったのではないかなと思っております。 

また、实務検討グループはたしかに３回でしたが、实際には事務的にも相当なやりとり

がありました。また、私自身も京都の山田知事のところに出向いて、具体的なやりとりも

直接した中で、最終的に２月 18 日にこの法案の原案が決まったわけです。そして、３月３

日に地域主権戦略会議、さらに３月５日の閣議で最終的に法案を決定し、国会に３月 29 日

に提出をしております。この法案につきましては、前通常国会では参議院で先に審議をし

ていただきました。参議院で先に審議をしていただき、参議院を通過し、衆議院へ来た段

階で国会が終了で継続審議に現在なっています。しかしながら、参議院の構成員が替わり

ましたので、今国会では衆議院で議論をし、仮に衆議院で可決したとしてももう一度参議

院へもどって議論をいただいて法案の成立ということになります。このあたりのことにつ

いてはまた、のちほどお話をしたいと思います。 

  

主な論点 

それから大きな２点目ですが、議論の最中にどこが主に論点になったかというところに

ついてお話をさせていただきます。 

一つは総理大臣を正式な構成員とするかどうかということでした。地方側からは総理大

臣をやはり正式な構成員として会議の中での重要メンバーにしてほしいという声があった

わけです。政府側としては、総理が出席するということはまったく何の異論もない。だが

しかし、正式な構成員とすることによって、会議の開催がしづらくなるのではないか、と

いうような思い、具体的に言いますと、物理的に総理の身柄を確保して日程を調整すると

いうのは非常に難しいわけです。そうなってしまいますと、会議開催そのものがしづらい

というような状況になるのではないかというようなことです。あるいは、総理そのものは、

内閣全体に責任を負う立場のものでありますけれども、地方側に地方全体に責任を負う立

場の人がいない。こういう点も論点になりまして、最終的には総理は正式メンバーではな
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い、しかし、総理は会議にいつも出席をして発言ができるという規定を設けたわけであり

ます。 

 それから２点目の大きな論点としては、協議対象範囲をどうするかということでした。

基本的には、政府側も地方側も協議対象とするのは、あらゆるものを協議対象にしたいと

思っておりましたが、その法案上の書きぶりについて随分差がありました。当初地方側は、

個別具体的にたくさん項目を並べて、明示的に列挙をするということでどうかということ

でした。政府側は明示的に列挙すると、かえってそこに該当するかしないかが議論になっ

て、議論の対象から外れるものもあるのではないかというようなこともあり、最終的には

包括的な書きぶりをするということで法案になったわけであります。 

それからもう一つの論点としては、先ほども話が出ていましたが、分科会というものの

位置づけをどうするかということでした。当然、分科会は置くということが法案の中には

盛り込まれておりますけれども、地方側がイメージする分科会と国側がイメージする分科

会、これが必ずしも私は検討のプロセスの中では一致していなかったのではないかなと思

っております。地方側はどちらかといえば多くの課題について常設的な分科会を置いて、

日常的に議論をしているイメージ、国側のほうはどちらかというと、何か課題が生じたと

きに臨時的に分科会を設置して、ある一定期間議論をして閉じるイメージ、こういうとこ

ろから出発をして、最終的に今のような条文になっています。しかしこの分科会、それで

はそのイメージを一致させて今回の法案ができたかと言えば、そこはまだ一致していない。

これからの運用の中で、どんな位置づけになるかが決まっていくのかなと思っています。 

それから最後ですが、国会との関わりをどうするかということでした。当初協議が整わ

なかった案件について、国会に報告をすることがありましたが、最終的には協議が整う、

整わないにかかわらず国・地方協議の場の動きを国会に報告することになったわけです。

ほかにもいくつか論点がありましたが、私が实際に携わって強く印象に残っているところ

をお知らせさせていただきました。 

 

これからの動向 

そして、三つ目です。今後どうなるかというところですけれども、やはりこの国・地方

の協議の場がこれからの政府の政策決定、政府のというよりも日本の政策決定の上で非常

に大きな役割を果たすだろうと思っております。しかしながら、本当にあらゆること、森

羅万象、多くのことについて微に入り細に入り議論をして決定していくということが实務

上可能なのかどうかというところについては、これからいろいろとやっていく中でスタイ

ルが決まっていくのではないかと思っております。いまの政府の政策の決め方、例えば、

一括交付金の議論もいろいろしておりますが、各省と相当激しいやりとりをしながら政府

の考え方が決まっていくプロセスにあるわけです。そういうときに、自治体の皆さんとど

ういう場面でどうやって話し合うことが適切なのか、これはなかなか簡卖ではないなと思

っております。また、去年の子ども手当の制度設計、これもたぶん去年の今頃の時期、11
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月時点では制度の詳細はまだ決まっていなかったと思います。12 月に入り、急速な勢いで

政府内において議論が進み、最終的には 12 月 24 日でしたでしょうか、23 日でしたでしょ

うか、そのあたりで、最終的に政府の子ども手当に対する考え方がまとまったわけです。

そのように決まってきているのが、これまでの政府の政策の決め方でしたので、そういっ

たプロセスの中でいったいどういう関わりがこの国・地方の協議の場としてできるのか、

あるいはどうすることが適切なのかということが、これから問われていくだろうと思いま

す。 

ただ、政府の政策決定の仕方がそうであるからといって、それに国・地方協議の場のス

タイルを合わせるということだけではなく、逆に国・地方で協議をしなければならないか

ら、政府の政策決定のスタイルも変えていかねばならないというような動きも必要になっ

てくると思いますし、国・地方の協議の場の検討のあり方が政府の政策決定のスタイルを

変えていくある種の力になっていく、そういうこともこれからは期待されるのではないか

なと思っております。 

それから、先ほども申し上げましたとおり、法案では微に入り細に入り、いろいろなこ

とを必ずしも書いているわけではありません。今後、国と地方がいろいろと实際にこの場

を活用することによってある種育てていくといいましょうか、熟成させていくといいまし

ょうか、そういう取り組みが必要になってくるのではないかと思っております。 

最後です。先ほど藤原会長から今臨時国会でなんとか成立をさせてほしいというお話が

ございました。この法案については、基本的には与党も野党もさほど考えの違いがないも

のだと思っておりますので、政府としては当然、今臨時国会で成立をさせたいと思ってお

ります。しかしながら、国会日程、議論のすきま、これがなかなかあかないということで

す。特に総務委員会の法案が非常に込み合っております。放送法ですとか、給与に関する

法律ですとか、あるいは郵政の法案も総務委員会の所掌であります。そういう中でどうい

うふうに日程が確保できるかが、今国会で成立できるかどうかの大きなカギになるのでは

ないかと思っております。 

私からは以上です。 
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【共通論題Ⅱ 国と地方の協議の場】 

 

 
「地方分権改革推進委員会試案」の考え方 

 

東京市政調査会理事長 西尾  勝 

 

 

 

私が、この共通論題でパネリストに指名されたのは、おそらく地方分権改革推進委員会

の勧告、あるいはその中に示された試案のことから話をせよという主旨で、私もパネラー

に加えられたのではないかというふうに理解をいたしました。したがって、何よりも地方

分権改革推進委員会の第３次勧告の中の「第３章 国と地方の協議の場の法制化」で委員

会はどうしてああいう言い方をしたのかということについての説明から始めて、そしてそ

の後、ただいままでにお話がありましたように、地方案というものが非常に詳細なものが

出されましたし、最終的にまとまった法案の中に書かれていることという三つのものがあ

るわけでありまして、この地方分権改革推進委員会試案というものと、地方案と、そして

最終的な法案と主としてどういうところが食い違っているのか、ということからご説明を

し、それで、私が何を考えていたかという私個人の考え方をご説明したいというふうに思

っております。 

 それで、レジュメでは、40 ページに私の考え方についてのレジュメがあり、41 ページと

42 ページに改革推進委員会の第３次勧告のなかの第３章の該当部分のみを資料としてお示

ししております。本来なら地方案も法案も示したほうがより明快なのかもしれませんけれ

ども、分量が非常に多くなるので私の関係のものだけにとどめました。 

 

「地方分権改革推進委員会試案」策定の経緯 

さて、レジュメに沿ってお話をする前に、もう一つ申し上げておかなければいけません。

地方分権改革推進委員会がこの問題を取り上げたのは、实は国と地方の間でこういう協議

の場が必要だということは地方六団体が強く言ってこられたわけでありますから、事实上

の国と地方の協議の場にまかせておくことも可能だったわけでございますけれども、地方

分権改革推進委員会がこのことについてまったく意見を言わないようではかえって实現は

難しくするのではないかと考えました。地方分権改革推進委員会が地方分権改革について

調査審議をしているのであれば、当然この問題についても勧告をし、そしてその協議の場

を法制化することが絶対に必要だという、外から横からの忚援をしないかぎり、これは地

方分権改革のアジェンダに載らないのではないかというふうに判断をいたしましたので、

地方分権改革推進委員会としてもこの問題を勧告事項に含めようという決断をしたわけで

あります。そして、もう一つには、この協議の場のあり方については、地方側の考え方と
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それから国側の考え方の間にかなりの差があるというふうに私どもには見えました。した

がって、この両者の妥協線になりうるようなものを示すことが必要なのではないかという

ことで、そういう案を示すことがこの地方分権改革推進委員会の役割ではないかというふ

うに考えたわけであります。 

 最終的な資料に載っております勧告では、冒頭に、要するに事实上の国と地方の協議の

場の中でこの協議の場の法制化を約束せよと、双方で話し合って決めなさいというのが勧

告事項になっておりまして、具体的なことはすべてそこに下駄を預けているという形にな

っています。ただ、その際に当委員会としてはこういう試案を考えているけれども、これ

を参考にしてくださいという形式で出しております。一番最初に委員会で原案をつくりま

したときには、後半に書いてある当委員会の試案というもの、これにほぼ該当するものが

勧告そのものという書き方になっていたのであります。しかし、私どものところには、当

時地方六団体側の関係者から、あまり詳細に決めつけた勧告をしないでほしいということ

が頻々と届けられておりました。「それもごもっともかな」というふうにも思いましたので、

どういうふうにするか、結局国と地方の協議の場におまかせするしかないのでありまして、

「おまかせします」、「そこでやってください」というのでもよいのですが、それではなか

なか話が進まないことになってしまうのではないかということを考えまして、勧告として

は、国と地方の協議の場で法制化について双方の合意を導くべきであるということにして、

その際参考にしてくださいという形で委員会の考え方を示す、という妥協案を作り上げた

わけであります。それがこのスタイルの根本的な理由であります。 

 

「地方分権改革推進委員会試案」と「地方案」と「法案」の比較 

そこで、この委員会の試案と地方案と法案というもので何が違っているか、逢坂政務官

の説明でも主要な点、３点についてお話がありましたけれども、まずは名称について、私

ども委員会の試案は「国地方調整会議」という固有名詞をあてていました。地方案では、「国

地方会議」という言葉が使われました。最終的な法案は「協議の場」という固有名詞のな

い形に収まっているわけであります。 

それから構成員についてでありますが、この委員会試案と地方案は、内閣総理大臣を国

側の構成員の一人とするということが絶対に必要だという立場をとりました。それに対し

て最終的な法案では、これを常設の構成員とはしないという結果になったということ、こ

れが大きな変化であります。 

 そして、３番目には協議事項に関する規定ぶりをどうするかということだったのですが、

地方分権改革推進委員会の試案は、ご覧になれば分かりますように、かなり概括的な書き

方をしております。そして、最終的な法案でもかなり概括的な書き方になったわけで、国

側と私たちの委員会の考えがかなり近かったということでありますが、中間段階ではこれ

を非常に詳細に明示的に事項を列挙したというのが地方案として出てきたということであ

ります。 
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 ４番目は、議長あるいは議長代行とか副議長というようなものを設置するのかしないの

かということでありますが、私どもの委員会の案では一切そういうものを置くことを予定

していませんでした。これはのちにも述べますけれども、委員会はこの協議の場は国と地

方というしばしば利害が相対立する、相反するその両当事者が交渉する場だというふうに

考えておりましたので、いわば労使交渉の場に類似の交渉の場であるというふうに考えて

おりましたので、常設の機関として議長というものがいるとか、副議長というものがいる

というようなスタイルを一切念頭に置いておりませんでした。したがって、私どもの案に

は議長とか副議長とかというものはないのですけれども、最終的な法案の考え方は議長と

か副議長とか、というものが置かれることになっております。 

 それから分科会であります。これを明文であらかじめ規定をしておくかしないかという

問題なのですが、われわれはもちろん、こういう協議の場が法制化されましたならば、必

要に忚じて分科会が設置されるとか、ワーキンググループが設置されるとかさまざまなこ

とが行われるであろうというふうに、そしてそれが必要なときがあるというふうに考えて

おりましたけれども、あえて明文に書かなくてもいいのではないかと、それは法制化され

た協議の場が動き出してから、双方でご相談になればいいことではないかと、その際細則

をつくっていかれればいいんじゃないかというふうに考えましたので、地方分権改革推進

委員会試案では、分科会には触れておりません。その必要がないと思っていたわけではあ

りませんが、触れる必要はないのではないかと思ったということであります。 

 ６番目は、協議が整わなかった事項についてはどうするのだという問題があるわけです

けれども、私どもはのちにも述べますように、基本的には協議が整わなかったならばそれ

はすべて国側が最終的に責任をもって決定されるのだと、これはそういう性質のものだと

いうふうに考えておりましたので、協議が整わなかったことをどうするかということにつ

いてわれわれは何も考えませんでした。しかし、地方案はその点に非常にこだわられまし

て、協議が整わなかったときは、国会への意見書の提出とか、あるいは「および」なんで

すが、国地方係争処理委員会等への審査の申し出というようなことを手段としてお考えに

なったということであります。この国地方係争処理委員会に審査の申し出をするというの

は、国地方係争処理委員会のあり方そのものをちょっと変えませんと、こういうことを予

定してできているわけではありませんので、これもいいことかどうかから、可能なことか

どうか、なかなか難しいところであります。国会への意見書の提出について言えば、すで

に六団体は意見書を提出する資格を持っておられるわけで、自由にそれを行使されたらい

いのではないでしょうかということです。必要な、それがよい手段だと思われたならばそ

うなさったらいいので、あらためてここで国会への意見書の提出と書く必要もないのでは

ないかと私は思います。ともかく、わが委員会のほうは、この場合のことについてはなん

ら規定をしなかったということであります。 

そして最後が、協議が整った事項についての処理であります。これがなかなかどう表現

するのが妥当か難しいのですけれども、委員会の試案は双方实現に向けて誠实に努力する
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というふうに書いたわけであります。これを結果を尊重するとかいうふうに書くかという、

こういうことがその後の議論の中では、かなりもめた話になっているわけであります。私

は、これはもう表現の問題だというふうに思います。 

以上が委員会試案、それからその後の地方案、そして最終的に協議が整った法案という

ものの主要な食い違い点ではないかというふうに思います。概括的に言うと、地方分権改

革推進委員会試案と最終的な法案はかなり近いのですが、中間段階の地方案はかなりユニ

ークなものになっていたというふうに私は思います。 

 

「地方分権改革推進委員会試案」の考え方 

そこで、次のテーマはこの地方分権改革推進委員会試案が、どういう考え方に立って組

み立てられていたか、ということでありますが、まず第一に申し上げたいことは、先ほど

も触れましたけれども、これは利害を異にする両当事者間の協議・調整の場だという認識

でありました。したがって、性格的には労使交渉に似たような場であるというとらえ方で

ありました。したがって、なんらかの審議をし、議論をした末に、最終決定するという通

常の審議機関というものとは性質が違うというふうに考えておりましたので、その場その

場で国側には国側の主張があり、地方側には地方側の主張があり、喧々諤々こう向かい合

ったテーブルでやり合い、そしてどこまで双方の意見が一致するか、ここから以上は一致

しないねという確認をするという、そういう場でしかありえないのではないかというふう

に思っていましたので、議長・副議長を置くなどということはおよそ考えませんでした。

ただ、その代わり両当事者が、最初から意見が違うということが分かっている両当事者が

集まりまして、それでそれぞれの見解を述べて理由を述べて、その上で妥協点が見いだせ

ないかどうかということを議論する、丁々発止やり合う場だというふうに考えておりまし

たので、その場をいつどういう議題で開いて何時間やるのかとか、ということは事前折衝

がなければ成り立ちえないことでありました。 

したがって、私たち委員会の案では、事前協議というものについてあらかじめ触れてい

ます。それは資料の２枚目、42 ページの４のところに「国地方調整会議は国側又は地方側

からの申し出によって開催するものとし」と、双方に開催の申し出権があるという形にい

たしまして、どちらかの申し出によって開催するものとし、「毎回の会議の議題及び会議に

臨む代表団の構成は、双方の事前協議によって定めるものとする」というふうにしており

ます。それで、これは会議のメンバーのほうにも常設の構成員と臨時の構成委員というも

のがありうるというふうにしておりましたので、その都度議題によっては顔ぶれが変わる

ということを想定していましたので、「次のときはこの議題で双方議論しよう。それだから、

次は地方側はこういう顔ぶれで出ますよ。国側もそれにふさわしい顔ぶれをお選びくださ

い」というふうにし、何時間かけてやるか、どちらから最初の問題提起をするのか、そし

てどういうふうに最後はとりまとめようとするのかというようなことを、かなり事前折衝

しなければならないということを予定していました。そうすると現实には、この事前折衝
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をする人は誰なのか、ということが問題になります。国側ではそれは誰の役割なのか、そ

れから地方側では誰がその事前折衝役をするのか、これは非常に重要な問題だと思いまし

たけれども、そこまで試案で触れることはないだろうと思って、そこまで決めていません

が、そういう会合の開き方というものを念頭に置いておりました。 

それで、２番目に大事なことは、最終決定権は国側にあるというふうに考えていたとい

うことであります。これは国が立法権なり、あるいは予算編成権なりを持っている事項に

ついて国と地方が協議をする場でありまして、そこで協議が整ったらその協議が整ったよ

うに国側は措置をするでありましょうが、協議が整わなかったら大本にもどるだけのこと

であります。国に権限があるわけでありまして、これは内閣・国会が責任を持って判断を

し決めるという原点にもどるというだけのことだというのが、われわれの理解であります。

しかし、地方側にはそれではちょっと満足ができないという気分が多分にあるのだと思い

ます。もうちょっとここで最終決定にできないのかという思いが、非常に強くあるのでは

ないかと思いますが、ここを最終的な決定機関にするということは、国会を完全に無視す

るような制度でありますから、それはありえないのではないか、というのがわれわれの考

え方であります。 

さて、ここで次に、この協議の場が事实上なり法制化されて続けられるとしたときに、

何を協議事項にするのかというのは非常に重要なことなのでありますが、私どもの案も基

本的にはどちらかが取り上げたいと思うことを、なんでも取り上げられるようにしておい

たほうがよいという考え方に立ちました。したがって、概括的に広い規定をしているわけ

ですけれども、法制化された国・地方協議の場においてもっとも重要な協議事項は、そこ

に３番目として書きましたとおり「地方税財政制度に関する重要事項」であろうと判断し

ておりました。なかでも、もう尐し具体的に言えば、地方財政計画をどういうふうに策定

するのかという問題、そして、来年度・新年度における国税・地方税をどう変えるのかと

いう税制改革の問題、そして、地方交付税総額をどれだけ確保するのかということ、この

地方交付税総額を確保するということになれば、時によっては、地方交付税率を変更する

のかしないのかという交付税制度の制度変更をどういう形で行うのか行わないのかという

ことを、当然に含んでいるわけでありますけれども、要するにこの問題こそがこの協議の

場におけるもっとも重要な問題だというふうに考えていました。 

したがって、来年度予算の編成に関しては、この 11 月、12 月がもっとも重要な時期であ

るわけで、ここで協議の場が機能するということが極めて大事なことであります。来年度

の予算で国側がどうなり、地方側がどういうことになるかということは、もう決定的な問

題なのでありまして、このことについて協議の場がどこまで機能してくれるかというのが

重要なことであります。 

それで、最終的にはそここそが肝心要というふうに思っておりますけれども、併せて政

権交代があり、民主党中心の新政権は、例えば子ども手当の問題とか、後期高齢者医療制

度の変更問題とか、国保の問題とか、あるいは高速自動車道の料金無料化問題であるとか、
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地方の施策に極めて重要な影響を与えるお金絡みの話がいくつもあるわけです。そしてこ

れらの問題については、地方と国と十分な協議をして話し合いをしなければスムーズには

事は動かないという制度になっていますので、これらについても当然重要な協議事項にな

るだろうというふうに考えました。しかし、突き詰めて言えば、お金の問題こそがもっと

も根本的な問題というふうに私どもは理解していました。ただ、片一方でこの協議の場を

法制化するということ、これに関して頑強なもっとも抵抗勢力になるのは財務省だという

ことは、もう明らかであるわけであります。したがって、その抵抗を和らげながらどうや

って法制化できるかということを考えなければならないわけで、41 ページの試案の文章で

いいますと、試案の２というところに「協議事項の範囲は」と書いたんですが、原案を書

いたのは私自身ですけど、国と地方の役割分担、地方自治制度及び地方税財政制度に関す

る重要事項、経済財政政策、社会保障・教育に関する制度及び社会資本の整備のうち地方

行財政に大きな影響を及ぼしかねない重要事項とするということで、およそ地方分権改革

に関すること、地方自治に関することをなんでも取り上げられるように概括的に書いてい

るということなのですが、こういうふうに書きながら地方税財政制度に関する重要事項と

か経済財政政策とかというふうに書いておけば、もっとも私たちが重要だと思っている地

方財政計画とか、あるいは国税・地方税の税制改革問題とか地方交付税総額問題とかとい

うのは当然にみんなこの中に入ると考えておりましたが、これをあまり露骨に書かないほ

うが利口なのではないかと思ってこう書いたということであります。 

しかし、地方案をお書きになるときに、京都府の山田知事が非常に克明に協議事項を列

挙されました。そのたくさん明示的に並べられた中に、地方財政計画の策定とか、税制改

革とか、交付税総額とかというのもみんな入れてあったのです。要するにこれは入ってい

るということを明確にしたいということで山田さんは努力をされたということです。私た

ちの委員会の文案を見て、山田さんは「これでは地方財政計画が入ってない」とおっしゃ

るんですよね。「いや、当然地方税財政制度に関する最重要事項でしょう」と、あるいは「経

済財政政策の重要な一環ではないですか」、「当然含まれますよ」と言ったら、「いや、あれ

は制度なのか、運営なのか、怪しい。分からないのだ」、「いや、あいまいなところにある

ものなんだ」とおっしゃり、それで、「あれが入らないと言われたら大変だ」というふうに

おっしゃいました。そして、協議事項をものすごくたくさん列挙されたのですけれど、た

くさん列挙している中に目立たないようにこの個別事項をちゃんと山田さんは入れられた

ということなのですね。そこを絶対確保しようと思っていらしたということだと思います。 

そして、最終的には法案になるときは、そういうものがまた、概括的にもどったのです

が、国と地方の先ほどの検討グループの最終的な妥協のときは、「ここに挙げてあることは

全部入っているという理解でいいですね」というふうに地方側はおっしゃって、逢坂さん

が答えられたかどうか知りませんが、国側は「入っています」とおっしゃって、「それなら

これでよろしい」というふうに、山田さんはおっしゃったということなのです。私の認識

はそういうことでありまして、もっとも重要なことはここだというふうに思っています。 
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そして４番目ですが、協議が整った事項について国側にその实現に向けた誠实な努力を

求めるのには、私は内閣総理大臣を国側の構成員とすることが不可欠だというふうに考え

ておりました。ここで決めたことは、内閣としてはここで合意したことを、幸いにして合

意が成り立ったこと、そのことは政府として完全にやりますというふうに言っていただく

ためには、その場に内閣総理大臣自身がメンバーとしておられて、そしてそこで私も承知

の上で合意したと。そうしたら閣議に持っていって閣議決定にしていただくと、尐なくと

もここで閣議が一致して内閣がその方針にしたがって動くということが確保できるわけで、

私は国側の誠实な対忚というものを求めるためには、内閣総理大臣をメンバーにすること

が不可欠だと考えていました。これがついに实現しなかったのであります。 

逢坂政務官のご説明によれば、二つ挙げられましたけれども、内閣総理大臣を会議の常

時出席すべきメンバーにしてしまうと、かえって会議の開催が難しくなってしまうという

可能性があると。これはおっしゃるとおりでありまして、その可能性は出てくる。しかし、

毎回総理が必ず出てこなければいけないというわけではないので、どうしても出られなけ

れば、そのときは不在でも仕方がないと思うのですけれども。２番目には、もう一つの理

由を挙げられまして、内閣総理大臣は国側の全体に対して最終責任を負う立場におられる

人であると。しかし、地方側にはそういう人はいないじゃないかと、バランスがとれない

じゃないかという理由を挙げられました。これはあんまり理由にならないと私は思うので

すよ。地方側はもともとそんなまとまった人、団体ではないのでありまして、そういう人

はいないわけです。しかし、国側に誠实な対忚を求めるためには、内閣総理大臣をメンバ

ーにしておくことは不可欠だったと私は思っています。非常に残念なところだというふう

に思います。これが、国側の抵抗が非常に強かったというところではないかと思います。 

さて、次の５番目でありますが、協議が整った事項について地方側の構成員に求められ

るのは、国側に求めることについては誠实な対忚を求めるわけですけれども、同じように

地方側にも誠实な対忚が求められるのですが、さて、こちらのほうが、誠实に対忚するこ

とが困難なのです。国側にそれだけの要求をするのなら地方側もちゃんとやれよと、大丈

夫なのと言われるわけですが、地方側は、問題によっては見解が違うと、六団体の意見が

そろわないということは起こりうるということです。さらには、そこに代表として出てき

た六団体として「それでけっこうです」と約束してきたこと、六つの団体全部が約束して

きたことに対して、それでは、そこの会員になっている全国の全自治体がそれで行動する

かというと、その保証はありません。六団体が何を約束しようと、何々県議会は別の決議

をするとか、何々市議会はそんなことは駄目だといって、わが市は反対だという議決をさ

れるということはいくらでも起こりうることで、これをコントロールする力は六団体には

ありません。自治制度の本来のあり方として、ありえないことでありまして、それはそれ

ぞれの自治体がそうだとお考えになれば、そういう意思決定をなさる自由を持っていらっ

しゃるわけです。その自由を奪うことは誰にもできません。したがって、六団体側の約束

というのは、そういう限界を常に持っているわけです。したがって、六団体としてはここ
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で合意したことは誠实に努力しますと、尐なくとも六団体として以後それに反する意見書

を出したり、そういうことはしないよということに止まるのですね。「全自治体、それに従

わせます」なんていうことは誰にもできません。そこが六団体側の弱みなんだということ

はもう承知の上で、この協議の場を生かさなければならないわけです。私はそういうふう

に思っています。 

それで、最後に６番目に、この私どもの案では、「地方側を代表する常設の構成員は、地

方六団体のそれぞれが指名する者」とし、地方六団体の「代表者」とはしなかったのです。

「臨時の構成員についても同様」というふうに書いています。「あまり詰めきった案にしな

いでほしい」という声もあったこともありますけれども、本来六団体の代表というのは知

事会なら知事会会長が必ず出るのか、市長会の代表は全国市長会会長が必ず出るのか、と

いうこと、これは別にそう決めないほうがいいのではないかと思いました。会長ではない

方が協議の場に代表として出ると、常設の委員として指名されるということもありうるで

しょうし、私としては知事会は代表として出る人は絶対に知事でなければならないかとい

ったら、いや、どこかの県の副知事を指名されたって構わないのではないですかというふ

うに思っていました。もっと極端に言えば、知事会の代表は学識経験者の誰々を指名する

といって学者を出したって構わないのではないかというふうに思っていました。特に臨時

の常設ではない特定の問題について議論をするときに、お忙しい知事や市長、町村長では

なくて、われわれが信頼するこの人をわれわれの代表として出しますということはあって

もよいのではないかというふうに考えていましたので、こういう「代表者」という書き方

をしませんで、ともかく六団体がそれぞれ指名する「者」という書き方をしたという趣旨

であります。 

 

「地方案」に対する疑問 

さて、一番最後に大きな３番目のテーマ、「地方案に対する疑問」ということについて触

れさせていただきます。先ほど来、述べてきましたように、委員会の案と試案と、最終的

な法案は比較的近い線になっているのでありますが、中間に出てきた地方案はかなり独特

の特徴を持っていたのであります。そして、この地方案について、私が危惧をしましたの

は、私のほうの案でもなんでも取り上げられるようにはしておりましたけれども、地方自

治に関する制度改革問題を議論する中心的な場にはなりえないと思っていました。ここで、

地方分権改革とか、あるいは地方制度改革に関する問題を審議し、決めていこうなどとい

うことは機能しないだろうというふうに思っていましたので、それは地域主権戦略会議が

いいのか、地方行財政検討会議がいいのか、従来からある地方制度調査会という仕組みが

いいのか、あるいはまったく新しい仕組みを考えるべきなのかはともかくとして、なんら

かの別のところにそういう立案機関を設けざるをえないのではないかと考えておりました。

それを最後に、国・地方双方がもう一度これでいいですかという確認をする場として、こ

の協議の場が使われることはありうるでしょうけれども、ここで实質的な議論をするとい
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うことは、私はありえないのではないかというふうに思いました。何よりも地方分権改革

にしろ地方制度改革にしろ、地方六団体の意見を調整することがほとんど不可能になって

きているのです。ここが意見を絶対合わせられないという状況になってきているのであり

まして、この財政問題、お金に絡む問題等々は、そうした中でこここそ、六団体が一致し

うる数尐ない領域なのです。大同小異で、小異を捨てて、みんなが一致団結しうるという

ところなのでありまして、そこで機能することが重要なのだと、あまり初めから分裂する

ことが分かりきっている問題を、ここの協議事項に取り上げることは決して賢いことでは

ないというふうに思っています。したがって、地方六団体の合意が容易でないような問題

は、この協議の場に極力持ち出さない、別の場で解決する方が賢いのではないか、という

ふうに思っています。以上です。 
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【分科会Ａ 自治制度の選択制】 

 

 
「領域」・「担い手」からみた選択制 

 
青森公立大学教授 天野 巡一 

 

 

１．「公」、「私」の確認 

  

    

    

  

 

２．公の独占領域に民（私）も 

  

  

  

     

  

    R  

     

 

３．担い手としての「公務員」 

    

    

    

  

  

  

 

４．選択制における領域・担い手の４要素 

  

   

    

  

 

 



102 

 

５．行政の独占的領域・担い手の終焉 
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【分科会Ａ 自治制度の選択制】 

 

 
地方議会の自立性 

 
駒澤大学教授 大山 礼子 

 

 

 

１．自治制度の選択制と地方議会 

制度の選択肢の拡大 

二元代表制の見直し 

「議会内閣制」？ 

首長と議会が責任を共有？ 

しかし、地方議会と行政府が「一体」となってもよいのだろうか？ 

 

２．フランス地方議会の場合 

  地方議会議員の互選により、執行府の長（議長・副議長、市町村長・助役）を選出 

   「議院内閣制」的なしくみ 

  しかし、市町村議会では、選挙で多数を獲得した名簿の第一位に記載された候補者が 

ほぼ自動的に長に選出される。 

  →事实上の首長公選制 

 

フランス地方議会の選挙制度 

  県議会        小選挙区二回投票制 

  州議会、市町村議会  名簿式二回投票制 

いずれも多数派優位のしくみ 

  小規模市町村（人口 3,500 人未満）の場合 

   最多得票の名簿がほぼ議席を独占 

  州、中規模以上の市町村の場合 

   最多得票名簿に優先的に議席を配分後、残りの議席を各名簿に比例配分 

 

分権改革後、とくに市町村レベルで議会による行政監視の強化が課題となる。 

  1992 年地方行政指針法 

   県、州議会の執行委員会に尐数派の参加を保障 

   議員に口頭質問の権利を付与 

  2002 年近隣民主主義法 

   県、州議会では議員の 5 分の 1、人口 5 万人以上の市町村では議員の 6 分の 1 
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以上の要求により、自治体サービスの評価等を目的とする調査委員会を設置 

 

３．イギリス議会下院の場合 

 「政府・与党の一体化」のモデルだったイギリス議会下院 

「弱い議会」の代表格 

   政府優先の立法過程 

   低い内閣提出法案修正率 

   審議は政府対野党の論戦中心 

 

 「政府・与党の一体化」の实態 

   議会下院の中にある政府 

   与党議員の約 3 分の 1（100 名程度）は政府に参画 

   政府から自立した与党会派は存在しない 

   弱い常任委員会 

   行政監視を目的として 1979 年に新設された省庁別特別委員会の委員長、委員の選   

   任にも政府が介入 

 

近年の議会改革～自立に向かう下院～ 

  常任委員会改革（2006 年） 

   常任委員会を公法案委員会に改組し、権限強化 

    参考人招致 

    書類および記録の提出要求 

    公聴会開催 

  特別委員会委員長、委員の選任方法の改革（2010 年） 

  平議員議事委員会設置（2010 年） 

   尐なくとも週 1 日を平議員の議事にあてる。 

 

４．地方議会の自立性をどのように確保すべきか？ 

  住民代表機関として 

   代表制を高める改革 

   住民の声を審議に生かす仕組み 

議会活動の成果を住民と共有 

 

  民主的正当性の高まりが自立を強化する 
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【分科会Ａ 自治制度の選択制】 

 

 
自治制度の選択制 

 
東京大学名誉教授 大森   

   

 

 

 

 

 

１．政権交代と検討の場 

1   

2  －  

 

２．地域主権改革と地域主権 

1  2010 6 22  

2  －  

 

３．「地方政府基本法」の制定（地方自治法の抜本見直し） 

1  －  

  

  

  

2   

  

 －  

 －  

  

3   
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【分科会Ｂ 自治紛争処理】 

 

 
自治紛争処理について 

         

東京大学大学院教授 宇賀 克也 

 

 

 

我孫子市長による審査の申出を受けてなされた自治紛争処理委員による勧告に対して、

意見が出されているので、説明責任を果たす観点から、それに答えておくこととする。 

 第１に、勧告において、「本件同意制度において都道府県知事は、農用地の確保に関する

制度及び国の基本的な考え方（指針）を基礎として同意又は不同意の判断を行うこととな

るものと解するのが相当である」と述べられている部分に対して、国の考え方を検証しな

いまま受け入れることを肯定すべきではなかったという意見が述べられている。この意見

は、農林水産大臣が定める農用地の確保等に関する基本方針（以下「基本方針」という）

が法的拘束力のない技術的助言にとどまることを前提としているものと思われる。しかし、

市町村が定める農業振興地域整備計画は、都道府県知事が定める農業振興地域整備基本方

針に適合したものであることが法律で義務づけられており（農振法１０条１項）、農業振興

地域整備基本方針は基本方針に適合することが法律で義務づけられている（農振法４条１

項）。したがって、本件における基本方針は、国が示した技術的助言とは性質を異にし、基

本方針⇒農業振興地域整備基本方針⇒農業振興地域整備計画とトップダウン型の計画間調

整が法制度上、導入されているのである。したがって、都道府県知事が、基本方針を卖な

る技術的助言として扱うことは法制度上認められておらず、農業振興地域整備基本方針が

適合を義務づけられた基本方針を基礎として、同意の是非を判断することは当然なのであ

る。このような計画間調整の仕組みに対する立法論的批判はありうるところであるが、自

治紛争処理委員は、立法政策を提言する機関ではなく、現行法の下で、都道府県の特定の

関与が違法または不当であるかを審査する機関であるので、現行の法制度を無視した判断

を行うことは許されないのである。 

 また、農林水産省と我孫子市の双方の考え方を踏まえた上で、千葉県知事なりに下した

判断がどのような根拠に基づくべきかを問うべきであり、国の考え方を検証しないまま受

け入れることを肯定すべきではないという意見はそのとおりであるが、本件において、自

治紛争処理委員は、まさに、農林水産省、千葉県、我孫子市の考え方を踏まえた上で、千

葉県知事が下した判断の審査を行っている。すなわち、上述した計画間調整の仕組みは所

与としながらも、決して、国の考え方を検証しないまま受け入れるようなことはしていな

い。法解釈についても、事实認定についても、自治紛争処理委員は、農林水産省の判断に

拘束されるわけではないので、農林水産省の考え方を無批判に受け入れることはせず、委

員間でその法解釈、事实認定に合理性があるかについて、長時間にわたり、慎重に検討を
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行っている。その際には、我孫子市から主張した意見も十分に斟酌している。勧告におい

て自治紛争処理委員が示した意見は、我孫子市、千葉県知事、農林水産省から示された見

解を踏まえ、委員が職権で調査した文献や裁判例で示された見解を慎重に検討した結果、

まとめられたものである。 

 第２に、「農業振興地域制度に関するガイドライン」は基本方針とは異なり、技術的助言

としての性格を有するにとどまるが、これについて、自治紛争処理委員が、技術的助言に

ついても、千葉県知事が拘束されるべき規範と考え、我孫子市にも千葉県知事にも法令解

釈権の余地を認めていないという意見が述べられている。しかし、自治紛争処理委員が、「農

業振興地域制度に関するガイドライン」に法的拘束力を認め、我孫子市にも千葉県知事に

も法令解釈権の余地を認めていないという指摘は、まったく事实と相違する。自治紛争処

理委員の間では、「農業振興地域制度に関するガイドライン」が法的拘束力を有しない技術

的助言であることは自明の前提とされ、そうであるからこそ、このガイドラインで示され

た解釈を鵜呑みにすることなく、何が法令の正しい解釈かについて、我孫子市や千葉県の

法解釈を参考にすべく、双方の主張を慎重に検討したのである。農林水産省からは参考人

として意見を聞いているが、これも参考としてであって、そこで示された解釈が鵜呑みに

されたという事实はまったくない。農林水産省から示された意見を鵜呑みにするのであれ

ば、本件の实体審理は、ほとんど時間を要しなかった。それを所与とせずに、委員自身が、

当事者等の意見や委員が職権で調査した資料を基に、委員間で真剣に議論を重ねたため、

本件の審査は、極めて時間を要するものとなり、合議のために開かれた会議以外の時間に

おいても、各委員が、自ら種々の文献を収集して調査する必要が生じ、多大の時間を本件

の審査のために費やすことになったのである。このことは、本件勧告において、「農業振興

地域制度に関するガイドライン」を引用してそれに依拠している箇所がないことからも理

解していただけるものと思う。实際、結論として、「農業振興地域制度に関するガイドライ

ン」に示された解釈と一致した解釈が自治紛争処理委員により示された部分についても、

自治紛争処理委員が「農業振興地域制度に関するガイドライン」に安易に依拠することな

く、それは一つの参考にとどめ、職権による調査を行い、委員間で慎重に合議した結果と

して、当該解釈を行ったのである。 

 第３に、本件勧告では、形式的には千葉県が負けたが、实質的には我孫子市が負けたと

いう見解について、コメントをしておきたい。本件勧告では、手続的理由で千葉県知事に

よる不同意の取消しが勧告されたが、自治紛争処理委員は、实体的な審査も相当の時間を

かけて行っており、手続的瑕疵を是正して再協議を行うように勧告するに当たっても、審

査を通じて得られた自治紛争処理委員の見解を示しておくことが、再協議を効果的なもの

とするために有益と考えたため、实体的問題についても、見解を示している。そこでは、

我孫子市長の主張立証がなお不十分な点を示しているが、これは、我孫子市長が再協議の

場において、主張立証を補強すべき点を教示することが、我孫子市長にとっても、有益と

考えたからにほかならない。我孫子市長が、そこで示された点について、主張立証を補強
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すれば、千葉県知事が同意する可能性があると考えられるのであり、勧告では、实質的に

は我孫子市が負けたという認識は、自治紛争処理委員の認識と異なる。そして、再協議が

形式的なものに終わらないように、２０１０年６月１日に予定されていた農地法施行令の

一部を改正する政令（平成２１年政令第２８５号）の施行により、農用地利用計画の規模

が１０ヘクタール以上に引き下げられる結果、約１４.８ヘクタールの根戸新田の土地が、

農用地利用計画が定められるべき土地として、変更協議の申出が不同意とされることがな

いように、あえて、この点についても、法令改正により同意の要件が厳格化されたとして

も、千葉県知事に手続的瑕疵があった以上、再協議において、改正後の規定を適用して不

同意とすべきではないと勧告したのである。したがって、本件勧告で我孫子市が实質的に

負けたという見解は、自治紛争処理委員の認識や意図とは異なり、再協議において、同意

が与えられるか否かは、我孫子市長が、主張立証が不十分とされた点について、どの程度、

主張立証を補強しうるかにかかっているというべきである。 

  第４に、本件勧告が法律論に終始しているという意見については、そもそも、自治紛争

処理委員は、立法政策を議論することを職務とするものではなく、都道府県の特定の関与

が違法か（自治事務、法定受託事務の場合）、または不当か（自治事務の場合）を審査する

機関である。本件は、自治事務に対する関与であったので、違法性のみならず不当性も審

査すべきことは、自治紛争処理委員の間で明確に認識されており、違法でないにしても不

当といえないかについても検討するという姿勢で審査が行われている。しかし、当不当の

問題を審理しうるのは、都道府県知事に裁量権が付与されている場合に限られ、裁量権が

付与されているかは、法解釈の問題である。裁量権が存在しないにもかかわらず、当不当

の問題を審理することはできない。したがって、自治紛争処理委員の間では、裁量権の行

使の当不当の問題を審理する前提として、裁量権の有無という法解釈の問題について議論

されている。そして、裁量権の存在が認められた場合において、その逸脱濫用があれば違

法となり、逸脱濫用とまでいえないが、裁量権の行使として妥当性を欠く場合に不当にな

る。裁量権の逸脱濫用の有無の判断も、法解釈の問題である。また、裁量権が認められる

場合においても、そこにおいて考慮事項として想定されているものが何かを確認しなけれ

ばならず、法令において考慮事項とされていないものを自治紛争処理委員が考慮して、違

法・不当の判断をすれば、自治紛争処理委員が他事考慮の違法を犯したことになる。以上

の点は、法律家以外の方から見ると、法解釈論に終始しているように写るかもしれないが、

裁量権がないにもかかわらず、違法でない関与を不当として取消しの勧告を行ったり、同

意・不同意の判断において他事考慮をして勧告を行うことは許されないのであり、もし、

そのような勧告を出せば、勧告自体が、自治紛争処理委員の権限を逸脱して違法といわざ

るをえないであろう。 

 この点について、自治学会においては、都道府県の同意は、都道府県としての広域的な

施策方針に適合するかという政策的な観点から判断すべきであるという意見が出されたが、

市町村の定める農業振興地域整備計画に定めるべき事項は、相当具体的に法定されており、
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規律密度がかなり高い。このことに対する立法的批判であるならば、理解しうるが、かか

る实定法の仕組みを無視して、地方自治法の解釈規定を根拠に、政策論をそのまま解釈論

としてしまうことは困難といわざるを得ないと思われる。 
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【分科会Ｂ 自治紛争処理】 

 

 
自治体間調整の法理 

 
東北大学大学院准教授 飯島 淳子 

 

 

 

序  問題設定 

 自治体間調整法理の固有性？ 

 

Ⅰ 国地方間調整法との対比 

１．自治体間関係 

(1) 争点の不在 

 問題状況の同一性：機関委任事務制度 

(2) 争点の浮上 

① 都道府県 →← 市町村 

  都道府県に対する市町村自治の保障 / 市町村の都道府県に対する参加 

② 国 －都道府県－ 市町村 

 都道府県：国と市町村の間に位置する中間団体  

  国に対する市町村自治の防波堤 

  「長兄のような振る舞い」 

  「アンパイア」（辻山幸宠「分権時代の都道府県・市町村関係」季刉自治体学研究 80 号 28 頁） 

③ 国－都道府県×市町村  

「自治の総量」（磯部力「『分権の中味』と『自治の総量』」ジュリスト 1031 号 31 頁） 

  国対カテゴリカルな地方公共団体 ： 地方自治の消極的防御から、 

 地方公共団体の複数性 分化・協働 ： 地方自治の積極的实現へ。 

 

２．自治体間調整法 

(1) 現行法制度 

① 役割分担 

 市町村：基礎的地方公共団体 

 都道府県：広域的地方公共団体、三種類の事務の限定列挙 

② 市町村に対する関与：原則として都道府県が行う。 

 国の介在 

  関与法定主義 

   国の都道府県への指示 
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 関与の实効性確保の観点…都道府県のほうが、市町村の实情をよりよく把握しうる。 

(2) 論点 

① 都道府県の関与の法的根拠 

  憲法上の根拠：92 条・94 条…関与法定主義の要請、都道府県の法定事務の処理 

  都道府県の法定受託事務か自治事務か 

  ⅰ「国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保

する必要があるもの」――法定受託事務（地方自治法 2 条 9 項） 

  法律の執行に関わる場合 

cf. 国の関与の法的根拠 

  法律執行の監視の責任 法律所管大臣＝「一種の国会の代理人」（小早川光郎・ 

高橋和之・西尾勝・増島俊之「〈座談会〉分権改革の現段階」ジュリ 1127 号 28～30 頁） 

  ⅱ それ以外 ――自治事務（地方自治法 2 条 8 項） 

② 自治紛争処理制度の特性 

「形式紛争主体と实質紛争主体」 

（今井照「都道府県・市町村関係の制度と实態」ジュリスト 1407 号 113 頁） 

  ルール違反の審査＋法環境のアレンジ・リセット 

  自治紛争処理委員  組織上の特性…柔軟性・機動性、中立性・公平性 

 

Ⅱ 契約的手法との対比～フランス法 

１．契約的手法の位置づけ 

(1) 地方公共団体（コミューン、県、州）に対する国の行政的コントロール 

 国の憲法上の責務（憲法 72 条 6 項「共和国の地方公共団体において、国の代表者は、政府の 

各構成員の代表者として、国の諸利益、行政的コントロールおよび法律の遵守の任務を負う。」） 

地方公共団体相互間の後見監督の禁止（憲法 72 条 5 項「いかなる地方公共団体も、他の地 

方公共団体に対して後見監督を行うことができない。」） 

(2) 地方公共団体相互間における契約的手法の利用 

① 地方公共団体相互間の協働の類型 

  組織的協働－伝統的・原則的形態…コミューン間協力組織（EPCI）の発展 

 契約的協働－1980 年代分権改革以降…契約化現象の一環 

② 地方公共団体相互間の契約的協働 

ⅰ 手段の相互化 

 コミューン→←EPCI（地方公共団体一般法典 L.5211-4-1 条） 

ⅱ 権限行使の委託 

 県・州 → EPCI（地方公共団体一般法典 L.5210-4 条） 

  リーダー制度（chef de file） 

（憲法 72 条 5 項「しかしながら、ある権限の行使が複数の地方公共団体の協力を必要とする場
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合、法律は、地方公共団体またはその連合体のうちの一つに、共同行動の方法を組織化

（organiser）することを認めることができる。」） 

憲法院 2008 年 7 月 24 日判決 

（N° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, loi relative aux contrats de partenariat, Rec., 

p.341） 

リーダー制度と後見監督の禁止とのバランス…法律の役割 

 

２．契約的手法の規律 

(1) 性質決定 

① 契約か否か 

合意と義務的効力（明確性の基準）の二要素の存否 

性質決定の難しさ 

   contrat / convention 

  行政立法的行為（acte réglementaire） cf. 混合行為（acte-mixte）〈学説上の概念〉 

② 行政契約か否か 

  例外的基準：二公法人間の契約は原則として行政契約である〈判例〉。 

(2) 裁判的統制 

当事者－契約裁判官 原則 損害賠償のみ / 例外（二公法人＋公役務編成）取消権限 

第三者－分離しうる行為の理論  越権裁判官による取消 

知事の付託（国の行政的コントロール） 裁判官による取消 

 

結 語 

 ルールの決定…国家立法権 

 ルールの適用 

 国家行政権 / 広域的地方公共団体による関与…一方的手法 

  事務の共同処理              …契約的手法 

   「協力がうまくいくには、やはり個人主義社会の経験が必要だが、日本にはそれがない。」 

（田中二郎・俵静夫・原龍之助編『府県政の展望』（1969 年）117 頁（討論・俵発言）） 

 ルールの担保…行政的解決の实際上の重要性 

 私人の不在 

国－ 地方公共団体－私人     三者関係、「国民」vs「住民」 

国－都道府県－市町村－私人   四者関係、「都道府県住民」vs「市町村住民」？ 
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【分科会Ｂ 自治紛争処理】 

 

 
都道府県・市町村関係の現実と紛争処理 

中央大学教授 礒崎 初仁 

 

 

 

１．分権改革後の都道府県・市町村関係 

 (1) 第１次分権改革による都道府県・市町村関係の変化 

 (2) 都道府県の市町村に対する関与の考え方－監督的関与か、広域自治体としての関与     

  か 

 (3) 自治紛争処理制度の意味と役割 

 

２．自治紛争処理の事例研究－我孫子市・千葉県農振整備計画不同意係争事案 

 (1) 本件勧告に関する検討 

  ・同意の基準（自治法 250 条の 2 第 1 項）の未策定と不同意の効果 

  ・市の農振整備計画策定・変更における裁量権の有無（農振法 13 条 1 項、10 条 3 項） 

   －土地利用における総合的考慮の必要性・可能性 

  ・県の同意基準のあり方と裁量権の有無－後見的関与か広域自治体としての関与か 

  ・農振整備計画の策定・変更に係る規律密度（枞付け）と自治的解釈論の可能性 等  

 (2) 本件の示唆・教訓 

  ・農振法と同施行令・施行規則による「規律密度」の評価とその克服 

  ・土地利用法制における縦割り発想とその克服－まちづくりの視点の必要性 

  ・都道府県の同意の意味と運用の姿勢－分権改革は都道府県を変えたか 

  ・自治紛争処理委員の役割と「立ち位置」－自治法の守り手か、個別法の守り手か 

 (3) 土地利用計画に係る規律密度と関与の状況 

  －土地利用基本計画（国土法）、都市計画、森林計画等との比較研究 

 

３．都道府県・市町村関係の改革と法的仕組み 

 (1) 都道府県と市町村の「対等化」の課題（事務配分、条例間関係、関与の統制） 

 (2) 都道府県と市町村の「協働化」の課題（広域連携、都道府県の支援、市町村の参加） 

 (3) 自治紛争処理のあり方と法的コントロール－神奈川県自治基本条例を素材として 

   

４．残された課題 

 ・「融合型」政府間関係の変容？ 

 ・都道府県制度の改革との関係  ・道州制導入の場合の道州・市町村関係の可能性 等
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【分科会Ｃ 自治体の公文書管理】 

 
 

自治体における公文書管理 

―  

 

大宮法科大学院大学准教授 早川 和宏 

 

 

 

第１ 公文書管理法が自治体に要求している事項 

公文書等の管理に関する法律（以下「公文書管理法」という。）が、平成 23 年４月１日

に施行される予定である。同法は、基本的には国に関わる公文書等の管理について定める

ものであり、自治体の公文書管理に直接的な影響を及ぼすものではない。もっとも、同法

34 条には「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理

に関して必要な施策を策定し、及びこれを实施するよう努めなければならない」との規定

が置かれているので、自治体と無縁であると言い切ることはできない。 

ところで、公文書管理法 34 条は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「行

政機関情報公開法」という。）26 条1と酷似している。すなわち、同条は「地方公共団体は、

この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこ

れを实施するよう努めなければならない」と定めており、公文書管理法 34 条とは、下線部

分が異なるに過ぎないのである。すると、行政機関情報公開法 26 条につき地方公共団体が

いかに「努め」てきたのかを見れば、同一内容を定める公文書管理法 34 条につき地方公共

団体がいかに「努め」るべきかを推測することができよう。 

 

第２ 公文書管理の法形式 

１．類似規程への対応 

表１は、行政機関情報公開法公布時点、同法施行時点、公文書管理法公布時点における

情報公開条例制定率、公文書管理条例制定率をまとめたものである。 

まず注目されるのは、行政機関情報公開法公布時点で、情報公開条例制定率が 27％であ

ったのに対する、公文書管理法公布時点における公文書管理条例の制定率の極端な低さ

（0.16％）である。条例により公文書管理をなすという意識は、自治体にとって目新しいも

のであると考えられる。 

次に注目されるのは、情報公開条例制定率の順調な伸びである。先ほど述べたように、

行政機関情報公開法 26 条と公文書管理法 34 条は酷似していることからすると、各自治体

としては、同条への対忚として公文書管理条例の制定を志向することが自然の流れである

                                                   
1 21 66 37  
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ようにも思える。しかし、報告者が見聞するところでは、公文書管理については既に存在

する文書管理規則・規程等の手直しで対忚することを志向する自治体もあるとのことであ

る。そこで、公文書管理について、条例化の論理と非条例化の論理とを検討してみたい。 

 

1  

  
 

 
  

     

 

1999 11 4 1

2 

100% 67.20% 100% 15.10% 12.90% 26.00% 27.10% 

1999 11 5

14

 

 

2001 13 4 1

3  

100% 96.70% 100% 60.30% 44.60% 65.40% 65.90% 

2001( 13 4 1

 

 

2009 21 4 1

4  

100% 100% 100% 99.50% 99.50% 99.70% 99.70% 
 

 

2009 21 6 1

5  

0% 0.26% 0% 0.12% 0% 0.1667% 0.1624% 
2009 21 7 1

 

 

２．条例化の論理・非条例化の論理 

(1)  必要的条例事項ではない VS 公文書管理法の趣旨からすると条例化が必要 

確かに、公文書管理法 34 条は努力義務にとどまり、条例により公文書を管理することを

義務付けているわけではない。しかし、後に見る同法の趣旨に鑑みるならば（特に、第３

の２(1)「公文書管理に、主権者の同意というバックグラウンドを与えること」）、規則・規

程による文書管理では足りないと解すべきであろう。 

(2)  これまでのやり方で問題ない VS 問題があった・顕在化していなかっただけ 

周知のように、国の公文書管理については、消えた年金記録、海上自衛隊補給艦「とわ

だ」の航海日誌「誤」廃棄、Ｃ型肝炎関連資料の倉庫への放置、沖縄返還密約文書の有無

等の問題が、マスコミを通じて広く国民に認識された。これに対して、地方においてこの

                                                   
2 11 7 16  

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/258151/www.soumu.go.jp/news/990716a.html  
3 13 7 16 http://warp.ndl.go.jp/info:n

dljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s- news/2001/010716b.html#1  
4 ( ) 21 8 7  

http://www.soumu.go.jp/main_content/000032534.pdf  
5 21 6 1  
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ような問題が顕在化している例は、決して多くはない。しかし、問題が顕在化していない

ことと、問題が存在していないことは混同されるべきではないであろう。「これまでのやり

方で問題ない」と社会保険庁（当時）・自衛隊・厚生労働省・外務省の職員も思っていたの

であり、そう思ったまま定年退職を迎えた職員も多数いるはずである。また、「これまでの

やり方」は、自らが当該部署にいる２～３年間問題がなかったに過ぎないことに目を向け

るべきである（国において発生した問題も、数年～数十年してから問題が顕在化している）。

すると、「これまでのやり方で問題ない」との認識は、誤りである可能性が高いといわざる

を得ないであろう。 

(3)  規則・規程改正で対忚可能 VS 条例化しなければ対忚不可能 

公文書が行政内部でのみ利用されるもの（公用物）であるならば、行政内部のみで通用

するルール＝規則・規程で管理することが可能である。しかし、公文書は情報公開制度・

個人情報保護制度・公文書館制度を通じて住民の権利の実体（公共用物）になっているの

であるから、不適切な管理は権利制限につながる。そうであるならば、やはり条例化が必

要ということになろう。また、条例であってこそ罰則の制定が可能であり、罰則をもって

实効性が担保されている公文書管理がなされれば、住民が行政を信用することにつながる

と思われる。 

(4)  しばらく様子を見よう VS 今取り組まなければ文書が失われる 

自治体の事務事業は自治体ごとに完全には一致しないため、自治体の有する公文書は自

治体ごとに異なるはずである。すると、一定の共通事項は想定できるにせよ、公文書の管

理の方法、残すべき公文書の範囲等は自治体ごとに様々であるはずである。様々であるな

らば、しばらく様子を見て、他の自治体の動向を窺っていることに大きな意味はないであ

ろう。また、日々、保存期間が満了し、廃棄される公文書が発生している以上、今取り組

まなければ公文書がどんどん失われ続けてしまう。「周囲の自治体が公文書管理条例を制定

したから、そろそろウチも」という意識では、不十分であると言わざるを得まい。 

 

第３ 公文書管理条例に規定すべき事項 

１．公文書管理法の構造 

(1)  章立て 

公文書管理法 34 条は、同法の趣旨にのっとった公文書の管理に努めるよう、自治体に要

請している。そこで、同法の内容を概観することにする。 

以下に挙げた公文書管理法の章立てから明らかなように、同法は行政機関情報公開法の

対象となる行政文書の管理について「のみ」規定するものではない。 
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第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章 行政文書の管理 

第一節 文書の作成（第四条） 

第二節 行政文書の整理等（第五条―第十条） 

第三章 法人文書の管理（第十一条―第十三条） 

第四章 歴史公文書等の保存、利用等（第十四条―第二十七条） 

第五章 公文書管理委員会（第二十八条―第三十条） 

第六章 雑則（第三十一条―第三十四条） 

附則 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

同法が管理の対象としている「公文書等」をまとめると、表２のようになる。 

(2) 「公文書等の管理に関する法律」にいう「公文書等」（同法 2 条 8 項） 

表２から明らかなように、公文書管理法は、行政機関情報公開法の対象となる行政文書、

独立行政法人等情報公開法の対象となる法人文書、国立公文書館法等の対象となる歴史公

文書等の管理について定めている。これは、公的主体の文書を、そのライフサイクル全般

を通じて管理するという趣旨であるといえる。また、同法は公文書管理委員会を設置し、

その専門的知見を活用することを意図している。これらを含め、公文書管理法 34 条により

自治体が「のっと」るべきとされている「この法律の趣旨」としては、次のようなものが

あると思われる。 

２．公文書管理法の趣旨 

(1)  公文書管理に、主権者の同意というバックグラウンドを与えること 

法律は国民の代表である国会が定めたものである。つまり、国民という主権者の同意の

下に公文書管理をなすというのが、公文書管理法の根本思想である。そうであれば、自治
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体にあっては、住民の代表である議会が定める条例により公文書を管理すべきと思われる。 

(2)  目的を共有すること（同じである必要はない） 

公文書管理法 1 条は、同法の目的を定めている。自治体にあっても同様の目的を有する

ことが求められるとも解されるが、必ずしも同法の目的規定と一致させる必要はないであ

ろう。自治体における公文書管理にあっては、地域の公文書を地域に残し活用するという

ことが究極目的となるであろう。地域の公文書を残すことにどのような意義を見出すのか

は、地域ごとに異なって当然であるし、特に、非現用文書の管理については、「歴史」とい

う視点が加味されるため、残すべき文書は自治体ごとに変わるはずである（岩手県が残す

べき文書、秋田県が残すべき文書、青森県が残すべき文書、各県の市町村が残すべき文書

が同じになるはずがない）。 

そのような視点を公文書管理条例の目的規定に明記することは、むしろ望ましいと考え

られよう。なぜならば、国よりも都道府県、都道府県よりも市町村の方が、地域性に忚じ

た目的を定めやすいと解されるからである。 

(3)  情報公開条例・個人情報保護条例の射程が及ぶ文書（＝現用文書）のみならず、 

地方独立行政法人、公の施設の指定管理者等の住民から見て地方公共団体と同視し

得る各種法人の現用文書も、そして、それらの非現用文書も管理の射程に置くこと 

公文書管理法は、国の行政機関のみならず、独立行政法人等についても適用がある。こ

れは、独立行政法人等は国とは別の人格を有するとはいえ、国民から見れば国と同視し得

る団体だからである。この理は、地方においても妥当しよう。例えば、市営プールの管理

を指定管理者に委ねていても、市民から見ればあくまでも「市営」プールであることに鑑

みれば、当該指定管理者の当該指定管理業務に係る文書は、公文書管理条例の対象にすべ

きと考えることもできよう。これは、規則・規程ではなく、条例でなければ規定できない

事項である（地方自治法 14 条 2 項）。 

また、情報公開条例適用段階で不開示となる公文書は、住民が見ることのできないまま

廃棄される可能性が高いため、保存期間満了後は非現用文書として管理する必要性が高い

と考える。 

(4)  情報公開条例・個人情報保護条例において開示請求の対象から外されている非現 

用文書についての利用請求権を明らかにすること 

公文書管理法は非現用文書の管理につき、独立行政法人国立公文書館をはじめとする公

文書館制度を利用することにしている。公文書館を有している自治体における非現用文書

利用権については、公の施設利用権の一種と解することもできるが、館を有していない場

合は公文書管理条例等で定めておくことが必須となろう。そうでなければ、情報公開条例・

個人情報保護条例の適用を受けない非現用文書については、それを見る権利が消滅してし

まうと考えられるからである。 

(5)  公文書管理委員会に類する、専門的・第三者的機関を設置すること 

公文書管理は、作成・取得→利用→保管→保存といった当該公文書のライフサイクル全
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体を見据えてなす必要がある。しかしながら、これまで多くの自治体は、現用段階の公文

書管理のことしか考えてこなかった。公文書管理規則・規程等で公文書管理責任者を置い

ているものもあるが、基本的には「あて職」ばかりであり、公文書管理に関する専門的知

見を有しているとはいえないのが現状である。そこで、公文書管理委員会に類する機関を

設置し、非現用段階を見越した公文書管理が現用段階からなされるようにすべきである。

これにより、公文書管理に関する専門的知見の下で、行政の専断による公文書廃棄を排除

することが可能となる。また、専門的知見のみならず住民感覚を生かすという意味では、

委員会への住民参加も検討されて良いであろう。 

(6) 公文書の管理を適正になすためのシステムを整備すること 

公文書管理法には報告義務、勧告権、研修等が法定されているが、公文書管理の適正を

確保する方法は、これに限定されるわけではない。当該自治体に合致した制度を構築し、

条例中に明文で規定することは、むしろ望ましいといえよう。 
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【分科会Ｃ 自治体の公文書管理】 

 

 
地方自治体における公文書館制度をめぐって 

―  

                 栃木県芳賀町総合情報館 富田 健司 

          

 

 

1．はじめに－芳賀町総合情報館の紹介- 

・栃木県芳賀町：宇都宮市隣接／1.67 万人／芳賀工業団地（ホンダ）／農業（米・梨） 

・芳賀町総合情報館の開館：2008 年 10 月開館／図書館・博物館・文書館の機能複合施

設（国内初）／コンセプト：機能の一体化・情報資源の集約⇒地域の活性化と文化・

生涯学習活動の拠点 

・芳賀町文書館：文書館施設として全国で町立 3 例目／永年保存文書の管理→歴史的公

文書の引継／地域の資料保存の核としての文書館 

 

2．公文書館（Archives）とは何か？ 

・定義：歴史資料として重要な公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連

する調査研究を行うことを目的とする施設（機能）。 

 cf.公文書館法第 4 条第 1 項 

・役割：保存期間満了文書の制度的引継・保存／将来への挙証説明責任／多様なアイデ

ンティティ（組織防衛・権利保障・ルーツ探し・歴史研究等）の保障 

・語りの転換：（従来）“公文書館＝歴史研究のため”というイメージが強い→（今後）

公文書館が法の趣旨を踏まえた、組織における必然的機能であると認識すべき。 

・公文書の適正な作成・管理が将来にわたり保存すべき資料の質を決定する。 

 

3．地方公文書館の現状 

(1) 公文書館小史 

～戦後資料保存運動の展開         国内初は山口県文書館（1959）～ 

～自治体史編纂事業から文書館へ           公文書館法（1987）～ 

～公文書管理法に基づく公文書館（機能）の整備へ  公文書管理法（2009）～ 

(2) 公文書館の設置状況 
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・公文書館数 

設置自治体数 54 団体＝｛条例：26（都道府県）＋22（市区町村）｝＋ 

｛規則・要綱等：4（都道府県）＋2（市区町村）｝   

［『全国公文書館関係資料集』2010 年 5 月］                

※何をもって公文書館とすべきか＝「基準」の不存在→数え方も人によって区々 

 

cf.図書館数 

設置自治体数 1368 団体＝47（都道府県）＋ 1321/1801（市区町村） 

公立図書館数 3144 施設＝62（都道府県）＋ 3082（市区町村）    

［『図書館年鑑 2010』（図書館数・市区町村数：2009 年 4 月 1 日現在）］ 

・都道府県の設置傾向：東北圏、九州圏が尐ない 

・公文書館機能をもつ自治体：静岡県、滋賀県、佐賀県、新潟市、草加市、北本市、小

矢部市、長岡市等→庁舎（情報公開併設）、図書館等への付設 

(3) 地方公文書館の主な特色 

・呼称の多様性：ブンショカン、モンジョカン、歴史資料館、記録資料館等 

・公文書よりも古文書の利用提供を運営の軸におく公文書館が比較的多い。 

・施設上、卖独館ではなく何らかの機能（図書館、行政機関等）との複合館が多い。 

(4) 近年の地方公文書館をめぐる動き 

・既存公文書館の揺らぎ→機能の未確立／組織・住民の認知度低位／財政難 

・文化財的価値の付与→体系的保存に対する歴史的意義（国重文：山口県・京都府等） 

・平成の市町村合併文書を基盤とする公文書館の出現 

・未整備自治体の漸増的反忚←国の議論の影響？ 

(5) 公文書館機能の整備へ―様々な課題― 

・法整備［理念／設置根拠／保存規定／選別基準／非公開基準等］ 

・財 源［公文書管理の適正化／未整理資料の整理／施設・保存環境整備／人員］ 

・空 間［卖独館 or 複合館｛図書館、庁舎等｝／新館 or 既存館転用｛廃校・庁舎等｝］ 

・人 員［公文書管理の専従職員・公文書館専門職＝アーキビストの配置］ 

・技 術［公文書管理／選別／目録編成／レファレンス／意識改革／市町村支援等］ 

※ 自治体規模によって、課題の格差幅も大きい 

→ハードよりソフトの問題／保存＞利用による段階的整備の必要性 

 

4．おわりに 

・議論コミュニティの拡充：法学、行政学、地方自治等の世界との連携・運動 

→歴史学者を中心とする活動であったが、今後は行政法や公共政策などより幅広い分

野において、公文書管理・公文書館問題が議論されるべき。 

cf. 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（全史料協）、歴史学界（歴史学研究会、
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地方史研究協議会等）、日本アーカイブズ学会、記録管理学会等 

・尐し視野を拡げて―危機に瀕する地域の記憶―：平成の合併文書、学校資料、首長、

議員、団体、企業、個人等 

→行政組織の記録だけでなく、特に公立学校資料の散逸が極めて懸念される。[1992

～2009 年度の小中高廃校数：5,796 校] 

・地域主権と公文書館：激変する地域状況を主体的に残そうする仕事は必要不可欠であ

り、その基盤が公文書管理及び公文書館である。今後、各地方自治体は、地域の情報

政策の一環としてこの課題に取り組まなければならない。 

 

 

付録 公文書館をより身近に感じていただくために 

・全史料協 http://www.jsai.jp/linkbank/index.html 

・沖縄県公文書館「県職員 HP」 http://www.archives.pref.okinawa.jp/stff/ 

・源清流清ʄ瀬畑源ブログʄ http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/ 

・Daily Searchivist（坂口貴弘氏） http://d.hatena.ne.jp/searchivist/ 

・松岡資明『日本の公文書』ポット出版 2010 年 1 月 

・『図書館・アーカイブズとは何か』（別冊 環 15 号）藤原書店 2008 年 11 月 

・小川千代子他編『アーカイブ事典』大阪大学出版会 2003 年 10 月 

公文書管理や公文書館について情報交換しませんか？お気軽にご連絡ください。 

富田健司（芳賀町総合情報館 〒321-3304 栃木県芳賀町祖母井 1078） 

e-mail：k_tomita@town.haga.tochigi.jp 

Twitter：http://twitter.com/tomiken28 

 

【近年の地方公文書館をめぐる動き】 

2007 年 3 月 27 日 群馬県行政文書が県指定重要文化財に指定される 

2007 年 4 月 11 日 栃木県小山市文書館開館 

2007 年 11 月 3 日 久喜市事業仕分け、公文書館展示事業が対象となる 

2007 年 11 月 20 日 長野県長野市公文書館開館 

2007 年 12 月 6 日 川崎市『歴史的公文書等の市民への情報提供制度について 

－答申－』公表 

2008 年 1 月 10 日 長野県行政文書が長野県宝に指定される 

2008 年 4 月 1 日 静岡県磐田市歴史文書館開館 

2008 年 4 月 福岡県『福岡県共同公文書館基本計画』公表 

2008 年 6 月 17 日 滋賀県「県政史料审」開审 

2008 年 10 月 3 日 栃木県芳賀町総合情報館開館 

mailto:k_tomita@town.haga.tochigi.jp
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2008 年 11 月 8 日 寒川町事業仕分け、文書館運営事業が対象となる 

2008 年 12 月 26 日 三重県『新県立博物館基本計画』公表、公文書館機能の一体的整備を

盛り込む 

2009 年 2 月 8 日 大阪市事業仕分け、公文書館運営事業が対象となる 

2009 年 3 月 京都府『総合資料館基本構想』公表 

2009 年 3 月 30 日 奈良県行政文書が県指定文化財に指定される 

2009 年 4 月 1 日 静岡県「歴史的文書閲覧审」開审 

2009 年 4 月 滋賀県東近江市公文書センター開設 

2009 年 4 月 岐阜県歴史資料館、業務の大幅縮小 

2009 年 6 月 9 日 戸田市立郷土博物館内にアーカイブズセンター開审 

2009 年 6 月 24 日 「公文書等の管理に関する法律」成立 

2009 年 7 月 10 日 埼玉県行政文書が国重要文化財に指定される 

2009 年 7 月 26 日 藤沢市事業仕分け、文書館運営費が対象となる 

2009 年 10 月 29 日 民主党京都府議会議員団事業仕分け、府立総合資料館が対象となる 

2009 年 11 月 札幌市『札幌市公文書館基本構想』公表 

2009 年 11 月 練馬区『練馬区区政資料管理整備計画』公表 

2009 年 12 月 大阪府公文書館の移転計画が示される 

2010 年 2 月 12 日 高知県『高知県歴史的公文書の保存等に関する報告書』公表 

2010 年 3 月 11 日 三重県行政文書が県指定文化財に指定される 

2010 年 3 月 12 日 秋田県行政文書が県指定有形文化財に指定される 

2010 年 4 月 1 日 富山市公文書館開館 

2010 年 5 月 22 日 香川県三豊市『「三豊市文書館基本構想」及び「三豊市文書館運営計画」

の策定に関する答申書』公表 

2010 年 6 月 4 日 熊本県『行政文書等の適正な管理に関する提言書』公表 

2010 年 6 月 29 日 群馬県行政文書が国重要文化財に指定される 

2010 年 7 月 9 日 佐賀県において、公文書館創設検討の庁内 WG 発足 

2010 年 8 月 10 日 岐阜県高山市公文書館開館 

2010 年 12 月 島根県公文書等の管理に関する条例（案）パブリックコメント实施 

2010 年 12 月 熊本県行政文書等の管理に関する条例（仮称）パブリックコメント实

施 
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【分科会Ｃ 自治体の公文書管理】 

 
 

情報公開制度と公文書管理 
 

 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス理事 三木 由希子 

          

 

 

1．公文書管理の壁－情報公開制度から 

（1）情報公開制度草創期 

・ 1982年に最初の情報公開条例制定 

・ 条例制定は各地に広がったものの公開請求対象文書の壁 

 →決裁・供覧文書、事案決定手続文書に限定した条例が大半を占める 

 →「補助文書」という考え方 

・ 情報公開条例の制定や公開請求を契機に短縮された文書保存期間、省略された記録 

（2）情報公開法の制定 

・ 1996年の行政改革委員会「情報公開法要綱案」、1999年情報公開法国会で成立、2001

年 4 月施行 

・ 情報公開法の公開請求文書「行政文書」の定義が「決裁・供覧」要件を外したことで、

情報公開条例も改正が進む 

・ 情報公開法施行前にして、国の行政機関で行政文書の大量廃棄による公開請求対象文

書喪失の壁 

・ 情報公開法施行後に行政文書不存在の壁 

（3）平成の大合併 

・ 自治体で進んだ大合併で、合併前の情報公開条例では公開請求対象文書であったもの

を、請求対象文書外とする自治体が出てくる 

・ 合併による請求対象文書の変更により、開示請求権喪失の壁 

・ 合併前自治体文書について、合併後の文書管理規程上に取り扱いに関する定めのない

もの多数 

 

2 公文書管理法の制定過程 

（1）公文書管理法案に至るまでの経過 
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1959年 山口県文書館（日本で最初の公文書館）開設 

1971年 国立公文書館開設 

1987年 公文書館法が成立 

1999年 国立公文書館法が成立 

2003年 5 月 歴史資料として重要な公文書等の適切な保存・利用等のための研究会（～

03年 12月） 

中間取りまとめ（03 年 7 月）、諸外国における公文書管理の管理・保存・

利用にかかる实態調査報告書（03年 12 月） 

2003年 12月 公文書等の適切な管理・保存及び利用に関する懇談会（～06年 6 月） 

「公文書等の適切な管理、保存及び利用のための体制整備についてɮ未

来に残す歴史的文書・アーカイブズの充实に向けてɮ」（04年 6 月） 

「中間段階における集中管理及び電子媒体による管理・移管･保存に関

する報告書」（06年 6 月） 

2005年 3 月～ 公文書館推進議員懇談会 

2005年 5 月 公文書等の中間段階における集中管理の仕組みに関する研究会 （～06年

4 月） 

公文書等の中間段階における集中管理の仕組みに関する報告 

（06年 4 月） 

2007年～ 行政文書・公文書等の管理・保存に関する関係省庁連絡会議 

2008年 2 月 公文書管理の在り方等に関する有識者会議 

最終報告「時を貫く記録としての公文書管理の在り方～今、国家事業と

して取り組む～」（08年 11月 4 日） 

（2）閣議決定・申し合わせ等 

2000年 2 月 行政文書の管理方策に関するガイドライン（各省庁事務連絡会議申し合わ

せ） ※情報公開法施行令第 16 条を受けてのもの 

2001年 3 月 「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置」（閣

議決定） 

2007年 6 月 「公文書等の適切な保存のための特定の国政上の重要事項等の指定につ

いて」（内閣総理大臣決定） 

2007年 12月 行政文書の管理の徹底について」（関係省庁連絡会議申し合わせ） 

2008年 11月 「今後の行政文書の管理に関する取組について」（関係省庁連絡会議申し

合わせ） 

2009年 8 月 内閣総理大臣、最高裁判所長官の申し合わせで、歴史資料として重要な文

書を国立公文書館に移管实施 
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（3）公文書管理法制定 

09年 2 月 民主党公文書管理チーム第 1 回会合 

09年 3 月 3 日 政府が公文書管理法案国会提出 

09年 5 月中旪 民主党公文書管理法修正案 

09年 5 月 27 日 衆議院内閣委員会で審議入りƂ与野党間での修正協議へ 

09年 6 月 10 日 政府案を修正し法案が衆議院で可決 

09年 6 月 23 日 参議院内閣委員会で審議入り 

09年 6 月 24 日 参議院本会議で可決・成立 

 

 ○法案修正の主な項目 

・ 目的規定の修正（公文書を「国民共有の知的資源」） 

・ 文書作成義務の範囲を拡大 

・ 行政文書の廃棄に内閣総理大臣の同意を要件 

・ 民営化法人の保有公文書等に関する規定を追加 

・ 施行後 5 年以内の見直し規定 など 

 

3．公文書管理法の今後の課題、見通し 

（1）施行に向けての準備状況 

・ 2011年 4 月に公文書管理法施行 

・ 2010年 7 月に公文書管理委員会設置（公文書管理法は、施行令、各種ガイドライン等

の策定等にあたって内閣総理大臣が公文書管理委員会に諮問し意見を聞くこととな

っている） 

・ 公文書管理の具体的基準等を定めた施行令は年内に公布、行政文書管理ガイドライン

はその前に策定 

Ƃ10年 7 月の第 1 回委員会で施行令、ガイドラインの素案検討、任意のパブリッ

クコメント。8 月の第 2 回委員会で案を了承 

・ 特定歴史公文書等の保管・利用等に関するガイドライン策定 

  →第 2 回委員会で素案提示、その後パブリックコメントへ 

（2）公文書管理法の今後の課題 

・ 「行政文書」の定義の問題 

  →行政機関ごとに異なる「行政文書」の考え方 

  →文書作成義務 ＜ 行政文書 

・ 特定歴史公文書等の利用制限規定の運用 
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・ 行政文書の管理のあり方が、これまでの行政運営のあり方への「最適化」となるのか、

あるべき姿に向けての「最適化」になるか？ 

 

4．公文書は「みんなのもの」になるのか？ 

（1）情報公開法改正へ 

・ 2010年 4 月～8 月に内閣府行政透明化検討チームで情報公開法改正を検討。「行政透

明化検討チーム取りまとめ」で改正項目を提示 

・ 2011年通常国会への提出を目指す 

・ 「行政文書」の定義の議論は公文書管理委員会への申し送り、不開示事由の「個人情

報」については消費者委員会個人情報保護専門調査会に申し送り 

・ 不開示事由の改正も予定しているため、規定を準用している公文書管理法にも影響 

・ 改正の方向性は、請求者の権利強化、請求手続の迅速化、権利救済制度の充实 

（2）自治体への影響 

・ 情報公開法改正による自治体条例への影響（訴訟手続） 

・ 公文書管理法の自治体への影響、「地域主権」と自治体公文書管理 
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【分科会Ｄ 地域交通】 

 

 
青い森鉄道はローカル鉄道か 

 

  青い森鉄道株式会社社長 関  格 

          

 

 

１．青い森鉄道の概要 

(1)  青い森鉄道線は並行在来線 

青い森鉄道は、整備新幹線着工の条件として、ＪＲから経営分離された在来線を地元が

引き受けるために設立された第三セクターの鉄道会社。平成２２年１２月４日、東北新幹

線全線開業とともに青い森鉄道も青森まで全線開業となる。 

(2)  青い森鉄道は上下分離方式 

平成１４年１２月に、八戸開業当時から厳しい経営が想定されたことから、維持存続の

ために上下分離方式を採用。 

(3)  厳しい経営状況 

 開業以来厳しい経営状況が続いているが、人口減尐、若年者の減尐により青森開業後も 

益々厳しい状況が予想される。 

 

２．並行在来線はローカル鉄道なのか 

(1)  並行在来線は物流の大動脈 

青い森鉄道線は、北海道と首都圏を結ぶ物流の大動脈。鉄道の維持管理に多額の経費。 

(2)  並行在来線は都市間輸送用の路線 

東北本線は都市間輸送用の路線であることから、駅舎の位置は地域の街づくりとかい離。 

 

３．持続可能な地方鉄道に向けて 

(1)  守るべきは鉄道か、住民の足か？ 

人口減尐社会、高齢社会において、住民の足を守るために最も効率的、効果的な地域交

通システムを構築すべき。 

(2)  地方鉄道は公設民営で 

 財源のない自治体、赤字企業にとって、協調補助は無意味。公設民営を積極的に進める 

施策が必要。 

(3)  並行在来線は新しい支援スキームで 

 新幹線整備と引き換えに担うことになった並行在来線は、地方鉄道の役割以上の国の役 

割も担うことに。その財政的負担に耐えられない事態がおこる。 
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【分科会Ｄ 地域交通】 

 

 
あねっこバス 

―  

 
 岩手県雫石町長 深谷 政光 

          

 

 

●町の概要 

 

●新交通システム導入の背景 

１．町内から路線バスが消える 

   ○路線バスの撤退 

   ○交通弱者の移動手段の確保 

２．新たな生活交通システム導入が急務となる 

   ○住民に対して現状を説明 

   ○新たな生活交通システムの構築に向けた取組み 

３．雫石新生活交通システムが立案される 

 

●しずくいしデマンドタクシーの運行開始 

１．運行開始に向けた準備作業 

２．ついに運行開始の日を迎える 

 

●「あねっこバス」の現在 

１．運行経費 

２．利用状況 

３．課題と今後の展開 
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【分科会Ｄ 地域交通】 

 

 
地域交通 

―コミュニティバス計画について― 

 
 岩手県立大学教授 元田 良孝 

          

 

 

１．公共交通の現況と存在意義 

減尐する利用者、増大する存在意義 

 

２．高齢化社会とバス需要 

運転免許保有者の増加でピンチ、一方で運転継続の不安 

 

３．バス計画とまちづくり 

公共交通だけで問題解決は困難 

 

４．バス 110番 

自治体の悩みへのボランティアサービス 

 

５．自治体職員の課題 

片手間でできない公共交通 

 

６．コミュニティバスの陥りやすい点 

他市町村のまねはいけない、誰でも似合うか赤い服 

 

７．トピックス 

・市町村合併 

・斜面住宅 

・無償運送 

 

８．その他 
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【分科会Ｅ 義務付け・枠付け緩和への自治体の対応】 

 

 
自治体現場における法令による義務付け・枠付けの見直しについて 

 
 岩手県政策地域部市町村課 千葉 实 

          

 

 

１．はじめに 

○ 国レベルで行われている議論は、国の法令（以下「法令」という）の改正による対

忚＝「立法論」 

○ 現時点で自治体が可能な対忚は現行法の「解釈論・運用論」 

 

２．自治体側から見た義務付け・枠付けの見直しの議論等の評価 

(1)  義務付け・枞付けの見直しがなぜ必要か 

① 法律により見直しが「義務付け」られていること 

ア 一次分権改革でも議論の対象ではあったが「手つかず」（『未完の分権改革』（西

尾勝）では「未完の法令改革」） 

イ 地方分権改革推進法（平成 18 年）で明文化 

「国は、・・・国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はで

きる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、行政の各分野において地方

公共団体との間で適切に役割を分担することとなるよう、・・・地方公共団体に対

する事務の処理又はその方法の義務付け・・・の整理及び合理化その他所要の措

置を講ずるものとする。」（5 条 1 項） 

② 自治体の工夫や努力の余地と反映の可能性が低いこと 

  サービスの質の向上や効率化のための工夫や努力があまり反映されていない 

（例）保育所における調理审の設置、面積要件、保育要件 

③ 直面する地域課題への早期の対忚が求められること 

ア 地域課題や地域特性等の勘案 

保護法益とするには価値等の共有が必要→地域課題や特性については地域住民

的な合意や共通認識には達しているが、国民的合意や共通認識にいたっていない場

合もある→国レベルの対忚は困難 

イ 「リスク」段階での対忚 

(2)  現時点での国レベルでの見直し等の状況 

① 地方分権改革推進委員会の勧告（～Ｈ21）→政府の地方分権改革推進計画（Ｈ21）

→地域主権改革一括法案が継続審議中（Ｈ22～）（法案にできなかった部分も見直し

を検討しており可能な限り今後实現化を予定） 
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  ② 具体的には、法定自治事務のうち「特に問題がある」３項目が見直しの対象 

ア 施設・公物に対する国の設置管理基準 

イ 事務に対する国の関与 

ウ 計画の策定及びその手続の義務付け 

    なかでも施設等の設置管理基準については、条例による補正が可能であり、その

際の「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」が示されたことから、「条例

の上書き権」との関係で議論が集中 

 (3)  現在の見直しに対する積極的評価 

① ３年の時限的な議論で膨大な作業を進め、一歩を踏み出したこと 

② 条例の上書き等が法令で明示的に認められる部分が拡大すること 

③ 实務において重要である基準がクローズアップされたこと 

④ 各省庁が論点を認識したこと 

(4)  見直しの内容に対する消極的評価 

① 見直しの対象範囲が限定されていること 

ア 法定受託事務が除かれていること 

   イ 法定自治事務についても限定的であること 

○ 条例補正が認められているものは内容にかかわらず検討の対象外（ex 都市計

画法 33 条 3 項） 

○ 二次勧告：検討対象 10,057 条項のうち見直し 4,076 条項→三次勧告：892 条

項→推進計画：121 条項 

○ 「特に問題がある」のは、本当に現在議論されている３項目か？  

ウ 政省令が対象になっていないこと 

エ 基準について、施設設置管理基準のみで規制基準は議論していないこと 

→ 作業には時間的な制約もあり、風穴を開けるのが手一杯で、今後全体的に検討

するというので理解できるが、尐なくとも現時点では自治体事務を網羅していな

い。 

② 創設規定的であること 

ア 「規定がないと上書きできない」あるいは「裁量権を拡大できない」と自治体を

消極的に意識付ける懸念 

イ 条例による補正ではなく、本来は法令を枞組み化していくべきではないか 

③ 「従うべき基準」等に対する疑問 

ア 自治事務の趣旨との不整合感 

イ 限定的であるはずの「従うべき基準」 

ウ 「国の動きを見てから」との行動様式の維持の懸念等 

→ 卖に法形式を政省令から条例に変えるだけではないか？そうであれば、自治体

の自由度が向上せず、何のための見直しか？ 
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→ 政省令は法律に委任されているとはいえ、それを上回る民主的な決定手続を経

ている条例が务後することになるのは不合理ではないか？ 

④  補正のための「基準」条例の制定という新たな義務付け 

⑤ 上書きの立法原則等がないこと 

ア 個別法での対忚であること←自治体事務を網羅していないので通則的な対忚は

困難か？ 

イ チェックシステムがないこと 

(5)  見直しにおけるトーンダウン 

自治体の高い自由度を期待させた「条例の上書き」から「条例委任」へ尻すぼみ 

→根本的な変化を現場も意識した一次分権改革時に比べ、いまひとつ現場が盛り

上がらない原因 

   

３．現実的な対応と実践－積重ねの重要性と限界 

(1)  自治体による实践─法律リンク型条例の活用 

   現行の法令に明文の根拠がないものも含め、法令にリンクする条例を制定、運用 

①  法令の地域適合的な解釈と運用を目的…リンクする条例は基本的にすべて 

② 条例の弱い实効性を補うことを目的 （ex）鳥取県や浜松市の産廃施設設置条例 

(2)  实践の重要性 

  ① 地域課題等への迅速かつ有効な対忚 

  ② 自治体の政策法務能力等の向上とアピール 

(3)  解釈・運用論にとどまるゆえの限界 

① 法律の範囲内であること 

 ② 国と見解が異なる場合はやはり不安 

 

４．自治体の実践に対する裁判所の反応 

(1) 司法は地方分権に対し感度がよくないことが指摘。とりわけ、最高裁の任務である「法

令解釈の統一」と分権改革の方向性である「法令解釈の多様性」は緊張関係にあるの

ではないか？  

(2)  下級審では法令解釈の多様性を認めるものもある。 

 （ex）三重県産廃施設住民同意制事件地裁判決（津地判平成 14 年 10 月 31 日最高裁Ｈ

Ｐ）、高裁判決（名古屋高判平成 15 年 4 月 16 日最高裁ＨP）、岡山市都市計画法証

明書不交付処分取消等請求事件地裁判決（岡山地判平成 18 年 4 月 19 日最高裁ＨP）

など  

(3)  法律リンク条例についての判決自体多くないが、条例全般について見ても違法（憲）

判決は多くないのではないか？ 

(4)  条例は制定されれば合理的な内容である限り、相当程度尊重されるのではないか？
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←国立マンション事件最高裁判決（平成 18 年 3 月 30 日最高裁ＨＰ）も参考。 

 

５．見直しの対象である「基準」の重要性 

(1)  基準の重要性 

規制等を行う範囲や程度を定めるものは「基準」 

(2) 合理的な基準をどうやって作るか 

 ① 法形式 

基準は重要なので民主的手続での決定が原則→国なら法律、自治体なら条例で制定

すべき 

  ② 内 容  

ア 企業等は日本「初」の規制を容認したがらず、新しい規制基準にはまず反発す

るのではないか？→説明責任→合理的な基準の制定は難しく、自治体も国が示す

基準に飛びつきがち→国が基準を制定する動機にもつながるのではないか？ 

イ 国の基準でも地域に適合するなら使えばよい→地域の政策を展開する際や法令

が窮屈な時に工夫すればよい  

(3) 地域適合的な基準制定等の効果 

政策法務能力の向上と自治体の能力と姿勢のアピール（３(2)②と同様） 

 

６．義務付け・枠付けの見直しの先に 

(1)  見直しにより自治体の实践は進むか？ 

   現時点での裁量さえ使いこなせていない自治体が多いとの指摘 

(2)  自治体の实践を促進するには 

① 自治体及び職員のプレッシャーの軽減 

すべてを変えるのではなく、必要に忚じて取り組めばいいのではないか。国の基準

でも地域に適合的であればそのまま用いてよいし、自治体が必要に忚じてチョイスで

きればよい。←ただし、国の基準を用いるにしても、無批判にではなく、地域に適合

的かを確かめる作業は必要。 

② 立法事实や解釈事实の把握による取り組まざるを得ない状況の創出 

   ア 立法事实の正確な把握と現实的な取組み 

現实の要請に裏付けられていることが規制そのものにも国等への提案にも説得

力を与える 

イ 取り組まざるを得ない状況の創出 

属人的な要素だけでは難しい→立法事实を正確に把握できれば、取り組まざるを

得なくなるのではないか 

７．今後の義務付け・枠付けの見直しに向けて－学界や現場である国や自治体に期待する

こと 
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(1)  学界に期待すること 

① 判例や学問的議論等との整合性、実観性を踏まえた理論的サポート 

説明責任を全うできるサポート→できるだけ数値化する方法等の提案を期待 

② 望ましい方策や基準等の提案 

新たな視点や学際的な見地からの提案を期待  

(2) 国に期待すること 

① 「条例委任」という発想からの脱却 

  ② 自治体の自主解釈・運用や独自政策と国から配分される財源を連動させないこと  

(3)  自治体がやらなければいけないこと 

① 一連の改革で实現したものの成果を活かすこと 

② 必要な取組みの实践と具体的な提言を行うこと 

自治体は必要があれば国の動きを待たず实践→現在の議論を批判するだけでなく、

代替案を示すべき→实践などにより得た具体的な事例を通じた提言を行うべき 

←立法事实をいかに正確に把握できるかがポイント 

  ③ 憲法に対する意識を向上させること 

ア 政策法務能力を支えるのは憲法に対する意識 

イ 法令や「従うべき基準」は従わないと違法だが、「地方自治の本旨」という憲法

上の要請を合理的な理由無く阻害するのであれば、そのような法令や基準こそ違

憲であり無効→従う必要はない 

ウ 自治体行政の实務では、憲法はアンタッチャブルで用いるのは「おそれ多いこ

と」とされてきたが、そもそも法令が憲法に適合的かということを常に意識する

必要がある 
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【分科会Ｅ 義務付け・枠付け緩和への自治体の対応】 

 

 
義務付け・枠付けの見直しに対する理論的評価 

 
熊本大学法科大学院准教授 原島 良成 

 

 

 

１．分権をめぐる憲法論・追想 

 地方自治＝住民自治＋団体自治 

 地方自治の本旨＝？？？ 

 制度として保障→核心部分の保障→広範な立法裁量を容認 

  ＊ 日本国憲法にいう「地方公共団体」の意義と範囲 

  ＊ 条例制定権の範囲と限界 

 小括：国民との関係では独自の統治権を認められてきたが（独自条例による規制）、中央・

地方政府間関係では中央に対する地方の優位（保障）が積極的に認められたこと

はなかった。学説には中央に対する保障を強調するものもあったが、国民（＝住

民）に対して国家として保障すべき地方自治制度の姿については、ほとんど語ら

れなかった。地方自治擁護論が「自治」ないし「自律」（autonomy）の語の下に

地方政府と住民とを一体的に捉えてきたことに、遠因がありそう。 

 

２．第 1次分権改革への憲法論のインパクト 

 第 1 次分権改革→規制緩和の奔流を受け入れた支流のひとつ。小規模市町村を濁流に巻

き込んだ。（平成の大合併） 

  ＊ 法律による市町村再編に憲法上の限界はないことが前提 

 役割分担原則→事務の性質による役割分担は理論上放棄されている。 

  ＊ 役割分担に関する地方自治法の文言：「地域における事務（行政）」「住民に身近な

行政」「国が本来果たすべき役割」「国においてその適正な処理を特に確保する必

要があるもの」「その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当で

ないと認められるもの」「国と地方公共団体との適切な役割分担」 

  ＊ 参照：固有の自治事務領域論 

 

３．自治法原理論の再構成～事務性質論の復権？ 

 地方自治法 2 条 11 項：「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、

かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたもので

なければならない。 

 憲法論としての事務性質論への期待と疑問 
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   期待：国地方係争処理→個別の事務ごとに中央・地方政府間関係が整理されていく 

疑問：固有の自治事務→ある事務が中央と地方の共管であることこそ地方自治制度

の眼目では？ 

 

４．義務付け・枠付けの背景にある「分散」型統治志向 

（１）義務付け・枞付け見直しに対する所感 

義務付け・枞付け→自治事務に関する地方政府裁量に対しての形式的な縛り 

義務付け・枞付けの見直し→地方政府裁量を形式的に拡大するための規制緩和 

             →条例制定権の拡大とは関係ないのではないか 

＊ 条例による規律事項の量的拡大 

＊ 条例制定権は憲法上の権能 

（２）条例制定権の拡大 

どのような場合に法律が条例制定権を制限していると読むべきかという解釈問題 

（例）法律で数値による規制基準が最低１００と定められている場合 

   ＊ 条例で９０に設定することは可能か？ 

   ＊ 条例で１２０に設定することも可能か？ 

 →そういうことは当該法律の解釈によっては許されうる 

 →法律上の義務付け・枞付けは、条例制定権の限定とは一忚区別できる 

 →思考を逆転させると、法律が明示的に条例制定の余地を認めていない限り当該法律を

实施・運用するための条例は制定できない、という思考をベースにしているのではな

いか 

  

 条例が法律に違反するかどうかという解釈問題の解決にはどのようなアプローチがある

か 

   ＊ 地方自治の本旨（憲法９２条） 

   ＊ 徳島市公安条例事件最高裁判決 

  

小括：国法を地方政府が实施・執行しているという事实とその意義を再検討する必要が

ある。 

 

５．法律実施事務の地方政府によるコントロール 

事務性質論からのアプローチ：法律の指示ではあるけれど、地方政府の事務になったの

だから、法律の内容を第１次決定と捉えて、それは地方政府独自の第２次決定を予定し

た大枞にすぎないと解釈すべきだ、という主張 

規範抵触論からのアプローチ：「法律を阻害するか」という 

参照：徳島市公安条例事件最高裁大法廷判決（昭和５０・９・１０） 
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「・・・（前略）・・・特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合

でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前

者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に

出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規

制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の实情に忚じて、

別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間に

はなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。」 
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【分科会Ｅ 義務付け・枠付け緩和への自治体の対応】 

 

 
義務付け・枠付けの緩和・撤廃の展望 

 
 元自治事務次官 松本 英昭 

          

 

 

１．義務付け・枠付けの緩和・撤廃の趣意 

  地方公共団体の活動・権能の行使と財政の自由度を増すことである。 

 

２．義務付け・枠付けの概念 

       ・地方分権改革推進委員会「中間的な取りまとめ」別紙（2007 年 11 月）では、「義務 

付け（一定の課題に対処すべく、地方自治体に一定種類の活動を義務付けること。一 

定種類の活動に係る計画策定の義務付けを含む。）」、「枞付け（地方公共団体の活動に 

ついて組織・手続・判断基準等の枞付けを行うこと。）」としている。 

しかし、これは定義とは言えない。 

 ・「義務付け」とは、「地方公共団体の行為・活動等（不作為を含む。）または地方公共団 

体の状況・状態もしくは地方公共団体のおかれている状況・状態（以下「地方公共団 

体の行為・活動等」という。）を強いること」であり、「枞付け」とは、「地方公共団体 

の行為・活動等について、遵守されるべきまたはあるべき範囲等を定め、制約するこ 

と」と考える。 

 ・いずれにしても、地方公共団体の自由度を縛ることにおいては同様であり、「義務付け・ 

枞付け」と総称することについては異存はないが、「枞付け」の場合、多様なものがみ

られ、その範囲等の解釈をめぐる問題が尐なくない。 

 

３．義務付け・枠付けの根拠等 

 ・法令による義務付け・枞付け 

・補助金等に関する要綱、条件等による義務付け・枞付け 

 ・事实上の義務付け・枞付け 

指導、要請等  その他 

 

４．義務付け・枠付けの見直しについての地方分権改革推進委員会の勧告 

(1)  見直しの範囲 

地方分権改革推進委員会の義務付け・枞付けの範囲は、法令によるものの中でも対象が

限られており、具体的措置が勧告されているものはさらに限定されている。 

ア カテゴリーで明示的に除外しているもの 
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・法定受託事務は除外 

・その根拠が政令で定められているものは除外 

・条例による自主的な決定または法令による義務付けの条例による補正等を認めて

いるものについては、命令その他で義務付け・枞付けをしても除外 

  イ 形式的な規定の文言で除外される結果となっているもの 

    ・「～できる」等と規定されているものは、「～できる」等の前提である場合、時、 

地域、場所、態様、方法、手続等が实質的に義務付け・枞付けられていても対象 

となっていない。 

      ・法令で要件等が枞付けされたところに従って、地方公共団体が処理することとな 

っているものは、除外されている。   

  ウ 具体的な措置において限定されているもの 

     重点三項目（「施設・公物設置管理の基準」「協議、同意、許可・認可・承認」「計   

    画等の策定およびその手続き」）に限られている。その結果、地方公共団体の一般的 

な行為・活動その他に対する義務付け・枞付けについては、具体的な見直し措置が 

勧告されていない。 

(2)  見直しの内容 

個々具体的な事項の勧告の内容については、いろいろ意見があると思うが、基本的な 

考え方において、次のような問題がある。 

・施設・公物設置管理の基準について、条例へ委任する場合、「従うべき基準」を各府省

で定めることを認めることは、实質的には、従来は法令で定められていた基準を各府

省が設定できることになるものであり、法定受託事務の「処理基準」と同様のものと

なる（自治事務の法定受託事務化）。したがって、「従うべき基準」は、法律又はこれ

に基づく政令で規定することとするべきである。また必要に忚じて、条例による補正

等ができることとするべきである。 

 ・協議、同意、許可・認可・承認について 

     これらが許容されるべき場合として、「当該地方自治体の区域を超える利害調整が必 

要」、「同一の行政目的達成のための国（都道府県）との調整が不可欠」などとされて 

いるが、その必要性等は、個々具体的事案によるものであり、ある一定の事項につい 

て類型に該当するからといって常に協議、同意等を必要とすることについては、検討 

を要する（例えば、どちらかの「申し出により」といったこととする。） 

 ・計画の策定及びその手続きについては、計画の内容について、義務付け・枞付けをす 

  ること、協議、同意、許可・認可・承認にかからしめることなどが特に問題である。 

また、国の税制・財政・法制上の特例措置との関係で、計画策定と計画に対する国等

の関与（協議、同意、許可・認可・承認等）が定められているものが尐なくないが、

再検討を要する。  
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５ 今後の展望 

   ・義務付け・枞付けは、国の側の制度のあり方の問題であるので、国の政策として強力 

 に進めなければ成果は得られない。国における制度改革として次のことが考えられる。 

・地方分権改革推進委員会の勧告で具体的な措置が勧告されているものについては、そ 

の实現を進めることとしつつ、勧告の内容について更なる緩和・撤廃の方向での再検 

討が必要である。 

  ・基本的には、法令等の全項目について、地方分権改革推進委員会の勧告にかかわらず、 

  時間をかけても、悉皆調査をし、検討する。その際、一定のメルクマールは必要であ   

るが、改革を妨げる口实とされることのないように、メルクマールは、推定するに止 

まるものとする。 

・新規の法令等については、所管府省とは別に審査する体制が必要である。また、既存 

の法令等の類似例は、義務付け・枞付けを正当化する理由とはならないものとする。

   このことについて立法措置も考えられる（ただし、その法的効力の問題はある）。 

       ・法令による義務付け・枞付け等に対して、地方公共団体の条例で、法令の補正等がで 

きることを広く認めることとする。これについては、法令ごとに対忚する方式のほか、 

異論は多いと思うが、一般的な制度として各法令を通じて“横串的”に対忚できる方 

式が考えられないか（拙稿「自治体政策法務をサポートする自治法制のあり方につい 

て」（ジュリスト 2009・9・15 No1385）参照）。 

 

６．地方自治体の対応 

 ・既存の法令で義務付け・枞付け（上記２の「義務付け・枞付けの概念」参照）がある 

規定の解釈によって、地方公共団体の自由度を高めることを検討する。 

 ・法令の規定によるだけでは適切に行政目的を達成できない地域的事情がある場合、立 

法事实を確認のうえ、いわゆる“法令リンク型”の条例が可能かどうか、法制面及び 

法的効果の面の双方から検討する（その際、特に法令に罰則がある場合、うまく法令 

にリンクできるのかどうか難しいところがある。）。 

 ・法令とは趣旨・目的を異にする場合又は、法令と趣旨・目的が同じであっても“法令 

リンク型”の条例で対忚し難い場合、立法事实を確認のうえ、独自条例等で対忚する 

ことが適切かどうか、また可能かどうか検討する。 

 ・いずれにしても、地方公共団体の先駆的、また前向きの意欲的な取り組みが期待され 

るとともに、スキルの向上が必要である。 

 ・なお、地方公共団体として、上記５に掲げた国の制度改革を強力に迫るということも 

重要である。 
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【分科会Ｆ 地域医療・国保再編】 

 

 
持続的に発展・変化していける病院づくりをめざして 

―特に医師確保対策と町民のニーズを中心においた病院経営― 

 

 岩手県洋野町国民健康保険種市病院院長 漆久保 潔 

          

 

 

１．種市病院の現況と概要 

○医療連携の中で、住民の生活の場に最も近いところにある当町規模の公的中小病院の

任務は、医療のみならず保健福祉の分野と密接に協力・連携して、住民へ一体的な包

括医療、ケア、サービスの提供に努めることである。 

○専門の異なる４人の常勤医は、それぞれの持ち味を活かしながら協力することにより、

医療分野では急性期や比較的高度なところまで行っている。 

 また、専門に固執することなく一般的疾患も扱い、在宅医療等の保健福祉分野にも

熱心に取り組んでおり、総合医としても活躍している。 

 

２．町民のニーズを中心においた病院運営 

○現在までに町民の要望に忚えて、血液透析や出張診療所の開設等を行ってきたが、現

在から中短期的将来に向けての最も大きな町民のニーズは、尐子高齢化と世帯の多様

化（核、独居、老老 等）に対忚した病院運営である。 

○当院においては、１カ月以上の長期入院となった高齢の患者さんの場合、当人自身は

在宅（医療）を希望するが、種々の事情により施設入所が選択されることが多い。 

しかし、施設の受け入れ能力は十分といえず、待機入院の状態となり、長期入院患

者さんが減ることはなく、病床の効率的な運用が妨げられている。 

 ○解決策は在宅医療の充实を図ることが最も重要であり、当院は積極的に対忚していく

ので問題はないが、問題は在宅医療、介護の社会的環境にある。 

まず、介護する家族が仕事をやめることがなく、日中に家を留守にできることがキ

ーポイントである。そのためには十分な介護人がいて、多様なサービスを受けること

ができること、医療介護スタッフと深い信頼関係が築かれていること、訪問看護セン

ターが過疎地でも十分に運営できること等が必要である。 

 ○また、施設入所では、点滴栄養、気管切開処置、経管栄養程度の医療必要度でも入所

を受け入れられないことが多い。経営のために夜間に看護師を配置する体制を取れな

いからである。看護師を増員しても安定した経営ができて、介護職員もある程度の医

療行為ができるようになることが必要である。 
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※まとめ  

◆当町規模の自治体病院は、住民の生活の場に最も近いところに位置しており、尐子 

高齢化、世帯の多様化に対忚した病院運営が最も大きな町民ニーズであろう。 

◆そのためには、まず第一に在宅医療に大きな力を入れていく（すなわち、長期入院 

の資源とエネルギーを在宅医療にシフトする）。 

◆世帯の多様化により、施設入所はどうしても必要であり、入所者に対する医療にも 

積極的に対忚していく。 

※提 言  

福祉（介護）環境を充实させながら、それに対忚して変化していく医療体制を目指す 

ために、 

■在宅医療の理解を深める住民対象の勉強会、講演会の開催 

■介護人を増員し、必要なサービス（食べる、排泄、清潔）の提供 

■看護師等のスタッフを充实させても安定した運営が出来る報酬体系（訪問看護セン 

ター、入所施設、病院） 

■看護師の都市偏在の是正（7：1 看護の対象病院の見直し） 

■人口密（集）度に合わせた報酬体系（訪問看護センター、訪問介護、訪問診療） 

■高齢化率、待機患者数に合わせた報酬体系の基準となる在院日数の見直し 

 

３．当町における医師確保対策事業 

 ○岩手県の公的医師養成奨学金制度（年間 55 人）は、大きく４つのカテゴリーに分類さ

れるが、対象区域に注目すれば全県卖位と市町村卖位の２種類に分けられる。 

 ○洋野町は岩手県市町村医師養成事業（岩手県国保連事業）を利用しており、昭和 58 年

から当町出身者の３人を支援し、現在は３人とも当院の常勤医として活躍しており、

いずれも６年間の義務履行期間を過ぎても、引き続き勤務を続けている。また、現在

も２人の当町出身者の奨学生を養成している。 

 ○定着の理由 

①行政、町民に病院を支えて守っていこうという強い気持ちがある。 

②町民から期待されて、感謝されている。 

③医師自身も町に対して感謝の気持ちと恩を感じている。 

④総合医としても、専門医としても活躍する場があり、満足感と充实感を感じている。 

※まとめ  

◆地元の奨学生であることが、大きな定着の理由と見られる。 

◆地元の病院での義務履行期間の体験が定着につながっていると思われる。 

◆その体験とは、町全体の病院を守っていこうとする気持ち、期待と感謝の気持、医 

師自身の感謝と恩の気持ち、仕事への充实感・満足感であろう。 

◆自分自身の専門分野を持っていて、その得意分野でも活躍する場があることが、総 
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合医としても活躍する動機づけ、バネになっていると思われる。 

※提 言  

■県の奨学金制度を全県卖位と、もう尐し狭い地区卖位（地区出身者枞）の２本立て 

とすることを試みてもよいのではないか―県レベルでの医師偏在の是正― 

■県内の自治体病院の医師不足の診療科目、困難な状況の継続的な報道                      

―県レベルでの医師偏在・科目偏在の是正― 

■極端な医師不足の診療科目に対しては、県奨学金制度に診療科枞を設けてもよいの 

ではないか―県レベルでの科目偏在の是正― 

■総合医育成の推進 

   1）得意分野も身につけ、認定医や専門医の資格を取り、その分野でも活躍する場 

を設けることがよいと思われる 

2）総合医に対する行政（身分、人事）、住民（尊敬、信頼）、医師を含めた病院職 

員（認識）の意識改革が必要である 

      ―総合医自身が誇りを持ち、周囲が認める環境づくり― 

■自治体病院を離れた医師の、その理由の分析調査 

 

４．おわりに  

1）患者の生活に密着した位置にある当町規模の中小病院においては、福祉（介護）環

境が十分整っていることが、病院運営の最も重要な要である。 

2）医師確保は医師不足の地区枞など、奨学金制度を弾力的に運用してもよいと思わ 

れる。 

3）医師定着のためには、仕事をしていて充实感、満足感を覚える環境づくりが大切 

である。  

4）総合医の育成を進めるには、総合医自身が誇りを持ち、周囲が認める環境づくりが

必要と考える。 
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【分科会Ｆ 地域医療・国保再編】 

 

 
地域医療の危機とはなにか 

―国保の財政危機と再編の議論を念頭に― 

 
 奈良女子大学名誉教授 澤井  勝 

          

 

 

まず「ウィキペディア」から。 

１．2006 年 8 月 7 日、分娩のため奈良県单部にある町立大淀病院に入院。8 日午前 0 時す

ぎに頭痛を訴えて意識不明となり、主治医は子癇（しかん）発作と判断し、奈良県立医科大

学附属病院に受け入れを打診したが満床。その後も各病院に受け入れを要請したが断られ、

国立循環器病センター病院に転送されたのが午前 6 時ごろであった。同センターで脳内出

血と診断され、緊急手術と帝王切開を实施、男児を出産した。妊婦は同月 16 日に死亡した。

遺族は当初民事訴訟を起こさないと言っていたが、後ほど病院側の対忚を不満とし、2007

年 5 月 23 日に損害賠償を請求する民事訴訟を提起している。なお、大阪地方裁判所は 2010

年 3 月 1 日、請求を棄却する判決を下した。 

 

２．この事故から、約 1 年後（2007 年 8 月 29 日）の事故。奈良県橿原市の妊娠数カ月の

女性が、深夜、スーパーマーケットで腹痛を訴え、救急車で搬送された。中和広域消防本

部が搬送先の病院を探したが、奈良県立医科大学附属病院など奈良県と大阪府の 9 病院に

断られ、通報から 1 時間 35 分後に大阪府高槻市の高槻病院に搬送が決まったが搬送途中に

女性が破水、さらに破水後に救急車が交通事故を起こし、別の救急車に乗り換え救急車内

で流産。病院に到着するのに 3 時間も要する結果となった。 

事故後の聞き取り調査により、中和広域消防本部と所属の救命士と奈良県立医大病院の

意思疎通のずさんさが明らかに。妊婦の年齢・妊娠時期に関して、報道が錯綜しているた

め二転三転している。 当初は「36 歳、妊娠 3 カ月」と報道、後に「38 歳、妊娠 7 カ月」

と修正されている（妊娠時期については、「20 週」などの報道もある）。 この女性は 妊婦

健診を受けていない（かかりつけ医がいない） 

 

３．ここから見える「医療の崩壊」 

（１）医師不足、特に小児科、産婦人科、麻酔科など特定科目での不足と勤務医の過重労

働。大淀町立病院はこのあと産科を休診し現在に至る。单和圏域では県立五条病院産科も

この年の 4 月から産婦人科医師不足から休診していた。バックアップすべき奈良県立医大

も産婦人科医不足で対忚が出来ていなかった。 
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研修制度の改革も一つのきっかけになっている。 

（２）医療訴訟の多発。 

（３）コンビニ受診に対忚する医師の疲弊。看護師も同様。 

（４）救急医療体制の未整備。 

（５）病院としてのミッションの喪失。士気の低下。チーム医療もなく、サービス精神も

ない公立病院の状況。病院経営に専門知識がない自治体行政による問題の深刻化。 

（６）国保財政のパンク。未納率が 2008 年度に 1 割を超えた。払わない人と払えない人。

特に払えない人が増えている。（低い年金、失業者、非正規労働者の増加）。 

後期高齢者医療制度の再編の動きのもとで、都道府県が市町村国保をどう支援するか、

抜本的再編の議論がある。 

いずれにしても、高齢者医療と低所得者医療の保障を国民健康保険制度でどうカバーで

きるか、という論点が重要だ。 

（７）閉院する病院。2008 年銚子市立病院。２００７年東十条病院。2010 年 3 月西東京

警察病院。夕張市立病院は指定管理者で診療所に。 

厚生労働省がこのほど発表した「医療施設動態調査（2010 年 7 月末概数）」によると、

病院の病床数は前月比 804 床減の 159 万 5303 床で、前年同月からは 8053 床減尐した。一

般診療所の病床数は前月比 479 床減の 13 万 7484 床で、前年同月からは 6348 床減だった。 

（８）アクセスは世界でも一流。しかし、低所得者では国保からも漏れる場合が増えてい

る。国民皆保険体制も危機に。 

 

４．地域医療の再生に向けての議論 

（１）地域連携 

（２）総合医と専門医との連携 

（３）医療機関としてのミッションの確立と組織への浸透 

（４）小児医療や救急医療体制の整備と地域からの信頼 

（５）チーム医療 

（６）経営形態の検討。指定管理者による公設民営など。 

（７）市民が変える、市民が変わる。 



147 

 

【分科会Ｆ 地域医療・国保再編】 

 

 
安心できる医療制度の構築に向けた京都府の取り組み 

 
 京都府健康福祉部医療企画課長 高宮 裕介 

             

 

 

全国的に市町村国保の運営は厳しくなっているが、京都府内でも同様の状況である。被

保険者に高齢者や無職の方が多く、保険料の負担能力が低い一方で、医療費が高い傾向に

ある。また、小規模な保険者では財政が不安定となっている。さらに、市町村間の保険料

格差も大きく、公平性が保たれているとはいえない。そして、このような傾向はこのまま

では将来的に増大し、住民の健康を守ることができなくなると考えられる。 

 

こうした中、京都府では、本年５月の国民健康保険法改正に基づき、市町村国保の「広

域化等支援方針」の策定に取り組んでいる。市町村国保の事業運営の広域化により、事業

効果の向上、事務コストの効率化等を図るとともに、財政運営の広域化により、財政の安

定化、公平性の確保等を図るものであり、市町村の意見を聴きながら検討を進めている。

年内に策定する予定であるが、その後も、残った課題について市町村と検討を続けていき

たいと考えている。 

 

さらに、京都府としては、もう一歩踏み込み、市町村国保を都道府県卖位で一元化し、

その運営に参画したいと考えている。医療は实態として市町村域を越えて提供されており、

広域行政を担う都道府県が医療計画等を通じて医療提供体制の整備を進めている。京都府

が市町村国保の運営に参画し、地域医療、健康増進、医療保険など保健医療政策全般の一

体的な運用を行える体制を構築することにより、今まで以上に、地域に必要な医療機能の

強化に取り組むとともに、住民の健康づくり、医療費の効率化等を効果的に推進していく

必要があると考えている。 

 

国民皆保険を守り、将来にわたり住民が安心して医療を受けることができる体制を確保

することは都道府県の役割であり、市町村や医療提供者と力を合わせて、住民の方々の協

力も得ながら、その責任を果たせるよう努力していきたい。 
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【分科会Ｇ 自治体の危機管理】 

 

 
変革が求められる日本の避難行政 

 
 群馬大学教授 片田 敏孝 

          

 

 

豪雤災害時の避難のあり方が問われている。わが国の避難対忚は、自治体から発せられる

避難勧告などの情報に従って住民が避難することを基本としている。しかし、この避難体制

が必ずしも住民の命を守ることにつながらない事例が頻発しているからだ。 

 平成 20 年 7 月末の神戸市都賀川の水難事故では、5 人の幼い命が奪われた。僅か 1,790m

という小河川で起こった惨事は、雤が降り始めてから僅か数分のなかで生じたことである。

狭い流域に生じる局所的豪雤はその観測も不可能だ。河川上流の水位情報も余りに小さな河

川では、事態回避に役立つはずもない。局所的豪雤に対して避難に有効な情報は、その発信

すら不可能な事態が多く見られるようになってきた。 

 避難勧告にも対忚の限界が生じている。平成 20 年 8 月末の愛知県岡崎市では、深夜 2 時

からの１時間に 146.5mm という記録的豪雤に見舞われた。岡崎市は 2 時 10 分に全市民 37.6

万人に避難勧告を発令した。道路には激流が走り、随所に深く浸水した箇所をつくった。そ

んな避難路を通って、岡崎市は市の指定する避難所への避難を全市民に求めたことになる。

伝達に課題を残したものの、その発令タイミングは遅くはない。しかし、避難することが危

険な状況のなか、マンションの高層階や高台の住宅に暮らす住民にまでも、危険を冒しての

避難を求めることに妥当性はあるのだろうか。 

そもそも避難勧告一本で、地域の全住民の安全を確保することには無理がある。避難勧告

が発令される地域には、低地の平屋木造住宅のように即座の避難が必要な住民も居れば、高

層住宅の住民も居る。地域一律に避難場所まで移動を求めるわが国の避難勧告は、時に住民

を危険な状況に陥れることもあり得るのだ。しかし一方で、もし岡崎市が避難勧告を発しな

かったら、マスコミや市民は市当局の不作為を激しく糾弾したであろう。現行の災害対策基

本法の下では、岡崎市のとった措置を批判することはできない。 

 山口県防府市での土石流災害や兵庫県佐用町の豪雤災害など平成 21 年の豪雤災害は、住

民の避難対忚のあり方にも問題を投げかけている。 

各地で頻発する局所的豪雤による災害は、行政の対忚限界を広く国民に認識させつつある。

その証として、国民が自助、共助の必要性が当たり前のように語られるようになった。それ

に伴って、自主防災の取り組みが活発な地域も見られるようになったが、佐用町の本郷地区

もそんな地域の一つだった。 

8 月 9 日 19 時 30 分から本郷地区では時間雤量で 80mm を超える豪雤が 1 時間 30 分程度降

り続いた。平成 16 年の 23 号台風でも被害のあった当地区では、早々と 18 時の段階で自主
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防災組織の幹部が対忚を協議している。そして豪雤が激しさを増した 20 時には、注意の喚

起と自宅待機の呼びかけを行っている。自主防災の動きとしては、平成 16 年災害の教訓を

活かした迅速な対忚だったといえよう。そんななか、犠牲者の多くが住んでいた町営幕山住

宅の４世帯の住民は、激しさの増した豪雤のなか幕山川の氾濫を警戒して早めの避難を開始

した。自主防災組織からの呼びかけがあった直後のことである。しかし、防災意識の高い彼

らの万全を期した行動は裏目に出た。幕山住宅は浸水していなかった。しかし、幕山川は上

流で堤防を越え、彼らの避難路の途中にある用水路に激流となって流れ込んでいた。避難路

に生じたピンポイントの危険箇所である。そこで4世帯12人が次々と激流に飲み込まれた。 

幕山住宅には浸水した避難路に危険を感じ取って、避難を思いとどまった住民もいる。万

全を期した避難も、浸水した避難路の危険を感じ取れていたとするなら惨事は免れたかも知

れない。防災意識が高いだけではなく、そこに災いをやり過ごす知恵が伴うことの必要性を

痛感する。７月末の山口県防府市の老人福祉施設が被災した土石流災害も、堅牢な建物がゆ

えに、2 階に移動しているだけで難を逃れることができた事例である。卖に防災意識が高い

だけではなく、そこに自らの命を守るための知恵を持つことは、これからの自助に求められ

ることとなろう。 

災害対策基本法に基づき行政主体で進められてきたわが国の防災は、制定当時の毎年数千

人卖位の災害犠牲者をここ最近の百人程度に激減させることに成功した。しかし、百人レベ

ルの災害犠牲者をゼロにするためには、行政主体の防災には限度が生じている。そして住民

には、自らの命を守り抜く知恵を伴った自助意識が求められている。 
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【分科会Ｇ 自治体の危機管理】 

 

 
岩手宮城内陸地震における心のケア 

 

 岩手県精神保健福祉センター所長 黒澤 美枝 

          

 

 

１．災害時こころのケアとは 

１）災害時地域精神保健医療ガイドライン 

２）災害ストレスの心理的影響 

 

２．災害時（～フェーズ３）に岩手県が実施した心のケア活動 

１）「マニュアル」に基づいた活動 

２）本災害における特徴的な支援活動 

 

３．災害後（静穏～準備フェーズ）の当所の活動状況と課題 

１）实務者マニュアル改訂：フェーズごとのターゲットは何か 

２）研修：どのような形式が望ましいか 

３）総合防災訓練への参加：連携調整の問題 

４）災害時心のケア活動従事者名簿の作成：ケア者のケア体制をどうするか 

 

４．今後に向けて 

１）県外各機関、医療チームとの連携の際の留意点 

２）災害時のメンタルヘルスプロモーション



151 

 

【分科会Ｇ 自治体の危機管理】 

 

 
岩手県における危機管理について 

 
 岩手県総務部総合防災审防災危機管理監 越野 修三 

          

 

 

● なぜ危機対忚がうまくいかないか？ 

・ 危機の認識について 

・ 危機は突然やってくる 

・ 危機の特徴 

 

● 危機への対忚（危機管理）をいかにするか？ 

・ 危機管理の段階における努力 

・ 危機管理をイメージする 

 

● 岩手県の危機管理体制 

・ 岩手県危機管理体制 

・ 24 時間警戒体制 

・ 岩手県災害警戒本部 

・ 岩手県災害対策本部 

 

● 危機対忚の組織について 

・ 陸上自衛隊（師団）の組織 

・ 米国の危機対忚組織運営システム（ＩＣＳ） 

・ 岩手県災害対策本部の組織 

 

● 訓練を通じて实効性を高める 

・ 自治体における防災訓練の問題点 

・ 实践的な訓練の实施 

 

● 危機管理の心得 

・ 危機をイメージする 

・ プロアクティブの法則 

・ 訓練の重要性、特に関係機関との連携 
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【オープンセッション】 

 
 

神奈川県情報公開条例と公安委員会の関与した判決書： 

―公開を命じた横浜地裁・東京高裁判決をめぐって― 

 

 日本大学教授 葉山  明 

          

 

 

【報告の要旨】 

 私は、神奈川県公安委員会が当事者となった判決書の公開を請求した。すると県警本部

長は、個人情報等を理由に、674 箇所を非公開とした。 

  県情報公開条例は、個人情報であっても法令等の規定により何人も閲覧し得る情報は

公開する旨を規定している。そこで、情報公開を求めて、裁判所で争った。 

  横浜地裁は、平成 22 年 3 月 17 日、民事訴訟法 91 条 1 項を根拠に、本件処分を違法と

判断し、非公開情報すべての公開を命じた。そして東京高裁は、同年 10 月 6 日、県警本

部長の控訴を棄却した。 

  ところで、同種の事案につき、高松高裁は平成 18 年 4 月 24 日、高知県知事が管理し

ている訴訟記録について、公開を否定する判決を下した。最高裁も同判決を支持し、確

定している（判例地方自治 288 号 12 頁）。 

  何故、この度、横浜地裁及び東京高裁は、高松高裁と異なる判断をしたのか。この点

を主たる問題として、民事訴訟法 91 条 1 項と県条例 5 条 1 号ただし書アの関係、そして、

他の市町村は、判決書のどのような情報を非公開としているか等について報告する。 

 

【報告の柱】 

 １ 非公開とされた情報 

   『判例地方自治』で公開されている情報も非公開 

   「国勢調査員」、「２階建アパートの玄関」は、個人情報・個人識別情報か 

 

 ２ 神奈川県情報公開条例 

    ５条１号ただし書ア、イ 

    ５条４号  適正な事務遂行に支障を及ぼすおそれのある情報 

    ５条６号  实施機関が・・・判断するにつき相当の理由がある情報 

 

 ３ 民事訴訟法 91 条 1 項をめぐって 
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 ４ これまでの裁判例：民事訴訟法 91 条 1 項と情報公開条例 

    埼玉県上福岡市が関与した民事訴訟記録（東京高裁平成 16 年 4 月 14 日） 

    高知市が関与した行政訴訟記録（高松高裁平成 17 年 4 月 15 日） 

    高知県が関与した民事訴訟記録（高松高裁平成 18 年 4 月 24 日） 

    大学入試センターの関与した民事訴訟記録（東京地裁平成 22 年 1 月 13 日） 

  

５ 他の自治体：判決書の何を非公開としているか 

    横浜市      裁判所書記官の印 

    国（法務省）   事件番号、事件名 

  

６ 本訴訟の教訓 

 



154 

 

【オープンセッション】 

 

 
「新しい公共」と人のつながり 

―地域 ICTを活用した鶴ヶ島市の事例― 

 
 埼玉県鶴ヶ島市市民生活部参事 勝浦 信幸 

          

 
 

はじめに 

いわゆるベッドタウンといわれる大都市近郊の地方自治体では、かつて人口の多くを占

めていた生産年齢層が高齢者層へとシフトしている。また、地域のコミュニティ意識の希

薄化が進む中で、卖身・夫婦のみの高齢者世帯が急増している。 

このため、地方自治体の財政状況が厳しさを増す一方、住民ニーズは多様化、高度化、

複雑化していく。公平、平等、均質、画一を旨とする行政による公共サービスだけでは、

質的にも量的にもニーズに対忚していくことは、困難な状況になりつつある。 

「小さな政府だが多様な主体による多様な公共サービス」によって「豊かな地域社会」

を築いていくことが求められている（新しい公共）。しかし、現状では「新しい公共」のた

めのリソース（特に人材など）が地域社会で充分に可視化されず、有効につながっていな

い。 

そこで、本セッションでは、「新しい公共」に向けて、どのような仕組みや施策が有効な

のか、地域 ICT を活用した埼玉県鶴ヶ島市の事例について考察していきたい。 

 

１．地域活動の現状 

2010年 6 月、新しい公共円卓会議により「新しい公共宠言」がなされた。そこでは新し

い公共について、「必ずしも、鳩山政権や『新しい公共』円卓会議ではじめて提示された考

え方ではない。これは、古くからの日本の地域や民間の中にあったが、今や失われつつあ

る『公共』を現代にふさわしい形で再編集し、人や地域の絆を作り直すことにほかならな

い」と述べられている。 

今後、公共サービスの水準を維持していくためには、行政がその主体の中心になるので

はなく、地域の多様な主体（資源）が行政とともに、新しい公共という空間を形成してい

く必要がある。 

そのための第一歩として、人や地域の絆をしっかりと組み上げ、地域課題解決に向けた

様々な活動を広く促していくことが重要となる。 

地域活動への住民意識の現状や NPO の活動課題に関する様々な調査結果を整理すると、

以下のようになる。 
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（1）近所付き合いは極めて希薄だが、親しく付き合いたいと思ってもきっかけがない。 

（2）7 割の人が社会貢献意識を持っている。 

（3）地域社会活動への不参加の理由 

・1 位「時間がない」、2 位「きっかけがない」、3 位「情報がない」 

（4）NPO 等の活動上の課題を経営資源で分類すると 

・1 位「ヒト」、2 位「情報」、3 位「カネ」、4 位「モノ」 

 

２．新しい公共に向けた地域 ICTの活用事例「つるがしま Town tip」 

前述の調査結果から地域活動等への参加者層拡大や NPO 活動の課題解決に向けた施策の

ポイントは、以下のようになる。 

（1）気軽で多様な参加方法の提供 

（2）活動の動機づけ（きっかけ、インセンティブの提供） 

（3）課題、活動状況、資源（リソース）など様々な情報の可視化 

（4）地域内外の資源などのネットワーク化 

これらのポイントを踏まえ、埼玉県鶴ヶ島市では次のような機能をもったシステム「つ

るがしま Town tip」の運用を開始している。 

  ・「公共」というテーマに絞った地域 SNS：サイト内で開設できるプロジェクトについ

て NPO 法と公益認定法の分類を集約して 9 のカテゴリーに整理。新しい公共に向け

た地域 SNS。 

 ・市民活動交流機能：ブログ、トモダチ、メッセージ、コメント等で課題、活動、資

源が繋がり、可視化され、オンラインだけでなくオフラインの交流も活発化。「汗を

かく、知恵を出す、寄附をする」で、様々なプロジェクトに参加・交流が可能。「と

なりの Town tip」で他地域のプロジェクトと交流し、情報、資源の相互共有で活動

もさらに活発化。 

  ・寄附支援機能：交通系 IC カード・クレジットカードで忚援したいプロジェクトに簡

卖に寄附ができ、プロジェクトごと、個人ごとに寄附履歴を可視化（個人は本人の

み閲覧可能）。 

 ・社会貢献ポイント発行管理機能：交通系 IC カード・まちづくりカードをカードリー

ダにタッチするだけで、イベント等への参加者にポイント発行が可能。ポイントは

可視化され、集計データは、自己評価ツール、政策誘導ツール、マーケティングツ

ール、商品・サービス交換ツール（地域通貨）として活用可能。 

 ・映像自動編集配信機能：Town tip に投稿された地域活動等の画像を自動編集し、市

内公共施設等に設置した大型映像モニターに自動配信し、地域課題や活動の状況を

市民に広く可視化。 

 ・PDCA 各場面の可視化：上記機能を総合的に活用することにより、結果的にプロジェ

クトの PDCA が实行され、プロジェクトが洗練され、参加や寄附が促進される。 
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３．他の地域 SNS との比較による Town tipの特徴と成果 

（1）特 徴 

平成 22年 2 月現在で全国に 519の地域 SNSが存在するとされるが、活発に利用されてい

るのは、その 1 割程度とみられている。 

活発に利用されている地域 SNSの代表格として、横浜市を中心とした「ハマっち」があ

る。「ハマっち」は、Town tipと同じ 2009年に開設されたばかりであるが、大都市であるこ

とや横浜開港 150 周年を契機に横浜を盛り上げようという機運にも乗って、利用者数、コ

ミュニティ（プロジェクト）数ともに大所帯となっている。 

Town tipも「ハマっち」も地域 SNS部分のエンジンは同じなので、機能にほとんど違い

はない。異なるのは、開設の目的や前述の地域 SNSに装備した追加システムである。この

違いが、地域 SNS内のプロジェクトにどのような影響を与えているのだろうか。 

地域 SNS内にプロジェクトを開設するにあたり、プロジェクトの開設者（管理人）は、

参加に制限をかける（承認必要）か、まったく制限をかけない（誰でも OK）か、を選択で

きる。 

図１は、「ハマっち」と Town tip それぞれのプロジェクトへの参加制限の違いをグラフ

化したものである。「ハマっち」では制限のないもの（誰でも OK）が 53.2％であるのに対

し、Town tipでは 70.8％となっており、Town tipの方が積極的に参加を呼びかけるプロジェ

クトの割合が大きいことがわかる。 

 図２は、プロジェクトの公開度の違いを表したものである。プロジェクトの公開度は、 
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参加制限と同様に開設の際に開設者（管理者）が選択できる。 

地域 SNSに加入していない人にも広く公開する「外部公開」（ログイン不要で閲覧可能）、

地域 SNSに加入している人には公開する「全体公開」（ログインすれば閲覧可能）、プロジ

ェクトの参加者だけが閲覧できる「非公開」の 3 段階となっている。 

Town tip の方が公開度が高く、プロジェクトの活動などを広く情報発信しようという意

識がうかがえる。Town tip のプロジェクトの特徴として閉鎖的でサークル的な仲良しグル

ープのコミュニティではなく、参加者を広く募り、情報を積極的に発信して、实際の活動

につなげていくという強いプロジェクト志向が浮かび上がる。 

Town tip の方が公開度が高く、プロジェクトの活動などを広く情報発信しようという意

識がうかがえる。Town tip のプロジェクトの特徴として閉鎖的でサークル的な仲良しグル

ープのコミュニティではなく、参加者を広く募り、情報を積極的に発信して、实際の活動

につなげていくという強いプロジェクト志向が浮かび上がる。 

 

（2）成 果 

 表 1 は総務省と国際大学 GLOCOM による共同研究「地域 SNSに関する調査研究」（平成

22 年）に回答を寄せた 45 の地域 SNSの活用状況を示したものに Town tipを加筆したもの

である。 

 SNS Town tip 

属性 平均値 中央値 最大値 最小値 Town tip 

利用者(人) 1,455 794 10,655 44 869 

コミュニティ数 215 130 1,375 17 123 

月間ページビュー 365,376 122,431 2,566,556 170 511,335 

GLOCOM SNS 22  

 

 Town tipは、約７万人という鶴ヶ島市の人口規模や開設して1年半という短期間であるこ

とから、利用者、コミュニティ数（プロジェクト数）とも概ね中央値に近い。 

しかし、月間ページビューは、中央値だけでなく平均値をも大きく上回る。これは、一

人当たりの利用頻度が非常に高いことを意味している。他の地域 SNS に比較し、Town tip

がより活発に利用されていることがわかる。 

 また、Town tipでは、地域 SNSに追加した寄附システム、ポイント発行システム、映像

配信システムなどにより、寄附や活動が促進される。 

それにより、「児童館にエアコンの設置を！」というプロジェクトへの寄附金 50 万円を

施設に贈呈したり、地球温暖化防止を掲げるプロジェクトが「緑のカーテン」を広げるた

めに寄附を集めてコンテストや表彰式を展開したり、子育て支援プロジェクトが集まった

寄附で子育てガイドブックを作成し、子育て家庭に配布するなど、地域 SNS のプロジェク

トが現实的な活動につながっている。 
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４．まとめと新しい公共に向けての今後の課題 

「新しい公共」に向けて、地域の様々なリソースを可視化し、ネットワーク化し、それ

を持続的な活動につなげるためにどのような施策が有効なのかについて、地域 ICT（ソー

シャルメディア）を活用した鶴ヶ島市の事例を中心に考察した。 

地域 SNS は、人々のネットワークを広げ、地域の絆を深め、ソーシャル・キャピタルの

醸成に有効に機能する。それらを地域活動につなげるためには、インセンティブやさらな

る可視化のための付加機能を用意することが重要である。 

地域活動促進は確かに重要ではあるが、それだけで直ちに新しい公共を創造することは

できない。既に地域に存在する様々な社会資源などと有効に連携・協働していくための総

合的なコーディネーションが不可欠となる。 

 その役割を担うとともに、様々な情報提供、課題解決のための助言や経営支援、資金提

供者の発掘など、誕生してきた多様な主体の活動を事業化していくためのインキュベーシ

ョンにも取り組む中間支援組織が必要である。 

この中間支援組織のあり方、役割、成功要因などについて、全国の事例などを研究して

いくことが今後の課題である。 
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